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会議に付した事件 

 日程第１           一般質問 

  １．林   博 文     （1） 教育行政について 

                （2） 農業行政について 

 

  ２．松 石 信 男     （1） 小森町長に聞く。どういう基山町を目指すのか 

                （2） ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の問題点・暮ら 

                   しへの影響について 

 

  ３．河 野 保 久     （1） 一人住まいの高齢者対策について 

                （2） マンションの建設予定地について 

                （3） 小森町政について 

 

  ４．品 川 義 則     （1） 不登校児童・生徒について 

                （2） 武道の必須科目について 

                （3） 体育施設の貸し出しについて 

                （4） 子どもに関する協力機関の連携について 

 

  ５．木 村 照 夫     （1） やよいが丘温浴施設の早期完成を 

                （2） 町内にあかりをともせ 

                （3） 自然がたくさんきれいな町とは 
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～午前９時３０分 開議～ 

○議長（後藤信八君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これから直ちに開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（後藤信八君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、林博文議員の一般質問を行います。林博文議員。 

○11番（林 博文君）（登壇） 

 それでは、皆さんおはようございます。11番議員の林博文でございます。きょうは２日目

の一般質問の朝一番の時間帯でありますが、傍聴に来ていただいてまことにありがとうござ

います。 

 それでは、一般質問に入りますが、質問に入る前に、町長就任について一言言わせてもら

いますが、今年２月には小森町政３期目がスタートいたしました。３期目の当選、おめでと

うございます。心からお祝いを申し上げます。私は昨年９月の定例議会の一般質問で小森町

長への次期町長選への出馬の決意、また、３期目の当選の暁に向けての決意を質問させてい

ただきました。その答弁として、「３期目は地に足がついた町の将来、まちづくりを良識あ

る町民の皆様と考え、取り組んでいきたい。私の人生最後の仕事として燃え尽くす覚悟で取

り組んでまいりたい」と強く答弁をしていただきました。また、３期目の就任のごあいさつ

の「広報きやま」でも「さらに気を引き締めて、より一層の責任感を持って町政運営に取り

組んでまいります」と書かれてもありました。どうか健康に十分留意をされまして、これま

での２期８年間の実績をもとに、小森町長を町長にしてよかったというような町政ができる

よう、現在を十分認識した上でしっかりと将来を見据え、基山町に自信と誇りと愛情を持っ

て前向きな志向でリーダーシップをとっていただきたい。基山町の発展のために、住みよい

町を目指して頑張っていただきたいということで御期待をしております。 

 そういうことで、長くなりましたが、早速質問に移らせていただきます。 

 今回の通告をいたしておりました質問事項の２項目について、１の教育行政について、質

問要旨１の基山小、若基小の学校行政について質問をいたします。 

 (1)の基山町はもう皆さん方も御承知のように少子高齢化が一段と進む中で、現在、生徒
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数の減少で学校運営にも相当、支障も来しておるところと思っております。 

 そこで、アの両小学校の生徒数の推移はということで、年度ごとの全生徒数をお示しくだ

さい。 

 次に、両小学校の生徒数の一番ピーク時の生徒数は何名か、または年度はいつかというこ

とでございます。 

 ウの若基小は開校されたのはいつですかと。また、当時の校区の区分は何を基準で行った

のですかということでございます。 

 エの現在の両小学校の区割りはどうなっていますかということで、区というのは１区から

17区、次のこともありますが、このことでございまして、両小学校の各区の生徒数でござい

ます。１区から17区までの数でございます。 

 カの24年４月から両小学校の新入生徒数は、男が何名、女が何名で、合計何名が24年４月

から基山小、若基小に入学をされるかということでございます。 

 次のキについては、24年４月から新入生のクラスはどのように考えてあるかということで

す。また、極端に両小学校、減っておるようですが、教育上、１クラス何人学級が望ましい

と思われておりますかということで、これは教育委員会のほうの考えかと思います。 

 クの24年４月からの両小学校の生徒数はということで、各年ごとにひとつお示しをいただ

きたい。 

 次に、ケの若基小の先生の人数はということで、ピーク時と平成23年度との比較をしたい

と思いますが、その人数をお示しください。 

 コの若基小の生徒数が極端に減少しているわけですが、学校の運営上、問題点はないかと

いうことでございます。学校行事、基山小学校と若基小学校は、どちらかといえば若基小の

行事のほうが多いようにも見受けられますが、ＰＴＡの役員、またバザー、それとかあるい

は極端に言う運動会、特に運動会とかそういうようなところのＰＴＡの出役、そういうのが

今現在問題になっておるようですので、学校の運営に問題点はないかということで質問をし

ておるところであります。 

 サの若基小の基山小への統合、または廃校となる生徒数はどのくらいを見ているのかとい

うことでございます。 

 また、前にも、いつか同僚議員が質問されたこともあるかと思いますが、文科省が基準と

しているクラスの生徒数、また全生徒数はどれくらいになれば統合とかそういうのを考えら
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れる数になるのかということでございます。 

 シの若基小の今後の学校運営について、町の教育委員会はどのように協議、また考えを持

っておられるのかということであります。 

 次のスの若基小の生徒数減少で空き部屋が相当出てきております。どれくらいあるのかと

いうこと。また、その教室の利用状況はということで、平成24年２月時点でお示しをいただ

きたいということです。 

 セの基山町も高齢化が進んでおります。平成24年２月末では22.08％、この５年後の平成

28年度は27.9％も高齢化が進むわけですが、この高齢化にちなんで、空き教室の開放で、文

化教室、例えば習字とかお花とか、あるいは碁とか、特に健康教室とかそういうふうな高齢

者への憩いの場の利用ができないかということであります。 

 ソの両小学校へ今後５年間で入学される生徒数はということで、各年度ごとに数字をお示

しいただきたいということです。 

 次に、質問事項２の農業行政についてでありますが、ちょっとここで私がミスをしており

ますが、質問要旨の平成24年４月からということになっておりますが、平成23年４月からが

本格実施でありますので、「23」のほうに訂正をお願いしたいと思います。 

 平成23年４月から本格実施されている農業者戸別所得補償制度についての質問であります

が、この制度は、民主党が政権公約に織り込んだ農政の目玉施策としての制度でありまして、

23年４月から本格実施がなされ、現在取り組まれておるところです。 

 その戸別所得補償制度の概要はということで、中身が、いろいろな制度の実施内容が分か

れておりますので、１、２、３それぞれにひとつご説明をお願いしたいということでありま

す。１、２、３、４ですね。 

 次のウは、各交付金の交付時期は、またどのような手続、スケジュールで各農家、生産者

へ支給されておるのでしょうかということで、各個人の通帳にそれぞれ３月なり６月なり、

ずっと入金がなされておるようですが、そのスケジュールのお示しをよろしくお願いしたい

と思います。 

 次のエは平成23年度産米交付金ですが、所得補償の定額分と変動分があるわけですが、こ

の変動分が見送りと報道されておるわけですが、このごろの新聞に載っておったようですが、

この変動分が平成23年度分は入らないということですが、どのようなことですかということ

で御説明をお願いしたいというふうに思います。 
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 それから、質問要旨の２の農地・水・環境保全向上対策活動の事業についてでありますが、

この事業については、地域の農家の方と消費者の方が現在取り組んでおられますが、これが

また継続されるんではないかといううわさもあっておりましたので、ことしで切れますが、

この事業について、この事業の概要は、またこの事業の支援となる活動の対象、どういうふ

うな作業をすればこの交付金が来るかということの活動の対象の品目を挙げていただければ

というふうに思います。 

 それから、基山町で取り組まれている実態と現状はということで、現在、私たちの部落で

も非農家の方も一緒に取り組んでおられますので、そういうのを基山町全体を見たところの

取り組み状況のご説明をお願いしたいと。 

 それと、この制度の継続はあるのかということで、ことしで５年間が済みますので、それ

について、この後についての制度の継続、そういうのもお聞きしたいということで質問をさ

せていただいたところであります。 

 そういうことで、１回目の質問を終わらせていただきます。御答弁のほう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 おはようございます。それでは林博文議員の御質問にお答えいたします。 

 １項目めの教育行政につきましては、教育委員会のほうから返答いたします。 

 私からは２項目、農業行政についてを申し上げます。 

 その１の平成23年４月からされている戸別補償制度についてということで、アの戸別所得

補償制度の概要をということです。これは販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を

対象にして、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図ると

ともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指しておるということです。 

 イのこの制度の実施内容、①畑作物の所得補償交付金ということです。麦・大豆・ソバ・

菜種等の生産目標に従って生産を行う農業者に対して、標準的な生産費に相当額を交付する

ということです。 

 ②水田活用の所得補償交付金ということですけれども、水田で麦・大豆・米粉用米・飼料

用米等の戦略作物を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を確保し得る水準の交付
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金の面積払いで交付をいたします。 

 ③の米価変動補てん交付金でございますが、米の所得補償交付金と合わせて標準的な生産

費を補償するものとして、米の生産数量目標に従って生産する農業者に対して、平成23年度

の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合にその差額分を10アール当たりの単価で交付

をいたします。 

 ４番目、各種加算措置ということでございます。規模拡大加算、再生利用加算、緑肥輪作

加算、集落営農の法人化等に対する支援の４加算がございます。 

 それから、ウでございます。交付時期、そして手続が各農家、生産者への支給されるのか

ということでございますが、畑作物の所得補償交付金の営農継続支払いは生産年の８月から

９月ごろになりますが、本町内の経営体は申請がありませんでした。 

 数量払いの麦・菜種・ソバは、11月から12月ごろになっておりますが、12月末に交付され

ております。 

 数量払いの大豆については、生産年翌年３月から４月ごろになっております。 

 水田活用の所得補償交付金は、生産年11月から３月ごろとなっておりますが、現在、３月

末の交付の予定でございます。 

 米の所得補償交付金は、生産年11月から翌年の１月ごろとなっておりますが、12月末で交

付をされております。 

 米価変動補てん交付金については、米価の変動にもよりますが、生産年翌年５月から６月

ごろ交付される予定となっております。 

 エでございます。平成23年度生産米交付金所得補償の変動分が見送りと報道されておると

いうようなこと、どのようなことかということでございます。戸別所得補償制度で米農家に

支払われる交付金のうち、米価に応じて決まる変動分の支給が2011年産米では見送られる見

通しになったことが26日わかりました。東日本大震災の影響で米価が高目に推移しているた

め、農家の平均収入は米の値上がりで確保されますが、価格が伸び悩む銘柄の産地では交付

金がない分、総収入が昨年より減る可能性がございます。 

 ２の農地・水・環境保全向上活動事業についてということです。 

 アのこの事業の概要ということ、大きく２つに分かれており、共同活動支援交付金と平成

23年度から実施となった向上活動支援交付金に分かれております。 

 まず、共同活動支援交付金は、農地・水路等資源の基礎的な保全活動等の「基礎活動」と、
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生物多様性保全、景観形成などの農村環境の保全のための活動等の「農村環境保全活動」に

対し、対象となる農地面積に応じて組織に支援されます。 

 また、向上活動支援交付金につきましては、施設の長寿命化のための活動となる、老朽化

が進む農地周りの農業用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新等の活動に

対し、対象となる農地面積に応じて支援されます。 

 イのこの事業の支援となる活動の対象はということです。共同活動支援交付金で、具体的

には農地・水路等の基礎的な保全活動で、水路の草刈り、泥揚げ、農道の砂利補充などと農

村環境の保全のための活動の農村環境の保全、景観形成などでございます。向上活動支援交

付金で施設の長寿命化のための活動は、農業用水排水路の補修・更新などでございます。 

 ウで基山町で取り組んでおる実態と状況はということで、平成23年度については共同活動

が17組織で、向上活動が１組織です。 

 エのこの制度の継続はあるかということです。平成19年度から５年間の平成23年までとな

っておりましたが、平成24年度から５年間の平成28年度までの対策として継続をされます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 林議員の教育行政についてお答えをしてまいります。 

 １番目、基山小、若基小の学校行政について。 

 (1)基山町は少子高齢化が進む現在、生徒数の減少で学校運営も影響を来している。 

 アの両小学校の生徒数の推移は。全生徒数ですが、平成５年度から10年、15年、20年、23

年の生徒数をお答えいたします。 

 基山小は平成５年度851名、平成10年度735名、15年度736名、20年度663名、23年度605名。

若基小でございます。平成５年度739名、10年875名、15年590名、20年415名、23年331名で

ございます。 

 イの両小学校の生徒数の一番ピーク時の生徒数及び年度はというお尋ねでございます。 

 基山小学校は、平成３年度で860名でございます。若基小学校は、平成８年度がピークで

945名でございます。 

 ウ、若基小学校が開設されたのはいつですかと。また、当時の校区の区分は何を基準で行
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ったのかということでございますが、若基小の開校は平成２年の４月でございます。校区の

基準については、基山町立小学校の通学区域に関する規則（昭和63年教委規則第５号）によ

り行っているところでございます。 

 エ、現在の両小学校の区割りはどうなっていますかということですが、基山小学校では１

区、２区、３区、４区、５区、７区、８区、９区、10区、11区が校区となっております。若

基小学校では６区、12区、13区、14区、15区、16区、17区が校区となっております。 

 オ、両小学校の各区の生徒数はということですが、１区から17区すべてお答えいたします。 

 平成23年度の５月１日現在で、基山小学校１区54名、２区34名、３区63名、４区51名、５

区50名、７区41名、８区48名、９区143名、10区27名、11区90名、校区外が４名で計の605名

でございます。若基小学校は６区53名、12区34名、13区65名、14区49名、15区25名、16区54

名、17区49名、校区外が２名。計の331名でございます。 

 カの24年４月からの両小学校の新入学生徒数はということですが、男女別でお答えいたし

ます。 

 基山小学校、男子58名、女子31名、計の89名でございます。若基小学校、男子19名、女子

20名、計39名でございます。 

 キの24年４月からの新入生のクラスはどのように考えているのか。また、教育上、１クラ

ス何人学級が望ましいのかというお尋ねでございますが、基山小学校は24年４月からは３ク

ラスでございます。若基小学校は２クラスで考えております。 

 １クラス何人が望ましいかという御質問ですが、特に基準はございません。ただし10人以

下となると、集団での学習などクラスとして成り立つかという問題がございます。 

 クの24年４月からの両小学校の生徒数は、各学年ごとということですが、基山小、１年生

89名、２年生93名、３年生93名、４年生107名、５年生113名、６年生101名の計596名でござ

います。若基小学校でございますが、１年生39名、２年生44名、３年生47名、４年生45名、

５年生65名、６年生64名、計の304名でございます。 

 ケ、若基小の先生の人員はということで、ピーク時と平成23年度との比較はということで

すが、基山小は平成３年度ピーク時が35名でございますが、平成23年度は29名でございます。

６名が減でございます。若基小学校、平成８年度37名のピーク時でしたが、平成23年度は23

名でございます。14名の定員の減でございます。 

 コ、若基小の生徒数が減少しているが、学校の運営上、問題点はということですが、現段
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階では学校運営に大きく影響するまでには至っておりません。来年度の新１年生から新４年

生までの児童数が少ないため、転出者数次第では２クラスから１クラスへ学級数が減少する

ということもあり得るので、その場合、職員数も減ることから、そういうことになりますと

幾らかの影響は出てくることはあるだろうというふうに思っております。 

 サの若基小の基山小への統合、または廃校となる生徒数はどれぐらいを見ているのかと、

文科省が基準としているクラスの生徒数はということですが、統廃合などの人数基準は特に

ありません。極端に児童数が減少した場合、学校運営上、学校として機能するかというよう

な場合ですが、それから施設維持管理などに財政面も含んだところでの判断になると考えて

おります。 

 シ、若基小の今後の学校運営について、町の教育委員会はどのように考えているのかとい

うことでございますが、児童数は減少しておりますが、現段階でこれまで同様の学校運営を

行っていきたいというふうに考えております。 

 ス、若基小の生徒数減少で空き教室があると思うが、どれくらいあるのか。また、その教

室の利用状況はということです。 

 平成24年２月の時点でお答えをいたします。空き教室は全部で15教室でございます。その

利用状況は、１階については生活科用、それから資料室用に使っております。２階につきま

しては、２年生の学習室用、６年生学習室用に２部屋、児童会室用、第２音楽室、第２図工

室にそれぞれ使っております。３階につきましては、３年生の学習室に２部屋、４年生の学

習室、それから５年生の学習室に３部屋、図工室などに利用をしています。 

 セの基山町も高齢化が進み、空き教室の開放で、文化教室・健康教室等、高齢者への憩い

の場の利用ができないのかというお尋ねでございますが、空き教室については御指摘のとお

り、地域での有効活用等について検討していかなければならないと考えておるところでござ

います。 

 ソの両小学校へ今後５年間で入学される生徒数を年度ごとにお答えしてまいります。 

 基山小、平成25年88名、26年89名、27年93名、28年75名、29年82名です。若基小学校につ

きましては、平成25年度49名、26年41名、27年47名、28年37名、29年32名でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 
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○11番（林 博文君） 

 それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 

 １番の教育行政についてでありますが、まさに基山町は少子化ということと高齢化が進ん

でおるわけですが、両小学校の生徒数の推移と、また、イの両小学校の生徒数の一番ピーク

時の生徒数及び年度はということで、基山小学校については平成３年の860人から、極端に

言う平成24年４月の入学時、そういうのを差し引きますと605名になるわけですが、それと

平成24年４月では596名と、全生徒数ですね。それから見ますと、ピーク時から見ると264名

が減少しておるわけです。 

 また、若基小は極端ですが、平成８年の845人から平成24年４月入学時の全生徒数ですが、

304名ということで、641名の減です。基山小学校は、ピーク時から24年４月の入学時の全生

徒数が264名、また若基小は641名も少なくなってきておるわけですが、この現実を町長はど

う見ておられましたか。また、この推移については、当然わかっておった数字と想定してお

られたのか。その点いかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今となってはこれだけ減っておるということ、これは当然以前から予測はできたことだと

いうふうに思っております。人口ピラミッド、いろいろの面から予測ができておったかもし

れませんけれども、ここまで減少するとは実は考えておりませんでした。ちょうどこの20年

前ぐらいに、私も基山小のＰＴＡをやっておりましたけれども、そのときはもういっぱいい

っぱい、若基小を大きくつくるで、ピーク時は940というような数字でございましたので、

本当にちょっとびっくりしておるようなわけでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 はい、手を挙げて。林議員。 

○11番（林 博文君） 

 教育長はどう思われておりますか、この件について。現在の。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 
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 私は、過去の経緯については十分には把握をしておりませんでしたが、やはりこういう流

れでいくと、当分まだ底を打ったような状態には出てこないなと思っております。 

 ただ、子供たちは減っても教育の内容にはいささかも変わることなく、むしろ個別にきめ

細かな指導ができるのではないかなと思っております。 

 県内で見ますと、若基小学校程度の学級数の学校はたくさんあるところでございますので、

規模だけではそのような危惧は余りしておりませんが、やはり子供たちが多くいるというこ

とは学校の活性化につながるので、何とか児童数がふえるようなことができないかというこ

とも考えていかなければと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 基山町長にしろ教育長にしろ、この現実が今後横ばいというような形と、また減っていく

状況も考えての学校運営を今後教育委員会のほうでもしていただきたいというふうに思うわ

けですが、要は、平成23年５月１日現在で各区からの生徒数を先ほど答弁していただきまし

たが、やはり基山小若基小とを比較すれば、特に９区については生徒数が143名と。極端に

少ないところでは６区とか12区とか。12区については34名ということで若基小の範囲内です

が、そういうふうな人員になっておるわけですが、24年４月からの両小学校の新入生徒の生

徒数はということで男女別に示してもらったわけですが、基山小が89名、若基小が39名とい

うことで、私たちの６区の新入生徒数は、丸林から本桜の桜町まで６区の地域があるわけで

すが、そこから若基小学校にことし入学する生徒は２人なんですよ。本当に前は70人もおっ

た、１学年ですね、そういうふうな時代もあったわけですが、そういうことから見ますと、

本当に地域の子どもクラブとかあるいはＰＴＡ関係、特に若基小学校の、私が質問いたして

おります影響はないかというような質問ですが、学校の運営上、問題点はないかということ

の質問のコのところですけれども、これについてはどう思われておるのかなということで、

学校運営には大きく影響するまでには至っておらないという答弁でありましたが、確かに若

基小学校と基山小学校の23年度、また、今までの学校関連の行事予定ですね、そういうのを

見ると、本当に若基小学校は大変多くて、いいことですけれども、交通教室とかあるいは授

業参観のＰＴＡの総会とか平和集会とか除草作業、運動会は両方あっておりますが、そうい

うふうな若基小のＰＴＡのバザー、日曜参観、こういうのが基山小学校には――日曜参観は
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あるわけですが、どうして基山小学校と若基小学校はこう行事が違うわけですか。その辺。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 行事予定に出ている数で見ますと、若基小学校は小まめに出したせいもあるかもわかりま

せんが、両小学校で大きく教育課程に関するような行事の数が違うということはないという

ふうに思っております。行事をやるためには授業時間を食って、カットしてやっていきます

ので、そこまで行事をたくさんやると授業時数にも影響が出てきますので、そういうことは

聞いておりませんので、ただしＰＴＡ活動などお手伝いを要するような、そういう活動の場

合には支援してくださる保護者の数が足りないということで、多少負担になられるという面

は、バザーなんかもそうでありますが、あるのかもわからないというふうな認識をしており

ます。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 要は、やはり生徒数が減ってくれば、それに対してのＰＴＡの役員の方がなかなか昼間勤

めてある関係もあって、ＰＴＡの役員になり手がないということで、毎年８月のお盆過ぎに

は小学校のグラウンドの草取り作業とか、若基小学校のＰＴＡのバザーとか、これは２月に

行われておりますが、そういうのによく不満を言われるＰＴＡもおられますが、その件につ

いては、特に運動会なんかも、それは自分の子供の運動会ぐらいはやはり見に行ったり手伝

いをしなくてはならないわけですが、そういうふうなのが苦になっておるというようなこと

も聞かれたことはありますか、教育長。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 そのことにつきましては、学校にそういうことで非常に困るというようなお話は直接は来

ていないというふうに伺っておりますが、もしそういう声があるのであれば、学校にも指導

して、きちんとそういう声を拾って何らかの対策を立てて、過度な負担にならないような取

り組みということも心がけていくべきだろうというふうに思っております。 
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○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 それから、先ほどＰＴＡの手伝いの中で、運動会が若基小と基山小は二、三年前までは同

じ日に、10月でしたか、あっておったわけですが、去年かおととしごろから若基小学校は、

特に運動会が去年は６月４日に行われたわけですが、前の年も６月であったんじゃないかと

いうふうに私も記憶しておりますが、これはどうして梅雨時期の６月４日に運動会。今まで

は基山小学校と若基小学校は全部10月にされておったようですが、こういうふうに変更にな

った理由は何かあるわけですか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 行事をなるべく分散させるということが１つと。それからもう１つ大きな理由として、熱

中症対策、練習と、本番もそうですが、その対策のために６月の実施をやったというふうに

私は聞いております。 

 しかし、今年度については、昨年度はいろいろ取り組みを検証して、やはり秋のほうがい

いだろうということで９月30日に今年度は、失礼しました、来年度ですね、来年度は実施す

るという計画になっております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 それでは、若基小学校の運動会は、基山小学校と同じような10月に、ことし24年度ですか、

そういうのは実施されるということでもう決まったわけですか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 そのとおりでございます。両方とも９月30日、日曜日でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 
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○11番（林 博文君） 

 はい、わかりました。 

 それでは、若基小の今後の学校運営についての町の教育委員会はどのように考えておるか

ということで、きのうも質問があっておりましたように、教育委員会はやはり小学校・中学

校の学校運営にももう少し首を突っ込んでいただいて、ひとつこの件については協議をして

いただいたらというふうに思うところでありますが、要は私が言っておる、次のスの、先ほ

どから空き部屋が15教室あると、その利用状況はということで、生活とか学習室用というこ

とでされておったわけですが、各学年の学習室がそれぞれ２部屋とか３部屋とか使ってあり

ますが、これは例えば２年１組とか２年２組とかの各クラス以外の学習室であるわけですか。

また、この３年生学習室の２部屋というのはどういうふうな学習の利用方法されておるわけ

ですか、ちょっとその点。これはクラスとは違うということでしょう。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 ホームルームといいますか、学級用に１つの教室が割り当てられておるわけですが、その

補助として、作業をしたりいろいろな簡単な体操とか、教室ではできないというか、教室は

机を寄せてしまわなければなりませんので、寄せなくても済むようなスペースをつくってお

ったり、そういうことで。 

 それから、きめ細かに指導するとき１クラスを２つにしたりと、そういうときにはそうい

うクラスを使うという、そういう使い方をしているのであると思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 要は、空き部屋があるからそういうふうにゆったりとした勉強活動の場がされるというこ

とも考えられるわけですが、もったいないからそういうのに利用されておるようにも見受け

られるところですが、じゃ基山小学校の場合は空き部屋がないということであれば、こうい

うふうな学級の今のホームルームみたいな学習室というのはされていないわけですか。若基

小学校は空き部屋があるからこういうふうな形で取り組まれておるわけですか。 

○議長（後藤信八君） 
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 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 おっしゃるとおりだと思います。当然なかったら生み出すわけにはいきませんので、例え

ば１つのスペースが基山小でもあれば、そこを全校で融通し合うというか、そういう使い方

をしていくと思いますが、若基小の場合は各フロアごとにたくさんあいておりますので、有

効活用という面で使っておるということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 本当に空き部屋があってそういうふうなゆったりとした学習の場が設けられるということ

は、よく言えばですね、生徒から見ればいいかもわかりませんが、教育長として、学校全体

に空き部屋が多いということは、やっぱり建物に対してその地域、広さに対して何か活力が

なくなったり、また、がらんとした学級運営に日ごろから思われるんじゃないかというふう

に思うわけですが、その点とかは教育委員会のほうでも協議されたことはありますか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 空き部屋の有効活用でありますとか、それとか今おっしゃったような活気がないというよ

うな状況についての教育委員会内部での協議というのは、特にしたことはございません。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 町長にちょっとお聞きしたいんですが、こういうふうな状況で、大変若基小については児

童数が減って、ことしは39名の入学ということで、若基小の２クラス。１クラスが19名なん

ですよね。これについてはやっぱり経費の面もかさむわけですが、私たちの小学校時代には

１クラス50名から五十五、六名、１学年約200名から230名ぐらいの時代があったわけですが、

４クラスでしたので、それから見ますと19名の１クラスというのは今回初めてじゃないかと

いうふうに思うわけですが、この経費についてとか、そういうことは、１クラスでいいんじ

ゃないかというふうにも思いますが、その点どう思われておりますか。 
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○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 経費がかさむからというような考え方は今までしたことはございません。むしろ感覚とし

ては少人数学級、ずっと言われてきておりましたから、それがある程度できるというような、

そういうプラス面は私も感じております。 

 しかし、いろいろもったいないとか、あるいは活気がというような話も今出ておりますけ

れども、もう少し人口を減らさないようにと、子供がふえるようにというような、そういう

ことをもやらなきゃいかんかなというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 １つ、少子化対策というのは、小森町長の本当に人口増ということで、マニフェスト、い

つもあいさつの中でも言われておりますので、何とかこの件については人口がふえるように、

要は問題は、活気があるような学校に戻るようにというのを思っておるわけですが、基山町

も高齢化が進んで、先ほどのセのところですが、空き部屋がこういうふうに開放されて文化

教室とか健康教室とか、高齢者への憩いの場の利用ができないかというふうなことについて

は、空き教室については御指摘のとおり地域での有効利用について検討していかなければな

らないというふうに思ってあるということの答弁でしたが、教育委員会として空き部屋につ

いては、いつごろまでにこういうふうな有効利用を考えてあるのか、また、どのような利用

方法が考えられるのか。今の考えでようございますので、もしよければ教育長、空き部屋に

ついての開放、高齢者への憩いの場の利用、そういうのを含めたところで答弁のほうお願い

したいと思いますが。場合によっては町長、図書館でもという考えもあるんじゃないかとい

うふうに思うわけですが、どうぞ教育長のほうから。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 いつごろまでかということにつきましては、期限は申し上げることができませんが、教育

委員会内部で協議をして、どういうことができるのかということは考えていきたいと思って
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おります。 

 それから、どういうことに使えるかということにつきましては、私も老人の方が憩えるよ

うな施設でありますとか、それから学習をするような施設でありますとか、そういうことは

簡単に思いついたりはしますが、そのことも協議の中であわせて考えていきたいと思ってお

ります。 

○議長（後藤信八君） 

 町長。 

○町長（小森純一君） 

 私、感じておりますのは、やはりあそこのけやき台にしても４区ございまして、そしてそ

こに公民館といいますか集会所がありまして、そこはかなり、私も出前講座にお昼行ったり

しまして、活用されておるなということ。だから各区でどうというような使用方法はどうな

のかなと。この辺はやっぱり地元の方の意向もお聞きしなければいかんと思いますし、さっ

き図書館というのがちょっと出ましたけれども、ちょっと図書館は無理かなというような感

じがいたしております。使途によっては開放してもらうように考えていかなきゃいかんとい

うことです。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 若基小学校にしては、周りが高齢化、けやき台の人、また12区の三井ニュータウンなんか

も近くていい場所のところにありますので、空き教室についてのひとつ有効利用については

今後早急にもう検討していただきたいというふうに思うところです。 

 それから、若基小学校はこれだけことしの入学数も39名、１クラスがやっぱり19名という

ことでありますが、本当は１クラスでもいいんじゃないかというふうに思うところですが、

校区の見直しはやっぱり考えていないわけですか。先ほどから、区ごとに言いますと９区の

場合は143名ということで、確かに若い年齢層がアパートとかマンションとか世帯数も多い

ということで、基山小学校のほうは多いわけですが、例えば若基小学校のほうの３区を若基

小学校のほうにとか、あるいは９区で、10区ですか、神ノ浦、本桜は来ておりますので、そ

ういうようなところの考えはないわけですか。 

○議長（後藤信八君） 
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 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 最初、39人で１クラスは無理じゃないかということについてお答えをいたしますが、小学

校１年生の学級編制の基準が35名になっておりますので、35名を上回るということができま

せんので、36名いたらもう２クラスに持っていかなければならない、これは法律の中で決ま

っておりますので、そういう運用をしていきます。 

 それから、校区の見直しにつきましては、若基小学校の１クラスの定員が１学級になって、

著しく落ちてきて、20人を下ってくるような状況が数年続くということであれば、校区の見

直しについても考えていかなければならないのであろうと思っておりますが、早晩そういう

ことになることはまだ予測はしておりませんので、現状のままで運営をしていきたいと思っ

ております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 両小学校についての今後の運営なりそういうのについては、基山町の教育委員会のほうで

しっかり協議をしていただいて、ＰＴＡのほうなり年間行事、それぞれに支障がないように

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 時間の関係で次の農業行政について質問させていただきますが、平成23年度から本格実施

されている農業者戸別所得補償制度、確かにいい目玉商品で、各個人の通帳にそれぞれ販売、

また面積に応じて支払われておるわけですが、これについては本当に複雑な制度であります。

民主党が「コンクリートから人へ」ということで、各個人に振り込みがなされる制度であり

ますが、要は、特に23年度からの本格実施に向けて、町なり農協が指導なりそれぞれ交付金

の対象で苦労されておるということには感謝を申すわけですが、確かにずっと小さい項目が

あるわけですけれども、この農業者所得補償制度の交付の対象者の条件、また対象の作物、

交付対象の面積がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 交付対象の面積ということですか。（「はい」と呼ぶ者あり）ちょっと認識があっており
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ません。申しわけありません。 

○11番（林 博文君） 

 したら、交付対象者の状況。（「済みません、もう少し大きくいいですか。聞こえません

ので」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 大きな声でお願いします。松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 面積、対象についてはちょっと今認識しておりません。申しわけありません。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 これは３つほど今質問しましたが、要は交付対象者はやっぱり生産数量面積の範囲内で主

食用米の生産を行った販売農家ですね。集落営農のうち共済加入者の分に対しての販売実績

によって支払われるということです。 

 それと、基山町はこの所得補償のお金をもらうためには集落営農で加入することが一定の

条件となっておるわけですが、基山町には集落営農が長野共乾、基山共乾、園部共乾とある

わけですが、集落営農に入っておられない家庭ですね、戸数、それはわかりますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、御質問されているのは、集落営農組織に加入されていないという戸数でございますけ

れども、今のところ63戸が加入されておりません。しかしながら、米の作付農家の交付申請

につきましては、63戸中27戸が申請をされている状況でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 集落営農ではこれに入っておかないとメリットがないわけですが、要はやっぱりその点、

わかってあると思いますが、農家１戸当たりの所得を多くするためには、面積が集落営農に

かたっておれば、そちらのほうで保有米とかそういうのを引くから、縁故米とかですね、個
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人からは引かれないということで、一律10アール当たりを引いたところの面積であと支払わ

れるわけですが、定額の支払い分と変動米の支払い金の額がわかれば教えていただきたいと

思いますが、わかりますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 平成23年度におきましては、ここに町長答弁にありますように、変動額についてはないと

いうことで、昨年につきましては１万5,100円の変動の交付があるというふうに認識してお

ります。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 平成24年１月27日の新聞にも出ておったわけですが、私がここで質問をしております分に

ついて、エのところの「平成23年度生産コメ交付金、所得補償の『変動分』が見送られると

いう報道がなされておる」というようなことですが、22年度は先ほど、いわゆる定額の分が

１反当たり１万5,000円と、変動分が１万5,100円、合計の３万1,000円が１戸当たりに、10

アール当たり払われておるわけですが、23年度分は払われないということで、東日本大震災

の影響で米価が高目に推移したということであります。こういうことから払わないというこ

とが決まったようでございます。 

 そういうようなことから、やっぱり今回の定例会の中でも鳥飼議員と品川議員が戸別所得

補償方式に対しての意見書の案を出していただいておりますが、この制度がなかなかわかり

にくくて、先ほどからずっと説明して、農家の方も１年じゅう、少しずつの米の価格とかあ

るいは交付金なんかが通帳に入っておるわけですが、そういうことで本当にわかりづらいと、

前に戻してくれというような案も出ておるわけですが、戸別所得補償方式で基山町のことし

の減反関係の24年がわかれば教えていただきたいと思いますが、例えば基山町全体が本当に

今までは３年に１回か自分の田んぼがつくられない。特に長野地区については41％はこんな

転作面積が基山でも一番多いようですが、そういうふうに米をつくらないというような面積

が24年度出されておるわけですが、基山町全体の24年度の転作目標面積がわかりますか。 

○議長（後藤信八君） 
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 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 平成24年度の生産目標は昨年度より10トン少ない767トン、転作率につきましては39.45％

になっております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 ことしもまたそういうふうなことで減反がふえて、本当に農家の方は、今までは３年に１

回は自分の田んぼの全部がつくれないというようなことの現象でしたが、それをまた超えて、

そのかわり大豆とか麦がつくられているということでありますが、大豆の共同の機械利用、

そういうのも町から補助していただいて四、五年前は買われております。そういうようなこ

とから見ると、また農業行政についても町の取り組みもしっかり頑張っていただきたいとい

うふうに思うところです。 

 残り少ない時間ですので、最後の大きい２番の農地・水・環境保全向上活動の事業につい

てでありますが、この問題は、今、集落で高齢化や混住化が基山町も進んでおるわけですが、

農地や農業用水などの資源を守る地域のまとまりとしてこの事業が始まっておるわけですが、

今までウのところでは17組織が取り組んでおられたということで、あと５年間、ことしから

また継続されるということですが、この17組織の方がまた24年度も引き続きされる予定です

か。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 平成23年につきましては17組織ありましたけれども、今のところの予定としましては、平

成24年度は５組織ということであっております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 何でそんなに少なくなったのかということは、私もこの組織にも幾らか入っておりますが、

今まで23年度までは共同活動が17組織で、向上活動が１組織、計18組織が加入されて、５年
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間で330万円もらわれておったわけですが、これについて５しか24年度からしないというの

は何か理由があるわけですか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 昨年、各組織から聞き取り調査を行いました結果、やっぱりいろいろな意見がありました

けれども、一番多かったのがやはり事務処理の細部に当たっての煩雑な、処理的に難しいと

いうことと、役員の確保が困難ということをお聞きしております。何しろ農地・水につきま

しては、処理関係について全部県のほうに提出しますけれども、書類だけの審査ということ

でかなり複雑な処理になっているかというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 この制度については、先ほども言いましたように、確かに地域の消費者の方、非農家の方

と地域ぐるみで環境なり保全を行っていく、ため池とか河川とかそういうのを共同活動とか

営農支援の活動というような形で、お金が10アール当たり、また畑についても来ておると、

その地域の面積に対してですね。そういうことであるから、せっかく５年間も継続されたと

いうことでありますので、町はなぜ、事務的な手伝いもするから継続してくれというような

ことで推進をされなかったのですか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、議員おっしゃいますように、町としても各書類の指導とかは当然してきております。

しかしながら、やはり各組織の方が作成するというのが基本でございますので、そこのフォ

ローについては当然町のほうもお手伝いするということはしたいというふうに考えておりま

す。 

 しかしながら、先ほど申しますようにかなり書類的に各事業の報告とか年内の計画とか、

非常に複雑と先ほど申しましたけれども、そういう処理がなっておりますので、各地区であ

る程度処理的に認識のある方がつくってもらえればできるかなというふうに思っております。
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最終的には、町のほうも当然それについて御協力はしたいというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 あと残り時間が１分ですが、この農地・水・環境保全向上活動については、基山町も第４

次総合計画の中で「自然と触れ合い歴史を感じるのどかな田園都市づくり」というようなこ

とで、自然を守ることをうたってあるわけですが、それがまさに農地・水・環境の保全事業

につながると思いますので、よければ、せっかく５年間も政府のほうが補助を出して推進を

していくということで、地域をよくすると、環境をよくするということでありますので、町

のほうも推進のほうよろしくお願いしたいというふうに思っておるところです。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で林博文議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩します。 

～午前10時41分 休憩～ 

～午前10時50分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、松石信男議員の一般質問を行います。松石信男議員。 

○12番（松石信男君）（登壇） 

 日本共産党基山町議団の松石信男でございます。私は、町民こそが町政の主人公との立場

に立ちまして、２項目について町長並びに担当課長にお伺いをいたします。 

 まず、最初に小森純一町長、第３期目の町長御当選、まことにおめでとうございます。 

 私は、町民こそが町政の主人公との立場に立った町政のかじ取りを求める者であります。

今回の町長選挙に当たって小森町長は、「開花、結実へ」と題するリーフレットを配布され

ました。その中に、３期目に当たってまちづくりの事業を開花、結実させるとした５大プラ

ンと、各プラン別に４つの施策が掲げてあります。この５大プランについて町民の中からは、

小森町長が一体何をするかはっきりしないという声があります。そこで、私は町長の政治姿

勢や具体的な政策について、私の提案も含め町長の見解を求めるものであります。 

 まず１つ目に、小森町長はリーフレットの中で「自然と活力・財政力を活かした」、こん
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なまちづくりがしたいと基本的な目標を掲げてありますが、これは具体的に言うとどういう

ことなのか、町長の答弁をお願いいたします。 

 ２つ目に、基山町のまちづくりで最大の課題とは何なのか、説明をお願いします。 

 ３つ目に、間もなく３・11がやってまいります。東日本大震災、そしてあの原発の悲惨な

事故を受けまして、現在なおまだ２万人の方が死亡もしくは行方不明、これは戦後一番の日

本にとっての大災害であります。 

 これを受けまして、災害のないまちづくり、今これが各自治体で求められていると思いま

す。どのような防災対策を考えておられるのか御答弁をお願い申し上げます。 

 ４つ目に町長のリーフレットの「元気活力のまちを目指す施策」の中で、農業振興と基山

駅前活性化など、地域経済の活性化についてはどのようにお考えなのか、答弁を求めます。 

 ５つ目に、福祉や教育、子育て支援は充実・継続させると言われております。 

 そこでお聞きをいたします。学童保育の対象年齢は６年生まで引き上げられるのでしょう

か。教育施策がないと思います。どのようなことを考えておられるのか説明をお願いします。 

 また、高齢化、福祉の充実として具体的な施策が見当たりません。どのように考えておら

れるのかお聞きをいたします。 

 ６つ目に、基山町の人口減少について心配だという町民の声がある中で、今後の人口増対

策については、どのような対策をとられるのか御答弁を求めます。 

 ７つ目に、核兵器のない平和な世界、そして安らぎと希望に満ちた平和な日々を送ること

は町民の願いではないでしょうか。この非核・平和な町づくりについて、町長の考えをお聞

かせください。 

 ８つ目に、平成２年度から22年間も続く総合公園事業について、町民の中からは「全く不

要」「隣の多目的グラウンドが公園化しているのにさらに必要か」「町の借金を上乗せする

つもりか」などの声があります。事業見直しや中止の考えはないのか御答弁をお聞きいたし

ます。 

 質問の第２は、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の問題点と暮らしへの影響についてお尋

ねをいたします。 

 皆さん御存じのように、野田首相は昨年11月、ハワイで開催されましたＡＰＥＣやオバマ

大統領との会談で、ＴＰＰ参加に向けて関係国との協議に入ると表明をいたしました。また

その後、ことし２月７日、ＴＰＰ参加に向けたアメリカとの第１回目の事前協議の中で、ア
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メリカ政府が「日本は全品目を自由化交渉のテーブルに載せる用意がなければＴＰＰに参加

させない」と述べたことに対し、日本側は「米を含む全品目を自由化交渉の対象にすると表

明した」との報道がなされたことは皆さん御存じのとおりであります。 

 このＴＰＰ参加をめぐっては、東日本大震災の被災地を初め、各地の自治体、農業団体、

医療団体、消費者団体、建設業界、労働界から強い反対の運動が広がっております。昨年11

月中旬現在では、全国44都道府県議会がＴＰＰ参加に対し、「参加すべきでない」や「慎重

に検討すべき」との意見書を採択、市町村議会では1,425件の意見書が採択され、そのうち

「参加すべきでない」が約８割になっています。また、全国町村会、934町村ありますが、

では３度にわたって反対決議を上げています。そして、後藤議長も参加された全国町村議会

議長会も昨年の全国大会で反対の特別決議を満場一致で採択をしています。ちなみに、我が

基山町町議会でも、平成22年12月議会と昨年の12月議会の２回にわたって意見書を採択いた

しました。 

 このように国民の多くが不安を抱き、日本経済と日本社会に大きな打撃を与えると言われ

ておりますＴＰＰ、その問題点や暮らしへの影響について御見解をお聞きいたします。 

 まず１つ目に、農業（米）、食料、食の安全についてはどのような影響が出てくるのか。 

 ２つ目に医療（公的医療保険制度）にはどういう影響が出てくるのか。 

 ３つ目に、公共事業の入札についてはどういう影響が出てくるのか。 

 ４つ目に金融・保険に関してはどういう影響が出てくるのか。 

 以上、町長の御見解を求めまして、私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、松石信男議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１項目めのどういう基山町を目指すのかということでございます。 

 (1)「自然と活力・財政力を活かした町づくり」とは具体的に何を言うかというお尋ねで

ございますが、これは自然はまさに字のごとく、山とか田畑の緑、いわゆる自然環境という

ことでございます。 

 それと、活力とはということでございますが、活力は一つには商工業、あるいは経済的な

にぎわいという意味もございますが、やはり住民の皆様一人一人が生き生きとした生活がで
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きる、パワーが宿った生活ができるというような、そういう町がやはり理想だということで

ございます。そうした上で、町の財政力をしっかりと健全財政を確保しながらまちづくりを

やっていくと、そういう３つがバランスのとれたまちづくりと、それを目指したいというこ

とでございます。 

 それから、２番目のまちづくりの最大の課題とは何かということでございますが、常々私

が思っておりますのは、やはりしっかりした財政、これをどう確保していくかということ。

それから協働といいますか、町民の皆さんが本当に一体感を持ってまちを考えていただくと

いうこと、この２つが担保できれば、町としてこれから予測されるであろう難しい問題もご

ざいますが、その難局を乗り切り、ある程度の安定感、あるいは納得といいますか幸福感を

感じることができるということかと思います。 

 しかし今となっては、本当にそれをやるために現在の課題としては少子化、高齢化、人口

減少、これをどう乗り切るかということが当面の課題だというふうには思っております。 

 それから、３番目に災害のないまちづくりについてでございますけれども、安心・安全、

そして災害のないまちづくりは行政としてまずは考えるべきことだと、優先させることだと

いうふうに思っております。 

 基山町は比較的災害が少ないと考えられますが、最近は本当に何が起こるかわかりません

ので、その備えと、そして避難の訓練等はぜひ行っていかなければと思っております。 

 ４番目に農業振興、基山町駅前活性化についてということでございます。 

 農業経営継続のため必要な担い手確保においては、高齢化が進んでおり、農業経営者の平

均年齢も上がっていると推測され、引き続き担い手確保が必要と考えております。また、経

営安定のため必要な農業所得については、現時点では本町の主要作物は米・麦・大豆であり、

今後も経営安定化のため戸別所得補償等の政策の継続等が必要であると考えております。 

 駅前活性化については、実際の事業、その主体は民間でということになりましょうが、町

としてもこれを大事な位置づけとして環境整備とかのバックアップは当然していきたいとい

うふうに思っております。 

 ５番目の福祉、教育、子育て支援の充実継続についてでございます。 

 アの学童保育の６年生までの拡大についてということですが、先日の答弁の中でも申しま

したように、今、４年までのを今度は６年生までは拡大していきたい、そういうことで今調

査検討をやっておるということです。 
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 イの教育政策についてでございますが、これは教育委員会との緊密な連携をとって教育は

十分考えていかなければいかんというふうに思っております。 

 ウの高齢者対策についてでございます。我が国の高齢化は依然として急速に進んでおると

いうことです。総人口１億2,806万人のうち65歳以上の高齢者人口は過去最高の2,958万人と。

これは前年は2,901万人でございました。総人口に占める割合は、高齢化率も23.1％、前年

は22.7％でございますし、進んでおるということでございます。 

 本町においても、平成23年10月１日時点の高齢化率は21.6％、前年は21.2％でございまし

たが、全国水準よりは低いものの、住民の５人に１人以上が高齢者という状況になっており

ます。 

 こうした状況の中、国では高齢者が地域で自立した生活を営めるように、医療、介護、予

防、住まい、生活支援サービスの切れ目のない提供の実現に向けた取り組みを進めておると

ころでございます。本町でも高齢者の状況やニーズの変化を踏まえつつ、高齢者施策の方向

性を示す計画として、ただいま基山町老人福祉計画を策定し、高齢者対策に対処していくつ

もりでございます。 

 それから、６番目の人口増対策についてでございますが、これは何度も申し上げておりま

すように、やはり差が実感できる住みやすいまちの整備とともに、住宅対策も進めていかな

ければいけないと思います。 

 ７番目の非核・平和な町づくりについてでございます。当然平和なまちを望むわけでござ

います。そこで、まずは、核兵器だけはやっぱり許すべきではないというふうに考えており

ます。 

 ８番目の総合公園事業についてでございます。一連の整備として水辺の公園といいますか、

ただいま進めておる公園は、年次計画どおりに事業を進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 ２項目めのＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の問題点・暮らしへの影響ということで、

(1)ＴＰＰとは一体何なのかと、説明を求めるということでございますけれども、その中で、

アとしまして、農業（米等）、食料と食の安全についての影響はというお尋ねです。 

 輸入関税を撤廃することで低価格の外国産の農林水産物の輸入がふえ、国内の生産者への

影響があるというふうに思われます。 

 イの医療（公的医療保険制度）への影響はということで、日本の公的医療保険制度は世界
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に誇れる国民皆保険制度と言われております。政府も現在の保険制度を変えるという考えは

ないと表明されております。 

 それから、ウの公共事業の入札に関する影響はということです。入札に関すること、これ

はちょっと不明でもございますが、もしＴＰＰ加入ということになればやはり影響は少なく

ないものと考えます。 

 エの金融・保険に対する影響はということです。保険に関しましては、農業共済、かんぽ

保険などの制度共済、自主共済問題が、そして金融に関しては郵便事業会社の問題が議論に

上がっているようでございます。具体的にどのような影響があるかは協定がはっきりしない

とわかりませんけれども、やはり大きな影響があろうかというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ちょっと時間の関係でＴＰＰからいきます。 

 １つ目の農業、食料、食の安全についてでございます。 

 関税が、今の答弁でも非常に影響があるということでございました。それで関税がゼロに

なった場合の影響について、農林水産省の試算では、農産物の生産減少額が４兆5,000億円、

ＧＤＰの減少額は８兆4,000億円、就業機会の減少は350万人程度で、そして食料自給率が現

在の39％から13％に低下をすると発表をいたしております。町長御存じだと思います。 

 そこでお聞きをいたします。佐賀県における農産物の影響額、これは幾らになると推定さ

れていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 佐賀県の農業生産額については、500億円程度の減少かというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 今言われたとおり500億円程度と。莫大な影響があるわけです。それで米・麦に至っては
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90％以上がなくなると、佐賀県の農業で。農業県である佐賀県が、と言われております。 

 次に、農業を大規模化することによって国際競争力のある農業が育つという意見がありま

す。政府もその方針で今動いています。 

 そこでお聞きをいたしますが、基山町の農業の主な経営は３つの集落営農と認定農業者で

あろうと思いますが、３つの集落営農別の農地の集積面積と認定農業者１戸当たりの耕作面

積について御説明ください。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、議員御質問のとおり３組織の集落営農があるかというふうに思います。 

 まず、園部営農組合が70.92ヘクタールでございます。基山地区営農組合、これにつきま

して112.42ヘクタール。長野小倉地区営農組合が40.09ヘクタール。 

 それと、認定農業者の件でございますけれども、認定農業者につきましては、基山町につ

きましては14名、１人平均約2.32ヘクタールの耕作をされております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 今、説明があったとおりでございますが、それでですね、ＴＰＰの交渉国でありますオー

ストラリアの農家１戸当たりの平均面積、これは3,024ヘクタール。アメリカが198ヘクター

ルなのに対して日本は1.9ヘクタールと言われています。先ほど基山町ではそれだけの面積

ですが、ですから日本を１とすれば、オーストラリアは1,591倍、アメリカは104倍になりま

す。仮に農地の規模を拡大したとしても、そして先ほど基山町で一番多いところで基山の共

乾といいますか、112.4ヘクタールですね、営農組織と言われました。これはとても、農業

は太刀打ちできますか。農業、勝負になっているんですか、そういうことをやって。御見解、

町長。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 
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 その前に、まずＴＰＰの問題、非常に大きな問題でございまして、この場で私がいろいろ

言うのがどうなのかなという、その辺の気もするわけでございますけれども、私は私なりの

思いで言わせていただきます。 

 農業につきましては、本当に今おっしゃるように全然ベースが違います。国、それからこ

の日本にしたって一地方というようないろいろな事情があるわけです。これは国土がもちろ

んそうでしょうし、歴史的なものもいろいろ事情があるわけでございますから、それを本当

に同じ土俵で競争していこうということ自体がやっぱり私は無理だと。やっぱりそこ、そこ

に合った農業なりなんなり、ほかの問題にしてもやっぱりそれは考えていなきゃいかん問題

かなというふうには思います。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 今言ったとおりですね、とても太刀打ちできないと、規模を大規模化すればいいという問

題でもないと。これで一番耕地面積が多いのが北海道ですね、おわかりのとおり。ＪＡの北

海道中央会も反対をしています。北海道では農家１戸当たりの平均耕作面積は22ヘクタール

だそうです。これを見ましても、基山全部が仮にやったとしてもとても無理だと。日本の基

山町のヒノヒカリを食べられんごつになると、はっきりしているんじゃないかと思います。 

 次に、２つ目の公的医療制度に関する影響についてお伺いいたします。 

 アメリカ通商代表部の2011年度外国貿易障壁報告書によりますと、日本が牛肉や米、郵政、

共済、医療、血液製剤など約50項目の物品やサービスを過度の規制によって貿易障壁を設け

ていると主張して、規制緩和などの市場開放を迫っています。医療の面では、厳格な規制に

よって外国事業者を排除しているというふうに批判をしています。そして、この医療制度を

外国企業に開放するように要求をしています。 

 そうしますと、今１枚の保険証さえあればいつでもどこでも平等に医療が受けられるこの

国民健康保険、いわゆる皆保険制度、これが崩され、国民の命と健康に大きくかかわって重

大な問題を発生してくるというふうに思いますけれども、これ、町長どうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 
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 私も本当に詳しいことは存じません、正直なところ。しかし、ちらちらと漏れ聞くところ

によりますと、今おっしゃいましたような医療制度・保険制度、このあたりがやっぱり壊さ

れていくと、もう先、立ち行かなくなるという要求が来るのも予想は薄々されると私もして

おります。だからそれはやっぱり十分そういう面においても注意を払っていかなければいか

んということだと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 この件の最後ですけれども、ＴＰＰ参加、今政府がやろうとして進めておりますが、これ

について、ＴＰＰについてまだわからないと言いながらもいろいろ問題があるという見解を

示されましたけれども、ＴＰＰ参加に対して町長はどのように思われるのか、御見解をお聞

きいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 先ほども申しますように非常に難しいようなところもございます。まず、ちょっとよろし

いでしょうかね。私も最初にＴＰＰを聞いたときに「何だ」ということでございました。本

当に極端な、開国か鎖国かというような、そういう議論も確かにどこかでございました。そ

れから自由貿易とか競争とか、そういうことからすると、やっぱり日本も当然閉鎖的じゃな

くて、開放して、競争してやらなければいかんという気持ちが先に立ったことは間違いござ

いません。しかしその後、いろいろな新聞を見たり本も読んでみたりしましたけれども、ち

ょっと待てよと、それでいいのかなという感じが私もだんだん強まっております。といいま

すのが、そもそも最初は４カ国かなんかの４品かなんかでというような言い方をしてありま

すけれども、そういうところでブルネイとかなんとか、あの辺で話し合ってやっていたこと

を、今度アメリカが乗り込んで、そしてオーストラリアが乗り込んでと、これは何か大国の

思うところじゃないかなというような気が正直なところを申し上げますと、私もそう思って

おります。ＥＰＡとかＦＴＡとかいろいろあるわけですから、そこでもなかなかうまく進ま

ないというところにこんなＴＰＰみたいな大きなものを網かぶせて、それが本当にいいのか

なというようなことは私は感じております。 
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 それと、日本にとって本当にそれがどうかなというようなことを今二つ、三つおっしゃい

ましたけれども、個別的に考えてもやっぱりその辺は非常に疑問だなというふうに考えてお

ります。 

 それぞれ国のエゴというのはございます。日本が言っているのも１つのエゴかもわかりま

せんけれども、大国は大国のエゴ、それから中国の領土問題もエゴだというような、その辺

のやっぱりせめぎ合いというのもあろうかと思いますので、ここはしっかり日本も考えて、

本当に柔軟に対応していかなきゃいかん部分もありますけれども、毅然としたところは毅然

としたところで意思表示をしていかなければいけないというふうに思って、今のところ結論

としましてはＴＰＰに私はちょっと懐疑的でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それでは、町長の町政に対する姿勢、どういう基山町を目指すのかということでお伺いを

いたします。 

 私が一番最初に聞いたのは、同僚議員から「スローガンばかり」というふうなことも言わ

れました。それで「自然と活力・財政力を生かしたまちづくり」、わかったようでわからな

いということでお聞きをしたところです。 

 それで「自然と活力」、自然や町民パワーを生かすというまちづくり、これは私もわかり

ます。ただ、「商工業、経済のにぎわいを生かしたまちづくり」、これはどういうことか、

よくわかりませんが、いずれにしても時間の関係で、町民の方からこういう声があります。

「基山駅周辺の活性化。原田・鳥栖駅周辺はここ最近、活性化に力を入れている」「快速の

とまる駅として、寂れていく基山駅周辺が悲しく見える」「モール内のシャッターの閉まり

ぐあい、言葉が出なくなります」という声があります。 

 この商店街のにぎわいを取り戻し、そして地域経済を活性化していくと、これは非常に難

しい問題であります。しかし、これについては本当に調査研究しながら、やはり打てる部分

の対策は打っていくと。町長の姿勢を見て批判するわけじゃないですけれども、どうも商工

会任せという姿勢があるんじゃないかと。町として政策はやはりきちんと打ち出すと、これ

は私は大変大切だというふうに考えをしております。いろいろ今でもやられておるわけです

が、さらなる努力を求めたいというふうに思います。 
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 答弁は、時間の関係で要りません。 

 それで、「財政力を活かした町づくり」という言葉、ちょっと私ひっかかっております。

そのことについてお伺いをいたします。 

 町長は所信表明の中で「２期８年間は健全財政確保のため行財政改革をやってきた」と述

べられています。８年間はそれが目的だったと。また、新聞のインタビューではですね、

「健全財政を崩さずにやってくることができた。８年前は約72億円だった起債残高も約67億

円に減少。基金も枯渇せずに済んだ」と答えられています。これは私はいいことだというふ

うに思います、それはそれとして。確かに起債残高は減少し、基金残高は８年前とほとんど

変わっておりません。ただ、基金の中で財政調整基金だけが２億800万円から３億6,200万円

に、1.7倍にふえています。これらの結果が町長の言う財政力を活かしたまちづくりという

ふうにとらえていいのかどうかですね、御見解を求めます。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 確かに８年間、本当にやっぱり財政ということが頭から離れずにそれを一生懸命確保する

ためにやってきたということは、そのとおりでございます。だから何もやらなかったなとい

うようなおしかりも受けるわけでございますけれども、基山小学校にしましても24億円ぐら

いかかっております。給食も統合化しましたし、そういうことでございます。それから身近

なところ、エレベーターとかなんとか、いろいろそういうことは私はやってきたと思います。 

 それから、これはもう共同の事業でございますけれども、宝満環境センターもきのうあり

ましたように、かなりの負担にこれからなってくるということです。たしか24年、25年ぐら

いが起債返還のピークになってくるというシミュレーションができております。そういうこ

とからしまして、やっぱり財政、しっかり守っていかなきゃいかんということと、それから

今までも、既に私の前もやっぱりその辺のはしっかり考えていただいて、よそからもある程

度基山財政はいいのかなというような、そういう見方もあります。 

 したがいまして、私が申し上げているのは、そういうことを崩さずに、そういうことをベ

ースに、もっといろいろなこともやらなければいかんけれども、そんなのをつくるばかりじ

ゃなくて本当に幸せなまちづくりをして、そっちのほうを心がけていきたいというような、

本音のところは私そうでございます。 
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 まだまだ足りない部分、もちろん図書館でもございましょうし、いろいろなところの改修

もございましょうけれども、そういうことももちろんやらなきゃいかんけれども、そういう

ことだけじゃなくて、しっかりとバランス、今はこれまでしっかりした財政力、これを生か

しながら違う方向といいますか、もう一歩先のまちづくりを考えていきたいということでご

ざいます。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 今の答弁は昨日も何回も言われておりますが、それで町長は所信表明の中で言われました

けれども、これからも健全財政こそが行政の最大の責務としまして、健全財政の維持を第１

に掲げてあります。私も先ほど言いましたように、健全財政はそれは否定するものでもない

し、当然だと思います。しかしですね、行政の最大の責務としては、私が言うまでもないと

思いますけれども、地方自治法の第１条の２に言う地方公共団体は住民の福祉の増進を図る

ことを基本にしてとされておりますように、町民の暮らしや福祉を守ることが第１番に考え

ることではないでしょうか。どうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私もそう考えております。しかし、そのために福祉、すなわち行政、住民サービスという

こと、これはしっかりやっていかなきゃいかんと。しかし、そのために財政ががたがたじゃ、

これまたさっき継続は難しいということですので、その辺をしっかり見つめながら福祉もや

っていきたい。物をつくるだけじゃなくて福祉、教育、子育てと、こういうことはしっかり

取り組んでいかなきゃいかん。それがやっぱり基山町らしいまちづくりになるんだと、よそ

とちょっと違うと感じられるようなまちづくりになるんじゃないかと、私はそこを目指した

いとは思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に、町長は、合併によるまちづくりも否定しないと、合併によって基山町をつくってい
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くんだと、それも否定しないという立場のようでございます。先ほど町長は、住民パワーを

生かしたまちづくりをやっていくんだというようなことも言われました。 

 今、基山町、もちろん議会も町民もですが、一体となって協働のまちづくりを進めていま

す。今これをやはり進めていくことが私は一番大事だというふうに思っています。 

 そこで、考え方としてお聞きをしたいんですけれども、小さくともできるまちづくりでは

なくて、小さいからこそできるまちづくりと、こういう視点が私は大事だと。合併せずに頑

張っておられます自治体、きらりと光る何とかと言っています。町長も１回か２回、参加さ

れたかと思いますが、そういう視点、小さいからこそできるまちづくりがあるんだと、こう

いう視点がまず合併より先にあると私は思いますが、町長の見解はどうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それで、まあ、私もこれは非常にあいまいな言い方だというおしかりを受けることもござ

います。「『否定はしない』なんていうのは何だ」と、「はっきりどっちか言えばいいじゃ

ないか」というような言われ方もされますけれども、決して私が今否定するとかなんとかと

いう話ではないということで、やっぱり合併というのも視野には入れなきゃいけないと。例

えば、いわゆる地域的な広域な考えも必要でしょうし、それから今おっしゃるような基山町

と１万8,000人のまちづくりというような、そういう視点もあろうかと思います。だからき

のうの答弁の中でもどこかで申し上げたと思いますけれども、やはりそういういろいろな立

場の視点で合併というものを考えていく必要があるんだということでございます。 

 それから産業に関係ある方、それから住民の方、このあたりの見解もまた見方も違うかも

わかりませんし、そういう意味で、合併を必ず絶対否定するとか、いや合併を進めるとかと

いうことは今の段階で私は申しておりません。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 私はそのことはそれとして、まちづくりの視点といいますか、協働のまちづくりの視点を

お尋ねしたわけです。この点で町長は、全国町村会が発行する「町村週報」ですかね、ちょ

っと忘れました、それにこういうことを述べられております。町長、自分で書かれて原稿を
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送られたわけでしょうから。私が言った、こういうふうな視点でいくということで理解して

いいですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 何を書いとったかなと思って、そういう視点でということもあいまいで「そうです」とも

言いかねるところもありますけれども、私の思いは一貫して、まず１万8,000人が気心通じ

て、顔がお互いわかって、そして協力し合ってまちを考えていく、協力し合ってつくってい

くと、そういうことがこれからの基山町のまちの大事なところ、特徴としたいということは

もう間違いございません。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に移ります。少子化・人口減少対策についてお伺いいたします。 

 基山町の今の最大の課題は、少子高齢化・人口減少に歯どめをかけることというふうに言

われております。私もそれは大事な課題だと思います。 

 それでですね、皆さん、新聞発表で御存じだと思いますけれども、厚労省の人口問題研究

所が日本の将来人口推計を発表いたしました。それによりますと、50年後には人口が8,674

万人に減少すると予測をしております。この少子化と人口減少は社会の活力を減退されると

いうふうに言われておりますが、ここで町長、お伺いいたしたいんですが、少子化はこれは

仕方ないのかどうか。町長の御見解。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 仕方ないと言えば非難ごうごう、おしかりを受けるかもわかりませんけれども、ある程度

はやっぱり全国的な流れでございますから、少子化・人口減少ということは国としても避け

られないところだと思います。 

 だけれども、基山町が果たしてそれでいいのかと。これだけ恵まれた地の利もあって、恵

まれた地盤もあって、それでいいのかというと決してそうじゃなくて、それは何らかの努力
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をしながら、人口減少ストップと定住人口増ということに結びつけなければいけないという

ふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それでですね、これもちょっと町長がどういうふうに述べられているかということで、先

ほど紹介しました「町村週報」に述べられておりますが、町長はこういうふうに書かれてい

ます。人口が減ってよいはずはないと、言いわけは許されないと、こういうふうに言われて

います。格好つけたのかどうか知りませんが、そういうことを言われております。 

 私は、少子化というのは宿命ではないと思うんですよ。現にふえている国もあるんですね。

宿命ち、避けがたいと、仕方がないんだと見たときに、日本地域の活力は減退していること

は間違いないです。 

 今、国民の人は子供は２人以上欲しいと。未婚者の方も今たくさんおられますけれども、

９割以上が結婚を望んでいると報道されています。家庭とか子供を持ちたいという、そうい

う希望がかなえられる政治に変えることこそが少子化を食いとめ、人口増になっていくと思

うわけですよ。町長もどうもちょっと矛盾したような言い方もさっき言われて、避けがたい

というような言い方もちょっとされて、いや、一方じゃいかんというふうな言い方をされて

いるというふうに思うわけです。町長は所信表明の中で、人口減少に歯どめをかけ定住人口

増のためには、魅力と特色のあるまちづくりと、福祉と教育や子育て支援などの継続、充実

させることであるというふうに述べてあります。 

 そこで、人口がふえている市町村ですね、全部見たわけではございません。幾つかですが

見てみますと、少子化を食いとめるための特色ある事業が行われています。特色のあるまち

づくりと。議会も視察も行って、そしてこういうことで人口ふえているよという報告もこの

議会の中でもされましたよね。 

 そこで私は提案したいと思います。役場職員によります「定住人口増提案書」、まさかお

蔵入りになっておるということではないでしょうから。この中にあります定住人口増対策室

の設置、これをやると、こういう提案も生かしながら、せっかく１年にわたってやったわけ

ですから、議論してつくったわけですから、これを生かしながら、私は以下４つのことを提

案したいと思います。 
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 まず１つは、子供の医療費助成を高校生まで段階的に引き上げる。 

 第２に、第３子以降に出産祝い金を支給する。 

 第３に、学校給食の無償化を目指す。 

 第４に、第３子以降の保育料を同時入所でなくても無料化する。 

 以上ですね、いろいろあると思いますが、私は「子育てするなら基山ばい」と、こういう

言われる特色ある基山町づくりをやるということを提案をしたいと思います。ぜひ町長の前

向きな検討を求めたいと思いますが、そこで１つだけお聞きをいたしますが、第３子以降の

保育料の無料化は現在どのようになっていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 基山町の保育料徴収に関する条例施行規則にいきますと、２人目以降が半額、３子以降は

徴収しないというふうになっております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 第３子以降は徴収しないとなっているということですが、間違いないですか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 ただいまの分は、同一世帯の中に同時に３人、保育園に入所されているという条件がつく

ようになります。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 今言われたように、同時入所が条件なんですよ。同時入所じゃなくて、１人小学校におる

といった場合２分の１ですよね。ですね。２分の１でしょう。ちょっと答えてください。 

○議長（後藤信八君） 

 内山こども課長。 
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○こども課長（内山十郎君） 

 ２人の場合も、同時に２人入所の場合は２分の１というふうになります。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 だからですね、そういうふうに今言われた、ちょっと私は理解しておりませんでしたが、

それで第３子目を同時入所でなくても、小学校に上がっていると、１人は。なくても無料化

すると。これは町長がその気になれば、その気になられると思いますが、私はすぐにでもで

きると、６月補正に出るだろうなというふうに思っておりますけれども、御検討をよろしく

お願いしたいと思います。 

 それで、次に災害のないまちづくりについてお伺いいたします。 

 先ほど言いましたように、本当に戦後未曽有の被害、２万人、これは本当に私たちの生き

方さえ変えた、物の見方さえ変えたと言われています。この東日本大震災とかやっぱり原発

事故から私は学ぶことが大切だと思います。それとは全く一致すると思います。 

 ですから、この間、補正予算に計上しながら、職員を何名でも派遣されましたよね。当然

その人たちの報告も受けられているし、その人たちの意見も十分に取り入れながら基山町の

次の防災計画、地域防災計画をつくっていくと、これをやっぱり生かさない防災計画は私は

だめではないかというふうに思っています。 

 一言だけ、ちょっと時間がないですけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 防災計画は実際、防災計画といいますかハザードマップとかなんとか、それから防災的な

会議をして規約、いろいろ規則は決めております。だからこれを本当に生かせるようなそう

いう体制を常に心がけておかなきゃいけないと。それからさっき言いましたように避難訓練

も必要だというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 
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 次に、福祉、教育、子育て支援の充実、継続についてお尋ねいたします。 

 学童保育の６年生までの拡大、これは昨日、重松議員も、２期目にあったじゃないかと、

２期目にあって３期目すべきじゃないのかという提案もされました。私も全くそのとおりで

あります。私もこの件で質問も６年生まで求めてきたわけですが、調査検討中ということで

あります。ぜひとも、これはきのう鳥飼議員からもちょっと言われましたけれども、いつま

で検討するんだと、来年かい、再来年かい、その次かいというふうな、図書館の件で言われ

たんですが、やはりいつごろ検討し、結論を出すのか。本当に先ほど言いました「町長は一

体何をするんだ」と、「明確ではない」と、「スローガンじゃないか」と言われている中で、

やはり町民の人たちの目に見える形での充実、支援というのを求められておりますが、その

辺、めど、どのようにお考えですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 学童保育は４年までやっていますから、１年延ばしたということ。あと５年、６年まで

云々ということは、これはもう新年度からにしかできないなと。区切りをつけるために、途

中からというのはちょっとどうかなというようなことで、それまでにはしっかり検討しなき

ゃいかんと。 

 調査というのは、実際どのくらいの申し込みがあるのかどうか、この辺も疑問でもありま

すし、それから１つには、ひまわり教室のほうがスペースがぎりぎり、定員近くになってき

ておるものですから、その辺の兼ね合いもあるわけで、これはやっぱり実際調査しなきゃい

かんと。費用とかなんかじゃございません。 

 そういう意味で、もう現に今検討させておりますので、これはそうなってくると条例を変

えなきゃいかんし、12月ぐらいにはもちろん募集しなきゃいかんし、そういうことで進めて

いこうという話し合いはしております、今。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 そうすると来年度ですね、来年度からは実施されるのかなと期待をしておきます。 

 次に、教育政策として、これが何回もしているように見当たりません。私は今まで一般質
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問で、大山議員も質問してきましたように小中学校の冷房化、これはやはり計画的に推進し

ていくということは提案したいというふうに思って、提案もしてきたところですが、町長、

これについてはどのように思われているのかですね。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 これもよく担当と話したりもします。それから私も何かあるときにはほかで聞いたりもし

ます。担当とは、私の考えですけれども、本当に必要なのかどうか、この辺はしっかり見き

わめなきゃいかんなというのが――それはあるにこしたことはないと思います、学力、いろ

いろなことも考えまして。だけれども本当に必要なのは６月、７月の夏休みまで、それから

９月の残暑というところで、本当に何カ月かそこらぐらいだというようなこと、それから、

これはどうかわかりませんけれども、もしかしたら家に冷房ない方も、空調ないところもあ

るかもわかりません、部屋にですね。だからそういうこともいろいろ考えながらやっていか

なきゃいけんなということは思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 繰り返すようになりますけれども、やはり私は最近のこの夏場の暑さといいますか、これ

は尋常ではないと。子供が教育に集中できる環境ではないと。だとするならば、政治の役割

というのは環境づくりですから、教育の中身に橋下市長のように言うのは、あれは間違って

います。それは教育委員会が決めることです。我々の議会とか執行部の責任としては勉強で

きる環境づくり、特に学力の低下でるる言われています。中学３年生なりからでもやると、

これは私も大事だというふうに思っています。 

 御存じのとおり、繰り返しますけれども、みやき町、上峰町、神埼市、鳥栖市、これはも

う設置していますよね。みやき町は今、26年度までですけれども。 

 基山は涼しくて向こうは暑いという認識ですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 
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 いえ、決してそういうことはございません。むしろ基山のほうが暑いかもわかりません。

今挙げられました鳥栖市さんはちょっと知りませんけれども、ほかの３町あたりとも、さっ

き言い忘れておったんですけれども、話す中では「特例債でな」というような話も聞きます。

それから「防衛の関係でな」というような話も私も聞いております。だからどうということ

じゃございませんけれども、すぐ、よそがやっているからと、今の流れだからということは

いかがかなと。その前に本当に実情といいますか、その辺をやっぱり検討しなければ、課と

も教育委員会とも話し合っていかなきゃいかんということをさっき申し上げたということで

ございます。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 鳥栖市は中学校やっていますよね。ちょっと調査して、研究してください。 

 次に移ります。 

 高齢化対策として老人福祉計画でというふうに言われました。しかし私は、小森町長が敬

老祝い金を削減されたようにですね、高齢者福祉に対しては後退もしくは停滞しているんじ

ゃないかなと。ちょっと言葉が適当じゃないかもしれませんけれども、冷たいのではないの

かなという感じも受けております。 

 そこで提案といいますか、私は、同僚議員からもこの議会で何回も要望を出されました、

そして基山町の循環バス検討委員会ですね、これ報告書をいただいております、の中でも提

案をされていますように、買い物難民や足の確保として循環バスを２台にすると、増便する

ことが必要だというふうに思います。高齢化の老人福祉、もちろん循環バスはこれだけじゃ

ございません。ですけれども、ぜひこれを検討して前向きにやるということで進めるべきだ

というふうに思いますが、町長、どうでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 確かに循環バス、１台ふやせば非常に活用できるだろうということは私も考えております。

だけれども、その前に１つ、もう少しコースとかいろいろなものを考えて、１台でもある程

度カバーできるというような、そういうことも提案をいただいておりますので、そういうこ
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ともあわせて考えていきたいと思います。 

 循環バスをふやす、高校生まで給食、これは申しわけございませんけれども、その辺はや

っぱりある程度の優先順位をつけて考えていかないと、福祉というのは非常に出費も、財源

も要るものですから、この辺はやっぱり慎重に、福祉にそんなためらうことないじゃないか

と言われるかもわかりませんけれども、慎重に考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 繰り返して申しわけないんですが、やはり今、基山町の最大の課題が人口減少・少子化対

策であるとするならば、そして特色ある基山町まちづくりを目指すとするならば、やはり思

い切ったそういう特色ある町を打ち出していくと、これが私は大事ではないかということを

再度申し上げておきたいと思います。 

 それで、最後です。非核・平和なまちづくりでございます。これについても何回も――何

回もということはないんですけれども、質問をしてきたところです。 

 町長は、答弁の中でやっぱり核兵器だけはこれはいかんということで言われています。私

も本当に全くそのとおりです。戦後、アメリカの２発の原爆で日本国民は大変な目に遭って

きているわけですから、それが今もって延々と続いている。そして世界じゅうでは核兵器い

っぱい持っている。北朝鮮の核問題、イランの核問題、今、大きな国際的な課題になってい

る。国際的な問題を言う必要ないですけれども、いわゆる人類にとっても、そして特に日本

国民にとっても、基山町にとっても、これは大変な課題ですよ。そういう認識が町長はあっ

てそういうふうな答弁をされている。だとするならば、基山町民の方のその思い、それから

町長のそういう決意、これをやはり形にする必要があると思うんですよ。結婚とか恋愛でも、

思いだけでできるなら、そういうこともあるかもしれない。やはり形にせんといかんですよ。

花束をやるとか、私いろいろそういうテクニックはわかりませんが、というふうに私は思う

わけですけれども、思いだけで十分とお考えですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 思っているだけじゃ伝わらないから、それでは十分とは決して言いません。何をおっしゃ
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っているかですけれども、今はもう多分ここに書いてあるのは非核というようなことでござ

いますから、核はみんなノーということかなというふうに私はとって、核兵器だけはという

ような書き方をいたしました。今ちょうど原発も問題になっておりますし、本当に核をこれ

からどうするかというようなことは、国でもそれから我々もやっぱり考えていかなきゃいか

ん問題だというふうに思っておりますので、その辺のところは集会に私も、講師に見えたと

きにはそのようなことも申し上げておりますし、それは伝えていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 町長の思いは非常に私は立派だというふうに思います。ぜひ形にしていただきたいと。 

 基山町議会は、平成13年３月議会、これをちょっと持ってきておりますが、非核・平和宣

言の町を求める決議を行いました。提案ですけれども、私は基山町として非核・平和都市宣

言をすると。そして看板の設置を行うと。特に看板の設置なんかについては、私も視察に行

くたびに見ておりますが、行ったところどころにあります。非核・平和都市宣言のまちとか、

非核・平和のまちとか。看板だけでもお金もかかりませんし、しかし非核・平和都市宣言づ

くりをやって、そしてそういう看板の設置も進めていくと、これが私は非常に大事だと思い

ます。これをぜひやはり前向きに、思いを形にする、そういう基山町であるということを内

外に示す、これは非常に大切ですよ。ある意味じゃ町で一番大切かもしれない、そういうふ

うに思いますが、再度、町長、御見解を求めます。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 先ほどから申しますように、私も核兵器ということには絶対反対だというようなことでご

ざいますし、核に対する恐怖、疑念も持っております。しかし今ちょうど原発問題も議論さ

れておりますので、それをすべて今のタイミングで非核というようなことになると、原発も

すべてそうかというようなとられ方もされるかもわかりませんし、ちょっとタイミング的に

どうかなと。そういう宣言をする、そして看板を立てるということはやぶさかじゃないとい

うことでございます。 
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○議長（後藤信八君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 いや、私は原発について言っているわけではありません。核兵器ですよ。原発については

御存じのとおりさまざまな意見があることはわかっております。私たちは原発をなくすべき

だという立場に立っています。それを基山町に押しつけるつもりはありません。しかし核兵

器は、町長もそういうふうに「いかん」と言われるならばそれを形に示してほしい。このこ

とを最後に求めまして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で松石信男議員の一般質問を終わります。 

 ここで、午後１時まで休憩します。 

～午後０時00分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、河野保久議員の一般質問を行います。河野保久議員。 

○５番（河野保久君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。お昼一番、お忙しい中、傍聴に来ていただきましてありがとうござい

ました。５番議員の河野でございます。 

 冒頭、小森町長の３期目の当選に当たり、皆さんはお祝いの言葉を申し上げておりました

が、私は１つ、叱咤激励の意味を込めて次の言葉を贈りたいと思います。「人事を尽くして

天命を待つ」の精神でこの３期目、頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 まずその前に、12月の休日議会のアンケートの中で配慮に欠ける発言があったとの御意

見・御指摘がありました。議員としての発言の重さを痛切に感じました。御指摘を真摯に受

けとめて、今後の活動・行動に生かしてまいる所存ですので、皆様におかれましては、これ

からも厳しい中にも温かい御指導をいただければと思い、お願いして、質問に入らせていた

だきます。 

 今回は通告のとおり３点の質問をさせていただきます。 
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 まず１つは、ひとり住まいの高齢者の方々への対策についてです。 

 私の居住しておりますけやき台におきましても、「あっ、あの方がひとり住まいになられ

たの」という方が、最近そういう目で見るからかもしれませんが、ふえてきているような気

がいたします。それから私も実はふたり住まいでして、もしどちらかがどうかなったらすぐ

ひとり住まいになる、そういう環境の方がけやき台には多い。子供たちはいない、その中で

この問題というのは避けて通れない問題ではないかと思って今回は質問をさせていただきま

す。 

 ２つ目は、昨年９月の定例会でも質問させていただきましたマンションの建設予定地につ

いてでございます。 

 この問題は、一けやき台の問題だけではなく、今後の人口増対策を占う上でも、きちんと

町に対処していくという方向性を示す上でも重要な問題ととらえ、早期に解決していきたい

との思いで今回も質問させていただきます。 

 ３つ目は、３期目の当選を果たされた小森町長に対して、私なりの視点で諸問題に取り組

む町長自身の基本姿勢を質問させていただきます。 

 それでは、具体的な質問に入ります。 

 まず、第１点目です。ひとり住まいの高齢者対策についてです。 

 まず、基山町のひとり住まいの高齢者の実情をお教えください。 

 ２つ目です。安心・安全確保のためにどのような施策を具体的に行っているのでしょうか、

お示しいただければと思います。 

 それから３つ目には、今後またそれにプラスアルファの形で新たに検討している施策はあ

るのでしょうか、お示しください。 

 ４番目です。私自身は安否確認のために民間との連携等も今後は考えてネットワークづく

りを進めていく必要性があると感じております。その辺の町の御所見はいかがでしょうか、

お聞かせください。 

 ２番目です。マンションの建設予定地についてでございます。 

 １つ目に、11月末、町長は都合で東京から帰ってこられましたけれども、課長と議長に旭

化成に陳情に行っていただきました。その席での旭化成の対応を含めてどのような成果があ

ったのかお聞かせください。 

 ２つ目です。その後、それから３カ月たっておりますが、旭化成からどのようなアプロー



- 202 - 

チが具体的にあったのでしょうか。それとまた、町のほうからどのようなアプローチをした

のでしょうか。その辺をお聞かせください。その中で、旭化成に変化があったような何か事

象があれば、それもあわせてお聞かせください。 

 ３点目です。いつごろまでを目途に交渉を行っていくのか等、今後の展望をお示しくださ

い。 

 ３点目、小森町長の町政についての諸問題について、取り組む姿勢を簡潔にお示しくださ

い。 

 １つ、人口の減少化問題について。 

 ２番目、鳥栖市との合併について。 

 ３番目、図書館の建設について。 

 ４番目、国民健康保険について。これは具体的に、まず歳入の確保をどういう形でやって

いかれるお考えなのか。それから医療費の高騰への対策、これは何かお考えのものがあるの

か。 

 その２点についてお答えいただければと思います。誠実かつ簡潔な御答弁をよろしくお願

いいたします。 

 １回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 河野保久議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めのひとり住まいの高齢者対策についてでございます。 

 (1)ひとり住まいの高齢者の実情を示せということです。平成24年２月１日現在、65歳以

上の方が3,918名、それから独居世帯の方が612世帯、高齢者世帯が636世帯の1,291名でござ

います。 

 それから(2)安心・安全確保のためにどのような施策を行っているかというお尋ねです。

緊急通報システムを行っております。おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方などの

自宅に通報装置を設置し、火事や急病等の緊急時に対応しております。また、配食サービス

事業では、昼食・夕食の弁当配達時に安否確認と健康状態の把握や孤独感の解消に努めてお

ります。また、見守りネットワークは、社協と民生委員の連携により、民生委員が安否確認
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が必要な方、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に不定期に声かけをして安否確認を

行っております。 

 (3)今後新たに検討している施策はあるかということです。現在、ある施策のＰＲと内容

充実に努めていきたいと思います。 

 (4)安否確認のために民間との連携を検討し、より充実したネットワークづくりが必要と

思うが、町の考えはどうかということです。老人福祉計画中の地域包括ケアシステムの構築

を進めます。このシステムは高齢者本人を中心に、家族・近隣・ケアマネジャー等の介護関

係、社協やボランティア団体等の福祉関係、民生委員、老人クラブ等の地域団体、基山地区

包括支援センター等が連携を図りつつ問題や課題に取り組みます。現在は担当者会議を月２

回役場で、包括支援センターと福祉係、保健師でケース検討やサービスについて検討をして

おります。２カ月に１回の地域ケア会議では、町内の介護事業所や福祉施設、民生委員、地

域包括支援センター、福祉係、広域介護保険課等で問題や課題に取り組んでおります。 

 ２項目めのマンションの建設予定地についてでございます。 

 (1)11月末の旭化成本社への陳情の成果を示せということです。旭化成不動産レジデンス

株式会社の副社長であります開発営業本部本部長及び総務部長に面会できました。マンショ

ン建設については多額の赤字が見込まれるため、非常に厳しい状況であるとのことです。そ

こで、建て売りも含めて検討しているということでございます。 

 (2)その後、現在までどのようなアプローチをしたか。その中で旭化成側は何か変化はあ

ったかということでございますが、１月に宅地開発担当の課長が見えられましたので、その

後の状況をお尋ねいたしました。今回、マンションにするのか建て売りにするのか、社内の

方針決定のための比較の材料を収集しているとのことです。３月中には社内の方針を決定し

たいとのことでした。 

 (3)いつごろまでをめどに交渉を行っていくのかと、今後の展望を示せということです。

民有地の民間企業の活動ですので、企業経営上の問題もあり、町として余り関与できる問題

ではないと考えております。しかし、町としてもこのまま放置しておくのはいかがなものか

と考えておりますので、新年度になりましたら、社内方針がどのようになったのか確認した

いと考えています。 

 ３項目め、小森町政についてということです。 

 (1)次の諸問題に取り組む上での基本姿勢を簡潔に示せということ。 
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 アとしまして、人口の減少化問題についてということです。 

 人口減少問題につきましては、基本的には基山町固有の問題ではなく、日本国全体の傾向

であると考えております。 

 さて、基山町でもここ数年人口が減少してきました。このため少子化対策として子育て支

援等の施策を行ってきたところでございます。 

 ところで、基山町の人口減は、今年度は例年の４分の１程度に少なくなっています。これ

までの子育て支援や基山町の魅力のＰＲ等の関係かどうかはわかりませんが、これからも続

けてまいります。 

 また、現在、基山町では、少しずつではありますが小規模な住宅地の開発も行われるよう

になってきております。今後は居住する場所の確保としての住宅対策にも取り組む必要があ

ると考えております。 

 イの鳥栖市との合併についてでございます。これにつきましては所信表明で申し上げたと

おりでございます。ということは、１つには合併そのものを否定はいたしません。２つ目に、

メリット・デメリットの検討が必要だということです。３番目に、やはりお互いの意思の疎

通、信頼、これらも必要だということです。 

 これらのことを住民の皆さんと対話し、慎重に考えていきたいと思っております。 

 ウの図書館の建設について。まず、図書館については、内部検討が終わり次第、検討委員

会を立ち上げて考えていきたいと思います。 

 エの国民健康保険について。(ア)歳入の確保はどうするのかということです。国民健康保

険の財政でございますが、歳出で一番大きいのは保険給付費でございます。この保険給付費

に対して、歳入として国・県や支払基金からの負担金や交付金がございます。一般会計から

も法定内繰出金を国民健康保険特別会計に繰り出しております。保険給付費から、国・県・

町支払基金からの交付金を差し引いた残りを国民健康保険税として被保険者の方々に負担し

ていただいている、そういう仕組みでございます。大変この保険給付費が増大しておりまし

て、また、後期高齢者支援金、介護納付金も増額となっておりますので、平成25年度から国

民健康保険税を引き上げざるを得ないのではないかと考えております。 

 (イ)医療費高騰への対策はということです。国保の医療費は、被保険者の高齢化や生活習

慣病の増加、医療技術の高度化などに伴い増加傾向にあります。被保険者の皆さんの健康の

維持・増進を図るとともに、必要な医療を提供していくため医療費の適正化を図ることは国
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保制度を安定的に運営していく上で重要なことであります。そのため、生活習慣病の予防や

健康管理などを目的とした特定健診、特定保健指導や受診勧奨、人間ドックを実施するとと

もに、ジェネリック医薬品希望カードの配布やレセプト点検などの医療費適正化事業を行っ

ております。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 御答弁ありがとうございました。３点目については簡潔にというお願いがしてあったんで

すけれども、ちょっと簡潔でないように見受けられた点もございますが、その点は後で質問

させていただきたいと思います。 

 まず、第１点目の問題です。ひとり住まいの高齢者の実態ということで御質問いたしまし

た。 

 この辺でちょっとわからないのは、独居世帯612世帯ということは、612人ということでよ

ろしいんでしょうか。 

 それから、高齢者世帯636世帯で、トータルで1,291人いられるという考え方、どういうこ

れを見ればいいのかちょっとわからないんですが、ちょっと御説明いただけますか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 大変わかりづらくて申しわけございませんでした。 

 独居世帯につきましては612世帯で、612名。それと高齢者世帯が636世帯で1,291名という

ことでございます。636世帯の中には、弟さんとか妹さんとかと暮らされていて高齢者が３

人おられる世帯もございますので、こういう数字になっているわけでございます。 

○５番（河野保久君） 

 ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 挙手をしてください。河野議員。 

○５番（河野保久君） 
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 済みません。失礼しました。 

 それから、ちょっと気になるのは、私の周りにも最近ふえてきているんですけれども、ふ

だんは御家族の方と一緒に住んでおられて、娘さんなり御家族の方が朝からお勤めに行かれ

て、昼間通ると、ひなたぼっこしながら１人ぽつんと座っておられるような方を何人かお見

かけするんですよ。そういういわゆるひとり住まいではないんですけれども、ある一時期、

昼間なら昼間、家族の方が帰ってこられるまでひとり住まいでおられるような方、その辺の

実態はつかんでおられるのでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 うちのほうでは表現の仕方としては「日中独居の方」というふうなことで考えております

けれども、現在、65歳以上の方が3,900人ちょっといらっしゃいますけれども、その中で日

中独居の方がどれくらいかというのはつかんでおりません。それをつかむためには、今申し

ました65歳以上の方、4,000人弱くらいいらっしゃいますので、そこを戸別訪問して実態調

査をしていくという方法しかないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 実はその辺がちょっと気になっているところなんです。どのぐらいの手間暇がかかるのか

わからないけれども、できる範囲で結構なので、その辺の実態はつかんでいかないと、あと

のいろいろサービスをする上でも何をする上でもですね（「住基台帳ですぐわかるじえ」と

呼ぶ者あり）わかりました。そういうこともあるでしょうけれども、とにかく早く実態をつ

かんでいただいて何らかの対策を立てていかなければいけないのではないかな。さっき言わ

れたように日中の独居老人の方という考え方ですので、その辺の実態もなるべくはっきりわ

かるような形で御調査いただければなというふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 
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 日中独居の方につきましては、例えば子供さんとか奥さんのところにお世話になって暮ら

していらっしゃる高齢者の方ですね、いろいろなケースがございますけれども、どの世帯の

方が何時から何時まで出ていて日中独居になっているというのは本当にわかりません、実態

調査する以外にありませんのでですね。その辺は何とか考えて調査していきたいというふう

に思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 ひとつよろしくお願いいたします。結果がわかりましたら何らかの形で御報告いただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いいたします。後の対策もいろいろ考えなきゃないでしょう

からなるべく早目に、お忙しい中でしょうが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それから、安心・安全確保のためにどのような施策をとっているかというところに移らせ

ていただきますが、緊急通報システム、これを行っています。概要がわかるというか、具体

的に費用的にどうなのか。何人ぐらいの方が利用されているのか、その辺、わかる範囲で結

構なんでお教えいただけますか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 緊急通報システムにつきましては、おおむねなんですけれども、65歳以上の方に利用して

いただいておりまして、現在92台設置をいたしております。 

 単価等は調べておりませんので、後で発言させていただきます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 有料ということですね。いわゆる利用される方の負担はあるということですか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 有料でございます。 
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○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 消防署にこの前視察に行ったときに、緊急通報システムのある方が画面で表示されて出て

くるようなあれがあったわけですよね。「これ、いいね」と僕思ったんですよ、実は。特に

有料でどの程度の単価なのかわからないですけれども、どうなんですか、リースという形に

なっているんですかね。それとも実費で機械を設置して置いているのか、その辺のイメージ

はわかないんですけれども、お願いしたいのは、65歳以上の人がこれだけおられて九十何人

しか利用されていない。特におひとり住まいの方だったら、単価の無論予算の問題等いろい

ろございますでしょうけれども、何かみんなに、ある意味で言ったら無償ででもつけていっ

てあげる。申し込みでしょう、これ、あくまでも。申し込んで設置するという形ですよね。

じゃなくて、何か町に届け出たときに、実態がわかったときに、無償で取りつけるとかそう

いうお考えを検討されたことはあるんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 高齢者対策の中でいろいろそういうことも含めまして検討したことがございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 その検討はどういう結論になったんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 結論は何も変わりませんでしたけれども、一応検討はいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 
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 とにかくですね、何か具体的に動いていかないと全然物事は前に進みません。なので、い

いシステムだと僕は思っているんですよ。後のほうの３番目の問いで、ＰＲをしているとい

うことが、そういう必要性があるならまずはこういう考えられて、これはいいなと思ってや

っているシステムを町として少なくともひとり住まいの方には無償なり安価で提供していく。

嫌がる方もおられるかもしれません、「おれのプライバシーが侵害される」みたいなことを

言われる方もおられるかもしれませんが、町の姿勢として「あんたたちのことが心配なんで

すよ。だからこういうシステムがございますよ。ぜひ御利用ください」という、ある意味で

言うとおせっかい的なことがあっても、町の行政の中ではいいんではないかなというふうに

僕は考えていますので、その辺、どうでしょうか、そういうことも前向きに御検討いただけ

るでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 取りつけの設置に関しましては、民生委員さんとあと地域包括支援センターのほうから１

人では危ないという情報が入ってきますので、それで包括支援センターと民生委員さんとう

ちのほうで検討しまして、じゃここにはつけようかということで決定をさせていただいてお

りますけれども、なかなかそれを拒否される方もいらっしゃいますということで、いらん世

話じゃないですけれども、うちはまだいいという方もいらっしゃいますので、そういう方に

つきましては説得してつけていただくようにしておりますけれども、全員につけていくとい

うことについては検討はいたしておりません。 

 設置料につきましては無料でございます。あと通話料がかかりますけれども、その分につ

いては本人負担をしていただいているということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 ひとつ前向きに。僕は基山の中で独居老人の方が知らないうちに不幸な目に遭っておられ

るようなことがあってはならないと思っています。そういう人を出さないというのは、ある

意味で言うと基山全体の町民力を問われているんだなというふうに僕はとらえています。な

ので、考えられることはひとつ前向きな姿勢で取り組んでいってもらいたいというのはそう
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いうことですので、ある意味では実費を求めていくということも必要かもしれません。ただ、

断られたからというんじゃなくて、やっぱり「あんたのことを心配しているんだよ」という

姿勢を見せてできるだけ利用――92世帯じゃ寂しいです、やっぱり。もうちょっとふやして

いただくような方向で、大変でしょうけれども、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それから僕は、もう１つ配食サービスというのは、議員になる前こういうサービスをやっ

ておるというのを知らなかったものですから、女房とちょっと話しているときに、こんなよ

うなことがボランティア的なことでできたらいいよねって実は考えていたんですよ。こうい

うサービスがある。 

 ここのサービスがすばらしいのは、行って、いなかったら、対面で渡すということですよ

ね。そういうことですよね。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 はい、もちろん安否確認とかというのも入っておりますので、手渡しでやるということで

ございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それで、サービス状況が一時期、去年減ってみたりというようなこともあったんですけれ

ども、それから、たしか委託先としては寿楽園のほうに委託してこの事業をやっておられる

ということでしたよね。寿楽園のほうも逐次というような、出ていかれるみたいなことがあ

って、このサービスがどうなるのかなという懸念も持っておられるんですけれども、その辺

はどうなんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 寿楽園に今お願いをいたしておりますけれども、移転がなった後も当然配食サービスは続

けるということでございますので、どこにまたお願いするかわかりませんけれども、今のと

ころはやっていくということですので、それでうちのほうは対応していきたいというふうに
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思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 安否確認という意味でもやっぱり手渡ししていただく、これはサービスする上では大変だ

と思いますが、ぜひその辺でそれだけはやっぱりきちんと、委託料も払っているわけですか

ら、お願いできるようなところにきちんとお願いしていってこの事業は継続していっていた

だければなというふうに私は思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それから２番目に、新たに検討している施策なんかございますかということでの御回答は、

現在ある施設のＰＲと内容充実に努めてまいりますということなんですけれども、具体的に

こういうサービスがありますよ、ああいうサービスどうでしょうかというような御案内はど

う対処されているんでしょうか。ＰＲの仕方ですね。例えば窓口で対面でやるとか、どうい

うようなことに力を入れてやっておられるんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 当然うちの健康福祉課の福祉係のほうの窓口にもチラシを置いておりますし、広報と、あ

とホームページ等、それから各地域包括支援センター等にも置いておりますし、そこでＰＲ

等をやっております。そしてこういうのをつくって配っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 御不幸にしてどちらかが、私で結構です、例えば僕自身が倒れちゃったと。あの世に行っ

ちゃいましたと。そのときにうちの家内が町に行くのは、税務住民課のところにまず届けに

行くわけですよね。その後やっぱり、今はどういうシステムになっているか知らないけれど

も、以前はそこでいろいろな、例えば国民健康保険の削除してくださいとかというようなこ

とをやっておりましたよね。今はその辺はどうなっているんでしょうか。窓口、税務住民課

のところに行ったらそこまでやって、そこで１カ所で終わるとか、そういうワンストップの

形にはなっているんでしょうか。 
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○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 まず、税務住民課の受付のほうに届けに来られまして、それから国保の手続とか年金の手

続をされて、あとはうちのほうにまた来られるということで、ワンストップじゃなくてツー

ストップになっていると。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 その辺も人員の問題等、きのうからいろいろな質問の中で言われております。僕は人員と

いうのは、やはり住民に対するサービスをまず第一に落としちゃいけないというのが不可欠。

それを落とした上での人員削減なら全然意味のないことだと、僕はそういう考えでおります。 

 その中でも今の人員でやっていく工夫というのは、例えば１つの課、そういうところであ

ったところに窓口が２本でいくところを１本で済ますような形にして職員の配置を考えるな

り組織機構を考えていくなりすれば、できることもあると思うんですよ。そういうところは

考えることはできないんでしょうか、町長。ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それはやっぱりやっていくべきだと思います。１つには人員削減だけがすべてだという思

いはいたしておりません。やはりそれも限度があって、サービスに事欠くようじゃいかんと

いうこと。それは今、総務課のほうでも削減、定数管理についての見直しというようなこと

は検討をやっておりますし、それからワンストップでというような話、これは当然考えてい

かなきゃいかんと。それが１つの私の協働、協働って役場内協働、役場内で縦割りじゃなく

てみんなで考えていく、みんなでやっていこうというような、それにも通じることだと私は

思いますので、大事なことだと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 
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 どの時期とは申しませんけれども、できる範囲で結構なので、その辺は実現への道をたど

っていっていただければなというふうに思います。必要ならば組織改革、これは小森町長の

腹一つでどうにでもなることですから、ひとつ前向きに御検討いただければと思います。 

 それからもう１つ、ちょっと気になるのは、この中でいろいろ対応の仕方、こういうシス

テムでやっていますよという中に、民生委員・児童委員の方がかなり重要な役割を占めてい

るように僕はこの説明を聞いていて感じているんです。民生・児童委員の方々というのは、

僕が承知している範囲では基山町では34名の方がいらっしゃる。たしか報酬ではなくて活動

費というようなことで、県だか国からと町からと合わせて400万円ちょっとの金額だったと

思うんですけれども、活動して支給されて、それがどういう形であるのか、１人どのぐらい

行っているとかと、僕はそこまでは知る気はないんですけれども、少なくとも民生・児童委

員という方々の処遇というのがこれでいいでしょうかねと思うことがあるわけです。あくま

でも今、活動費ですよね。だから町独自に、例えば、例えばですよ、僕はお金ですべて解決

する気はないですけれども、例えば報酬という形で報いるのか、何かそういうような処遇改

善みたいなところはお考えになったことがあるんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 今、議員がおっしゃられましたように大変私も心苦しく思っております。今ひとり親家庭、

母子家庭とかですね、物すごくふえていまして、その分、民生委員さんの仕事もまたふえて

きているということでございまして、高齢者プラスひとり親家庭ですね、そういう分の見守

りとかもしていただいていますので、非常に仕事的に、精神的にもつらい仕事だというふう

に思っております。 

 私、担当課長としては、ぜひそういうのができればしてほしいというふうに思っておりま

すけれども、現段階では活動費名目でしかやっていないということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 何も処遇改善はお金ばかりではないし、やはりみんなの協力体制を進めていくということ

も１つの処遇改善、仕事を少しずつでも楽にさしていってあげるということなんです。です
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けれども、その前提にあるのは、やはりそれが相応なりの町の姿勢として、それなりの活動

費プラスアルファのものがあってもいいのではないかなという私の思いでそういう発言にな

ったことだけはちょっと胸にとめておいていただいて、ぜひ民生・児童委員の方々、本当に

見ていると一生懸命やっておられる方、大変だなという思いがします。しかも最近、年配の

方がふえてこられて、動くのでも大変だな、暑い中、何か下げていろいろなところを回って

いただく姿を見ると、何か、何かしてあげられないのかなという思いでいっぱいなので、ぜ

ひその辺のことは前向きに御検討いただきたいと思います。 

 それからもう一つ、安否確認で民間との連携ということをちょっとうたっていますけれど

も、まず、新聞屋さんとか牛乳配達の方とか、それからスーパーにデイリーで配達されてい

る業者さんとかとの連携をとって、例えば毎日、新聞を届けているところの新聞がたまって

きたらちょっと１分もらうとか、何かそういうことも含めた上でのネットワークづくりとい

うのをしていかないと、これは人手をかけないかん面というのはかけなければいけないと思

うんですよ。幾ら民生委員の方がリーダーになってやっていただく、それから当然区長さん

たちもやっていっていただく。ですけれども、やっぱり地域というか、基山町という広い地

域、僕の住居で言えばけやき台三丁目という地域の中でのやっぱり見守り体制というものも

きちんきちんと形づくっていっていただいて、一番いいのはそういう自分たちで動ける、元

気なお年寄りになっていただければ一番なんです。自分で外に出向いていただいて、困った

ことがあったら発信していただけるばっかりだったらいいんですけれども、そうではなくて、

そうじゃない方をどうやって引っ張り出してくるのかということは、自助だけではなくて共

助という考え方も取り入れていかないといけない問題だと思っているからこういう発言をさ

せていただいているんです。そういうことでの地域のネットワークづくりをしていくという

必要を感じているんですけれども、そういうことはどうなんでしょうか、御検討いただける

んでしょうか。関連企業にそういうお手伝いしていただけないですかというような呼びかけ

を町としてするお考えはないんでしょうか。町長でも課長でも、できたら町長、御答弁をお

願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

 大変貴重な御意見だというふうに思っております。現在役場と地域包括支援センター、あ
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と鳥栖の介護保険課と民生委員さん関係で会議をいろいろやっておりますけれども、なかな

かそこまで考えておりませんでしたので、できればそういうところも含めて検討していきた

いというふうに思っております。 

 それと、先ほどちょっと緊急通報システムのことが漏れていましたので。緊急通報システ

ムが新規リース料ですね、１台当たり月に888円、それと新規の取りつけが１台当たり8,400

円でございます。 

 それで、先ほど私の言い方がちょっとまずかったんですけれども、その分については無料

ということで、あとの利用される通話料ですね、それが有料ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 ひとり住まいの福祉の問題ですね。見守りネットワーク、これは例えば鳥栖との合併の問

題は後でお伺いしますけれども、例えば鳥栖と合併して大きいまちになっても基本的にはひ

とり住まいの方というのは変わらないわけですよね。どういう大きい規模になろうが、やっ

ぱり最少の地域で守っていくというのは僕は前提だと思うんですよ。こういうものを早目に

ネットワークしていって、みんなが周知してそういう人たちを見守るということは、やっぱ

りこれがさっき申しましたように町民力なんですよ。それを問われているんだと思うんです。

確かにこの御時世、うちらの団地の中では余り干渉してほしくないなという方はいらっしゃ

います。ただ、同じ町民として、いい意味で言えばおせっかいする人間が最近少ないんです

よ。そういう人たちがどんどんふえていけば、もっともっと僕はすばらしい町になっていく

と思います。 

 それともう１つ考えておいていただきたいのは、新興住宅地はまだ、僕から見ていると、

いろいろそういうふうに見守りする上では集合していますからね、ある意味ではやりやすい

環境にあるなと思っています。ただ、けやき台の中で言うとマンションの人たちはどうじゃ

ろうかというようなところ。 

 それともう１つ、基山のあれで言うと、僕は選挙のときある方に連れられて町の中みんな

歩いてみたんですけれども、例えば山間部、点在としていますよね。そういうところの見守

りの仕方とやり方が違ってくるんじゃないかなと思うんですよね。地域別、それから世帯の
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特殊別、そういうところを細かくネットワークづくりしていくということが僕は大切なこと

だと思っていますし、それはみんなの工夫でできるんです。だからそういうことをやってい

くのが実にまちづくりであり、思いやりの心でありと僕は思っているので、その試金石にも

なるんではないかなという気がしていますので、ぜひ前向きに御検討いただけないでしょう

か。町長に御見解、お願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 河野議員おっしゃいますネットワークづくり、それから触れ合いというのが本当に大事な

部分であって、それが若干このごろ希薄になってきておるかなという心配、私もしておりま

す。そういう触れ合いのあるまちづくり、これが先ほどの質問にもございました基山町の基

山町らしいいいまちづくり、ほかにないようなまちづくり、そういうところを目指したいと

いうことでございます。 

 それと、これはよそでも、インターネットで見るんですけれども、黄色いハンカチーフじ

ゃないですけれども、ひとり住まいのところに黄色の旗を上げていただくというようなこと、

そういうことをちらほら聞きます。そういうことで、これはまだ実現はどうなるかわかりま

せんけれども、基山のあるところでは、それじゃ私たちはそれをやろうやというような話を

耳にいたしました。ぜひともそれ、住民の皆さん方で本当にやっていただければ、これが一

番の触れ合いだろうというふうに思っておりますので、その辺、見守っていきたいなという

ふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 次の問題に移る前に、それだけきちんと、やはり行政の仕事というか責務はそういう仕掛

けをどんどん住民に発信していくということ。その仕掛けを動かしていくにはその中心者で

ある民生委員の方だとか区長さんをつくって、そういう取り巻きの方をつくって、行政側は

その方と一体になって行政がリードしていって、地域のネットワークづくりというのをつく

っていくというのが本来の姿であると僕は思っていますので、そんなことで考えていただけ

ればなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 
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 次に、けやき台の方もいっぱい傍聴の席におられますので、マンションの建設予定地のこ

とについてお伺いしたいと思います。 

 まず、先般、私の議員通信を配って、この中でもこういう問題、ことしは解決していかな

きゃいけないよというアピールをさせていただきました。その中で、これはもう話として聞

いておいてください。私がちょっと出ている間に、ある年寄りのおばあちゃんだったかな、

電話があって、ぜひけやき台のマンション跡地、ああいう土地があるんなら、小売店という

か商業施設を建ててくださいという電話があったそうです。女房が「そうですよね、昔、な

るお内科小児科さんの前にスーパーがありましたものね。今はないですものね。大変でしょ

うね」と言ってあげたら「あんな小さなものじゃなくて大型施設を建ててくれ」と。それは

ちょっと無理でしょう。ただ、「何でなんですか」と女房が聞いたら、買い物に行くんでも、

さっきちらっと循環バスの話が出ましたけれども、２回ですよって、私１人で交通手段がな

いですものねというようなことを言われて、ただ、皆さんが土地に関心を持っているという

ことは確かなんです。いろいろなマンションの方からも耳に入ってきます。何で早く建てて

くれんのねという話が舞い込んでまいります。なのでこういう御質問をさせていただきまし

た。 

 成果ということですが、まず１つだけ町の皆さん、それから議長にもお礼を申し上げてお

きたいのは、今回はきちんと陳情のときに文書を持っていっていただいた。今まではただ、

僕ら住民のほうから見ると言いっ放し、やりっ放し、はい、それでさよなら、はい、次また

お願いねというような感覚で行ったのが、きちんと文書で持っていっていただいたというの

は、１つの形として私たちの考えがあっちにも届いたな、具体的に届いて残っているんだな

ということで非常に感謝いたしておりますので、まずその点は感謝いたしたいと思います。 

 建て売りも含めて検討しているとのことですという内容の御発言が向こうからあったとい

うことです。ただ、そこで１つ、前回の質問でもちょっと触れたんですが、マンション自体、

当初は1,460戸の戸建てという計画で始まったところから、何年か後にマンションの建設で

252戸だったかな、４棟建てますよ。そのうち最初に118戸建てて、あと158戸残っています

よというたしか経緯だったように記憶しています。そうなると、そのときにも僕ちょっと説

明したと思うんですけれども、固定資産の問題で、そこは均等に二百五十何戸建つというよ

うな前提でのそういうような、今住んでいる方々には詳しいことはわかりませんけれども、

固定資産税が課せられているということは、それは１つネック。ですから戸建てになった場
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合にその辺は当然クリアしていかなきゃいけない問題だと思うんです。 

 僕が一番怖いのは、ここで戸建てと言っているけれども、それでやっぱり住民が納得しま

せんからというようなことで話が延び延びになって、知らない間にまたうやむやになっちゃ

うようなことになりやしないかねというのが唯一の危惧なんですけれども、木村課長は言わ

れたんですけれども、その辺やっぱりどうなんでしょうか、その辺正直言っていただいて。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 一応、行ってきたときに、旭化成としては戸建てでも赤字が出てもやる覚悟であるという

ふうにおっしゃっていますから、ですから住民との話がつかないから中止するとかそういう

印象は受けませんでしたので、我々としては旭化成が言われていることを信じてやっていく

しかないと考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それは悪い意味で余り刺激せんように、いろいろな情報を求めてくるかもしれません。そ

のときにはぜひ町としても与えられる資料は提供して、何とか戸建てでということ、僕はす

ごくそういう発言があったということだけでも前向きに検討されているんだろうな。ただ、

それを理由に逆にまた話が長期化するのが一番怖いので、慎重に御対処いただければなとい

う意味合いでこういう発言させていただいておりますので、その辺は御配慮いただいて対処

していただければと思います。 

 それからもう１つ、その後のということで、１月に開発担当の課長が見えられましたとい

うような御説明があったんですが、この開発担当というのは本社のほうからなんでしょうか、

それとも福岡のほうからなんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 この課長は東京のほうから見えてありました。 

○議長（後藤信八君） 



- 219 - 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 ということは、かなり真剣に考えておられるということだと僕は解釈いたします。開発担

当というから、まだこちらにもいろいろ、ほかの部門での開発担当の方が福岡におられます

ので、その方が来たのかなというような印象を持ったものですから、東京から来られたんだ

ということなら、やはり向こうも真剣に考えておられるから、一気呵成にという言葉は言っ

ていいのかどうかわからないですが、やはりこれをチャンスととらえて、ぜひ計画完成に向

けてやっていっていただければなと思います。 

 それと、最後の質問で、どの辺をめどにということで、いつまでにとは決まっていません。

ただ、交渉事で、基山町の考え方として、例えば２年後ぐらいまでにはこういう形に持って

いきたいよね、その辺のことを持ちながら相手と話をするのと、何も持たないでただずるず

ると相手のペースで話をするのとでは違うんじゃないかなと思っていますので、こういう質

問をさせていただきました。 

 ちょっと残念だったのは、向こうは民間企業ですので、経営上の問題があって、そこまで

ちょっと町としては立ち入れないよという御返答があったんですけれども、僕ら住民の側か

ら言わせると「あんたら勝手に計画立てておいて、百何戸、10年間ほうりっ放しにしておい

てよくそういうことが言えますね」ということは僕は面と向かって言いたいです、言う場が

あるのなら。そのぐらいのことを言っても町としていいと思うんですよ、僕。これから旭化

成になるのかどうかは別にして、町もいろいろ跡地の利用の問題、それから小型の住宅の建

設とか、そういう建設業界の方々にお知恵をかりなければいけないこともいっぱいあります。

ただ、これに対しては企業だからどうだ、町だからどうかでなくて、対等の立場で話ができ

るような関係というのをつくっとっていただきたいので、ぜひその辺は譲らずに、うちとし

てはいつごろまでにという目標があられるならという形で交渉していっていただければなと

思いますが、どうでしょうか、町長。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 これにつきましては本当、私も８年間、当初からずっと、８回と言わずにもっと行って本

社のほうで本部長ともそれからあとの方とも話し合ってきました。なかなか進まなかったと。
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それはもう私のやり方が甘かったのかもわかりませんけれども、しかし私は誠意を持って交

渉してきたつもりでございます。我々からすればマンションだと、そしてそれも特殊なマン

ションでもいいじゃないですかと。こっちは提案のつもりでいるわけですけれども、なかな

か向こうもプロで、そうはいかないというようなことでございました。 

 そういうことで、しかし今度、これはいいのか悪いかわかりませんけれども、オープンに

するとどうかなということで、実は２年ぐらい前から戸建てでどうかというような向こうか

らの話があったことは事実でございます。大体あそこに40戸ぐらい区切った図面も持って本

社から見えました。それで我々としてはマンションだと、それによってまちづくりも我々考

えてきたんだと。さっき出ました小学校、その辺もやっぱり影響してきておるというふうに

思いますので、そういうことで言いますけれども、やっぱり戸建てだということだったもの

ですから、じゃそれでどういうことになるんですかというような進め方をして、今度また年

末ですか、行っていただいて、それはある程度オープンになったというようなことでござい

ます。それで、もうこれから先が本当にある程度そういう方向でと、方向性も向こうは示さ

れたから、それでしっかりこっちも押していきたいなというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 さっきの税金の問題で、いろいろ難しい問題があるというのは事実ですけれども、やはり

そうなったのは住民の方々に、ちょっとアトラスに何人かお知り合いの方がおられるので話

したら「それはもう旭化成が自分でまいた種ばい」と。だからちゃんとその辺で僕らも要求

していきますので、町も弱腰にならんでしっかり進めていってくださいよという考えの方が

おられます。その辺をバックにして、そういう住民の気持ちであるということを御理解いた

だいてぜひ話を進めていただいて、なるべく早い時期に実現の方向に持っていただくような

方で話を進めていっていただきたいということをお願いして、この質問については終わりに

したいと思います。 

 最後に、小森町長についてということで何点かお願いしていますけれども、人口減少の中

で１つ気になるのは、基山町の人口減は今年度は例年の４分の１程度になっていますという

ようなお話がございました。４分の１でも減っているのは確かなんですけれども、いろいろ

な要因があると思います。ただ僕は、その中に１つ考えられるのは、これから後のことも考
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えると、特にけやき台のことを考えると、だんだん年代が出ていく年代なんですよ、ぼちぼ

ち。けやき台の場合は、出て行ったら入ってこないんですよ。ということは、その出ていく

年代が減るということは、今まで200人おったところが60になれば、当然人口が減る度合い

は低くなってくるんですよ。だからそういうこともあるよということで、あくまでも僕とし

ては、これで町長も決していいと思っているとは僕も解釈してはおりません。ただ、やはり

基本の中には福祉政策含めていろいろな提案、議員の中からも出ておりますけれども、そう

いうものも含めて魅力あるまちづくりにして、特に僕らも考えなければいけないのは、けや

き台自体も魅力のある土地にしてもっと資産価値を上げていく、それから皆さんから見てす

ばらしいまちにしていくことが人口増にもつながるんだなということになりますので、その

辺はしっかり、最終的に人口減が減ったからいいんだという認識だけは余り僕は言ってほし

くないと思います。 

 それからもう１つ、いろいろ細かいところはまたこれから後、一般質問の中でお聞きする

として、鳥栖との合併の中で、僕どうも１つだけわからないのは「合併を否定しません」と

いう言い方ですね。じゃ僕が言わせていただけるならば、ここを「肯定」という言葉を使っ

たらその後はどういう言葉が入るんでしょうか。例えば「合併を否定はしません」でしょう。

肯定という言葉がもしここにあったら「肯定も否定しません」ですか。意味わかりませんか

ね。合併は否定しないんでしょう。だから肯定という言葉を言われたらどうなんですかとい

うことです。よくクイズ形式であるじゃないですか。何々の丸々をはめるというようなとこ

ろ。例えば「合併を否定しません」じゃなくて、ここに「肯定」という言葉が入ったら町長

はどういう言い方になるのかな。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 まずですね、合併の前に、ここにこういう少し減少数が減っておるというような表現して

おります。この所信表明の中にもちょっと書いていたと思いますけれども、ちなみに平成21

年度といいますか、平成21年４月から１年間で169名減っております。それから平成22年度

は174名減っておるんですよ。それで23年度、いわゆる23年４月からことしの２月まではマ

イナスの11です。３月がやっぱり移動の時期でかなり減ると。去年がちなみに63名、３月で

移動があって減っておるというような状況になっておりますので、11足して七十四、五とい
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うような、その辺でとまるのかどうかわかりません。そしてこの六十何名かがある程度定着

したのかどうか、これもわかりません。 

 それからもう１つは、さっきお答えしましたように、本当にそれが政策といいますか、福

祉政策何とかというようなこと。まず私は、福祉なり子育てなりということを先行させて、

住宅も今もちろんやらなきゃいかんというような言い方をしておりますけれども、その辺の

影響かどうかというようなことはわかりませんけれども、数字的には現在のところそうなっ

ておると。だからぜひ、これはやっぱり減少を少なくしていかなきゃいかんということでご

ざいます。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 図書館建設については皆さんいろいろお話が出たので、またの機会に譲ることとして、最

後に１つ僕が気になっているのは、国民健康保険の問題。医療費がここ何カ月、かなりの勢

いで減らないで逆にふえている。しかも100万円以上の方がふえているんじゃなくて、50万、

100万円がふえているところについてが非常に悩ましいところだなと思っていますので、こ

の質問をさせていただきます。 

 よく歳入の問題で、僕、答弁聞いていて、町長、国民保険料を上げるってさらっとおっし

ゃったなというような気がしていまして、僕が考える中に、選択肢としては一般財源とそれ

から国民健康保険の折衷案もあるのかなと、そういう意味合いも含めて御質問させていただ

いたんです。町長がここまで踏み切って、国民保険税を引き上げざるを得ない、そういう状

況ですと。だめだったら引き上げるんでしょう。引き上げなきゃやっていけないんだったら

引き上げるということなんでしょう。その辺をはっきりしてください。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 国保の収支が採算とれなくなった場合にはいろいろ収入を考えなきゃいかんと。それは一

つには国保税を上げるということです。それからそれの反対側にあるのは、いわゆる一般財

源からつぎ込むということ。それからそれの折衷案みたいなこと、これはもう当然担当課と

も話しております。ここに書いてありますのは、いずれにしましても全然、一般財源からば
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かりでというようなことはちょっといかがかなと。だからやっぱり国保税、あるいはその折

衷案みたいなところで考えていかなきゃいかんかなという気はしておるんです。そういう意

味でここに「引き上げざるを得ないのではないかと考えております」と、そういう表現をし

ておるということでございます。 

 これから先、それをどちらから持ってくるか、どうするかというのは、また国保運営協議

会もございますし、我々しっかり考えていかなきゃいかん問題だと。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それから、僕自身はその辺やむを得ないなという立場の人間ですので、言わんとしている

ことはわかるんですけれども、ただ、住民の納得の上でやっぱりやるだけの、じゃほかの対

処策はどないしているんかいと言ったときに、きちんと医療費の予防策。例えば医療費が一

番大きいんだったら、医療費を抑えることをきちんとやってもこうなんだからこうなんです

よ、そのために町はこう動いているんですよ、だけれども、皆さんお願いしますよという姿

勢でないと住民の皆さんは納得しないと思うんですよ。だからその辺のことを町長としても

きちんと発信していっていただきたいし、やはり具体的な策も示していただきたい。 

 ただ、難しいのは、そういう予防策というのは、ことしやったからことしすぐじゃないん

ですよね。何年か後に花開くという非常に悩ましいところがあるんですけれども、それでも

やっていかなかったら、また何年か後もこういう状況なんですよ。なので、ぜひその辺は予

防策というんですか、ジェネリック医薬品の問題にしてもそれから健康増進を進めるという

ことの策にしても、これは健康福祉課だけの問題じゃなくて、例えば教育学習課、いわゆる

社会教育の面の体力向上の、そういう分野も巻き込んでの健康増進策を図るとか、町一体と

なったそういう対策を練っていかないと、将来的には健康福祉課だけで頑張ってやったって

たかだか知れていますよ、言っては悪いですけれども。眞島課長、一生懸命やっているのは

わかるけれども、これだけの人間でやっていて、まだまだやっていただかないこといっぱい

ある中で、そこまで求めるのも大変だな。それには皆さん、各出先、出先で応援できること

はしてあげていってほしい。そういう体制を町の共通認識として持っていってやっていただ

かないと１つの施策にはならないと思います。 

 なので、そういうことも頭に入れて、さっきのワンストップの問題もありましたけれども、
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幾ら人がいても足りないんじゃないかなと思えるぐらい、これから町の仕事はふえてくると

僕は思います。その中である程度人間やりくりしていくには、そういう垣根を取り払った組

織なり形をつくっていかないと、それともう１つ、住民にお願いするところはお願いする、

はっきり説明する、そういう姿勢でやっていただかないといけないのではないかなという思

いからこういう発言をさせていただきました。ひとつ最後に町長の御見解を。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 まず、健康づくり、病気の予防でございますけれども、これは福祉課の問題じゃございま

せん。全庁舎の問題、全庁的な問題だと。これでそういう取り組みをやらないとこれから先

の医療というのは減っていかないというふうに思います。それにはやっぱりしばらく時間も

かかろうかと思いますけれども、しっかりその辺は、この前もあるところに行ってそういう

勉強会がございました、スマート・ウエルネス・シティ構想というような。とにかくまちの

中心に車を入れないと、大きなところではですね。何でかというと、歩かなきゃいかんと。

歩くのがいいんじゃないかというような、そういう都市構想というようなことも考えている

ケースもあるというようなことで、私もちょっとびっくりしたんですけれども、そこまでは

いかんにしても、とにかく基山町みんな元気なためにはどうするのかということと。 

 それから、さっきからおっしゃっていますけれども、納得できる説明、これは必要だと。

病気だけじゃなくて、これから先すべてに関してやっぱり説明、そしてただ説明じゃなくて

納得してもらう説明。これは私もそうでしょうし、職員も皆、その辺はしっかりやっていく、

それがこれからのまちづくり基本条例だというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 どうもありがとうございました。 

 先日、広報の研修の中で霧島と姶良市のほうに行かせていただきました。その中で研修と

は離れたところで、どっちのまちとは言いません。議員の方とお話ししたときに「河野さん、

基山って合併進んでいるの」、何でそういう質問されたのかなと聞いたら、「あの町長じゃ

進まんじゃろ」というような話をしれっとある議員がされたんですよ。「何でわかったんで
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すか」と聞いたら、南日本新聞だったかな、鹿児島のほうだから、その新聞を見て会見の模

様が若干出ていたそうです、いわゆるインタビューだとか、こういうことでこうなりました

みたいな。あれ見とって、「優しい町長さんみたいだけれども、なかなかああいう町長さん、

僕の経験上、話が進みづらいものね」というような発言をされました。 

 なので、僕としてなぜ今回こういうことをお話ししたかというと、やっぱり小森町長には

３期目、皆さんの思いは一緒だと思うんですけれども、やっていただいてよかったな。その

ためには冒頭申しましたとおり「人事を尽くして天命を待つ」じゃないですけれども、やっ

ぱりやれるだけのことは町長の思いでやっていっていただく。しかも今度は副町長の方もそ

のうち入ってこられるでしょう。そういうことで話をスピーディーに持っていっていただい

て、ぜひ次、姶良に、霧島に行くときにはうちの町長は「すばらしいばい」と言っていただ

けるような町長になってください。 

 その思いを込めて質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で河野保久議員の一般質問を終わります。 

 ここで２時20分まで休憩します。 

～午後２時10分 休憩～ 

～午後２時20分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、品川義則議員の一般質問を行います。品川義則議員。 

○10番（品川義則君）（登壇） 

 こんにちは。町政会に所属をしております10番議員の品川義則でございます。お昼のひと

とき、おつき合いをいただければと思っております。なるべく静かに、皆様の邪魔をしない

ようにやらせていただきます。 

 今回の一般質問通告に従いまして、４項目行わせていただきます。 

 まず、１項目め、不登校児童・生徒について質問させていただきます。 

 不登校の定義とはどの程度の状況を基準としていらっしゃるんでしょうか。 

 ２番目、30日未満欠席を不連続に欠席をしている児童はいるのでしょうか。 

 ３、保健室登校、特別登校、フリースクールに通うなどの対応をしている状況の児童・生

徒はいらっしゃいますでしょうか、お尋ねをいたします。 
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 ４、スクールカウンセラーの支援内容はどのようになっていますでしょうか。 

 ５、学校の支援対策はどのような対策をとられているのでしょうか。 

 以上、１項目めの質問の御答弁をお願いいたします。 

 質問事項２、武道の必須科目について質問させていただきます。 

 １、基山中は、武道の必須科目を何をされるのでしょうか。 

 ２、剣道、柔道などの選択を生徒が自由に選択することはできるのでしょうか。 

 ３、指導者は、校外の協力者を求めたりはしないのでしょうか。 

 ４、安全面（施設、用具、指導者）の確保はできているのでしょうか。 

 ５、事故発生時の対策マニュアルはあるのでしょうか。 

 以上、２項目について御答弁をお願いいたします。 

 質問事項の３でございます。体育施設の貸し出しについて質問させていただきます。 

 １、施設借用者の申し込み基準はあるのでしょうか。 

 ２、施設利用目的基準はあるのでしょうか。 

 ３、借用を受けるときに規則等の説明は行われているのでしょうか。 

 ４、施設破損時の対応はだれが行っているのでしょうか。 

 ５、学校施設の場合はどのような対応をとられているのでしょうか。ア、貸出時の規則の

説明など。イ、施設の損傷に対する賠償等。 

 最後の質問事項、４でございます。子供に関する協力機関の連携について質問をいたしま

す。 

 町民会議、補導員、ＰＴＡ、子どもクラブなど、子供に関する機関がございますが、そう

いった組織の連携はどのようにとられているのでしょうか。また、どういった活動が行われ

ているのでしょうか。 

 以上、４項目について質問いたします。御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君）（登壇） 

 品川議員の御質問にお答えしてまいります。 

 １項目め、不登校児童・生徒について。 

 (1)不登校の定義はどの程度の状況を基準としているのかというお尋ねでございます。不
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登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生

徒が登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあること。ただし病気や経済的な理由

によるものを除きます、そういうことを定義しております。なお、学校基本調査と同様に、

欠席状態が長期に継続している理由が、学校生活上の影響、遊び、非行、無気力、不安など

情緒的混乱、意図的な拒否及びこれらの複合等であるものとされています。 

 (2)の30日未満欠席を不連続にしている児童はいるのかというお尋ねでございますが、定

義の中の不登校による30日未満の欠席の児童はおりません。 

 ちなみに、今年度の30日以上の欠席者数、24年１月末現在でございますが、基山小学校が

２名ですが、１名は病気によるもので不登校ではありません。若基小学校１名、基山中学校

７名で、不登校の児童・生徒は合計で９名でございます。 

 (3)保健室登校、特別室登校、フリースクールに通うなどの対応をしている児童はいるの

かというお尋ねですが、現在、保健室登校は１名、基山小の５年生の男子です。特別教室な

どの教室外の別室登校が２名。若基小１年男子、基山中の３年男子がおりますが、いわゆる

フリースクールへ通っている児童・生徒はおりません。 

 (4)スクールカウンセラーの支援内容はどうなっているのかというお尋ねでございます。

支援内容については次の４点に類別できます。 

 １点目は、児童・生徒へのカウンセリングです。２点目は、カウンセリング等に関する教

職員及び保護者に対する助言・指導を行うことです。これは教師の教育相談に関する力量の

向上、校内事例研修会や実技研修会などがこれに当たると思います。そのことや、保護者や

相談機関との連携のあり方などを指導助言する教職員への支援などがあります。 

 ３点目は、児童・生徒のカウンセリングなどに関する情報収集・提供を行うことです。 

 ４点目は、その他、生徒のカウンセリング等に関し各学校において適当と認められるもの、

例えば保護者への講話や保護者へのカウンセリングなども行っております。 

 ５番目、学校の支援対策はあるのかということですが、学校内においては教育相談部会、

これは教員で組織しておりますが、教育相談部会で不登校傾向の児童・生徒の現状や学校で

の対応を協議し、一人一人に合わせた指導を行っております。また、保護者との面談や家庭

訪問による教育相談や児童・生徒や保護者へのカウンセリングの推進を行ったり、スクール

ソーシャルワーカーを通して外部機関へつなぐなど連携して対策を行っています。 

 続いて、２項目めの武道の必須科目についてでございますが、基山中は武道の必須科目は
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何をするのかということですが、来年度より剣道を選択し、履修をする予定でございます。 

 (2)剣道・柔道などを生徒は自由に選択できるのかというお尋ねですが、これは学校で一

つの選択をしておりますので、学校はまとまって選択しますので、全員が剣道を履修いたし

ます。 

 (3)指導者は校外協力者を求めないのかというお尋ねです。今の時点では考えておりませ

ん。保健体育の教諭が剣道の段位を取得しているため、教諭のみでの指導を計画しておりま

す。 

 (4)安全面（施設、用具、指導者）の確保はできているのかということですが、施設につ

いては、剣道ですので体育館を使用いたします。また、防具が45セット、竹刀60本を保有し

ており、毎年不足分を補充していく予定でございます。 

 指導者については、現在、保健体育の教員で対応する予定ですが、指導者は講習会などを

受講し、また各自で段位も取得しており、安全に配慮して実施していきたいと考えておりま

す。 

 (5)事故発生時の対策マニュアルはあるのかということですが、佐賀県が出しました「教

育現場における安全管理の手引」というのがありますが、これに準じて学校が作成をしてお

ります。 

 ３項目めでございます。体育施設の貸し出しについてでございます。 

 (1)施設借用書の申し込み基準はあるのかというお尋ねです。基山町体育施設の設置及び

管理に関する条例及び規則により申し込みをしていただきます。 

 (2)施設利用目的基準はあるのかというお尋ねです。条例第１条により、町民の体育及び

レクリエーション、その他スポーツ振興を図ることを目的としており、第６条での使用の制

限を設けています。また、条例第15条、第22条により指定管理者の許可を受けて行うその目

的以外の使用は、使用者等の便に供するための営業目的としています。さらに条例７条にお

いては、利用申請をしたときの目的以外の使用について禁止しています。 

 (3)借用を受けるときに規則等の説明などは行っているのかというお尋ねですが、初めて

の使用者等についてはかぎの受け渡し、返却方法や施設の清掃、片づけ方法などを口頭で説

明をしております。 

 (4)施設破損時の対応はだれが、指定管理者ですが、行っているのかということですが、

施設設備等の損傷は指定管理者との協定により、指定管理者の責めに期すべき事由による場
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合とそれ以外の補修でかかる費用が年間250万円、または１件当たり50万円を超えない場合

で、原形を変えないような補修の場合は指定管理者が、それ以外は教育委員会が行うように

なっています。 

 また、条例第18条による使用者または営業者の責めに期すべき事由による施設の汚損、損

傷、または滅失は、教育委員会の指示により指定管理者からその損害の賠償請求をしてもら

うことになっています。 

 (5)学校施設の場合にはどのような対応をしているのかということです。 

 ア、規則の説明など。イ、施設の損傷に対する賠償等。このことについては、規則の説明

などについては(3)の質問の社会体育施設と同じでございます。損害賠償等については、基

山町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則第８条により、利用者の責めに期すべき

事由による施設の汚損、損傷、または滅失、教育委員会からその損害の弁償の請求をするこ

とになっています。 

 ４項目めでございます。子供に関する協力機関の連携について。 

 (1)町民会議、補導員、ＰＴＡ、子どもクラブなどの子供に関する機関の連携した活動は

行っているのかということでございますが、個々の団体が合同で特定の事業を行っていると

いうことはまだありませんが、青少年町民会議については、補導員、ＰＴＡ、子どもクラブ

などの代表の方に役員になっていただいており、いろいろな面で協力をいただいております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 丁寧な御答弁、ありがとうございます。 

 では、不登校児童が９名ということで、それから保健室登校が１名、特別教室が２名とい

うことで、不登校の児童・生徒、それからそれに近い、その可能性がある子供たちが３名と

いうことで、12名の子供がそういった状況にあるということで理解していいのか。 

 それと、その９名の中で、１番目の答弁での学校生活の影響でそういったことになってい

るのか、遊び・非行、無気力のことなのか、不安などの情緒的混乱なのか。意図的拒否にと

いうことですから４つの分類にされておりますけれども、どの状況にあるのか、それを教え

ていただきたい。 
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 それから中学校の７名について、学年がわかれば教えていただきたいんですけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 不登校の対応でございますが、小学校の２名については不登校傾向ということで、心理的

な要因でございます。 

 それから、基山中の７名の生徒につきましては、１年生男子が１名、３年生が４名、３年

生の女子が２名となっております。 

 対応については、心因性のものとそれから怠学と申しますが、複合的なもの、１つだけで

はないという、そういうような要素で、このことだけだということは私たちは判断しており

ません。個々のケースでもいろいろな入りまじったケースがあってきます。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 保健室登校、特別室登校の子供３名についてですけれども、この子供たちは通常通ってい

て不登校になりかけているのか。それとも不登校だった子供たちが特別教室、保健室ならば

登校できるだとか、その状況はどういうふうに把握していらっしゃいますか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 おっしゃいますように両方あると思いますが、このケースの場合は入り口といいますか、

治りがけではなくて、今から教室にどうも入りづらいというようなケースだというふうに認

識をしております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 それから、中学校１年生の生徒についてなんですけれども、基山中学校の学校評価の計画

ですね、この中では年３回、小・中生徒指導の引き継ぎですね、こういったことをされてお

りますけれども、若基小、基山小学校の同等の学校評価の計画にはその項目は出ていないん
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ですよね。それが実際３回行われていると思うんですけれども、なぜ小学校にそういうこと

が行われていないのか。 

 中学１年生の生徒は、中学校に入ってからそういう傾向が出てきたのか。それとも小学校

のときからそういった傾向があって、それが引き継ぎされていてそのままいっているのかと。

そういういろいろな事例があると思うんですけれども、この中学校１年生の生徒の事例につ

いて少し説明できる範囲でお願いしたいんですけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 どちらに計画があったかと。中学校にあるけれども、小学校にはないということですが、

主に連携の授業は中学校が主体となって小学校を招いたり小学校に行ったりしてやっていま

すので、そういう取り組みの認識になっていると思いますが、小学校から中学校に来る場合

のいわゆる心理的圧力といいますか、そういうものが今で申します中１ギャップとか中１プ

ロブレムといいますが、この子供については、やっぱり小学校のころから若干の登校渋りと

かそういうものがあったというのではないかと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 基山中学校の22年度の学校評価の結果の中で、この生活指導の欄で、不登校及び傾向の生

徒数のほか、前年度よりも減らすということで目標は上がっていて、結果として15名から９

名ですかね、減っているんですけれども、この内容についてどういった対応、事例としてで

すね、一番顕著にある部分がおわかりになれば、どういう対応をとられて、不登校の子供が

15名から６名も登校させると。保健室登校とか教室に戻るとかということまではないと思う

んですけれども、そういった１つでも２つでも事例があれば教えていただきたいんですけれ

ども。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 やはり先ほど申しましたように、不登校のケースは公式がございませんので、一人一人に
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対しての全くのばらばらの考え方でいかなければなりません。やっぱりその中でスクールカ

ウンセラーが子供の気持ちをよく聞いてもらって、子供の心の奥底に潜むものを教師がそこ

から情報をもらって、家庭の問題、それから子供の学力の問題も多少ございます。勉強がお

もしろくないということ、そういうことも兼ね合わせて勉強を教えてあげたり、あるいは学

校の行事、それから学校の生活の中で存在感のあるような指導というか、そういうものを持

っていくことによって子供たちがやはり生き生きとしていくというようなことがあったので

はないかと思っております。全く先ほど申しました個々のケースによって、これでいけばこ

うなるというのは、この子にはよかったけれどもこの子にはだめだというケースが多々あり

ますので、そういう認識をしております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 文科省の検索をしたら、いろいろな事例が挙がっていたんですね。その中で今言っている

ように小・中学校の引き継ぎがあって、３月上旬にそういった引き継ぎをするということで、

少し不登校の傾向がある児童がいるんですという相談があって、中学校として先生とか小学

校の教諭とか保健室の教諭の助言によって、どういうクラスをつくってその子供を迎えよう

かということの対策がとられて、これも半年近く事例としてはかかっているんですけれども、

また教室に戻ってこれたという事例があるんですよね。こういった児童が個々にそれぞれに

一人一人、今言われたように違ってはいるんですけれども、今の基山中学校の体制がうまく

いったから６名も復帰、登校できるようになったと思うんですけれども、その体制は基山小

学校とか若基小学校でも同じようにとられているのか。 

 それと、それぞれ一人一人ずついらっしゃるんですけれども、基山小学校の児童ですね、

その児童に対する対応ですね、担任がつく、それから生徒指導はつく、カウンセラーはつく、

スクールソーシャルワーカーはつく、保健室の教諭がつくとか、そういったことで同じよう

な体制がとられているのか。それとも教諭の人員の配置によってそういう体制はとられてい

ないとかということがあるのか。全く同じ対応をとられているのかというのを、体制ですね、

はどうなのかお尋ねします。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 
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○教育長（大串和人君） 

 スクールカウンセラーの例でいきますと、基山中は１人のスクールカウンセラーが140時

間という時間を配当されていますので、１日に４時間を35週ということですが、小学校２校

につきましては140時間で２校分ですので、１校70時間です。隔週当たりということでやっ

ております。その違いは、スクールカウンセラーの配当時間はあるかと思いますが、体制的

にはもちろん小学校では子供１人を担任が全部の時間、見ますので、きめ細かにやったりし

ております。ですから小学校・中学校が連携していかなければならないのはそういうところ

だと思います。中学校に来てなかなか登校できないというのは教科が変わりますので、入れ

かわり立ちかわり、この人は自分をわかっているんだろうかということが不安になってどん

どん学校から遠のいていくというケースもございますが、今おっしゃったようなことについ

ては両方同じように体制をとっておるというところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 できれば、そのスクールカウンセラー、２校でお一人じゃなくてから、それぞれの学校に

お一人という予算をぜひ要求していただいて補助お願いをしたいんですけれども、その辺の

ところを少し、やはり各校に人がいたほうがいいと私は思うんですけれども、教育委員会と

してはいかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 私ども今、10分の10の国の補助と県の補助でこの事業をやっておりますので、町で組んで

いる予算ではありませんので、配当された額でやっておりますので、そのことについては子

供たちの状態を見てまた考えていきたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 そこはぜひ要求をしていただきたいと思うんですね。だから与えられたでなく、やっぱり

町長のほうから、教育関係に関しては教育長と教育委員会というふうに言われていると思う
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んで、やはり教育現場にいらっしゃる先生たちからそういった声が上がってくる、要望が上

がるとあれば、そこのところはきちっと要求されて子供たちのためにしていただきたいなと

思います。 

 答弁の中でスクールソーシャルワーカーという方がいらっしゃいますけれども、この方と

スクールカウンセラーですね、この連携はどうやっているのか。スクールソーシャルワーカ

ーは外部機関と連携をとると、連絡するということですけれども、スクールカウンセラーと

スクールソーシャルワーカーと外部機関と、この連携の動きはどのようになっているのかを

お尋ねします。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 その前に、私たちが予算要求をしているのかというお尋ねでしたが、県と国の補助をもら

うときには「私たちにこういう状況にありますので、この事業を入れてください」という事

業で要求をして、自動的に降ってきたわけではございませんので、そのことを１つお知らせ

して。 

 ソーシャルワーカーの職務とカウンセラーの職務でございますが、カウンセラーは学校の

子供及び親、保護者のことについてのみやっていきますが、ソーシャルワーカーにつきまし

ては、福祉とかそれから関係機関とかそういうところと連携してやっていきますので、非常

にソーシャルワーカーのほうが幅広い活動をしております。 

 どちらがどうかということじゃありませんが、当然連携をしなければなりませんので、ケ

ースによってはソーシャルワーカーもスクールカウンセラーも一緒のレベルで協議をすると、

子供のことについてですね、そういうこともやっていると思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 予算の面ですね、それは以前、これ言っていいか、教諭を少人数でしたいから１人、町が

費用を出してするとかという話があったので、それじゃないと思うんですね。スクールカウ

ンセラーですから、国の補助もあるし県の補助もあると思うんですけれども、町の独自の予

算でスクールカウンセラーを１人雇用するということはできると思うんで、そういった面で
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少し要求をしていただければと思います。 

 今おっしゃったカウンセラーとソーシャルワーカーなんですけれども、カウンセラーはや

っぱり心理的な、子供の内面とかですね、そういったものに詳しいことでフォローをすると

か、子供の悩みを聞いてやるというのが主たる仕事であると思いますし、ソーシャルワーカ

ーは家庭環境とか要するに保護者、学校の環境、それから友達関係の環境とか、そういう子

供に関する周りのことのケアをするのがソーシャルワーカーではないかと思うんですけれど

も、ソーシャルワーカーはどういった体制で何名の方がいらっしゃって、どれぐらいの時間

雇用をされているのかですね。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 ソーシャルワーカーは１名でございます。小・中学校に１名でございます。基山中学校に

籍は置いておりますが、年間340時間ぐらいはフレキシブルに、どこの学校に何時間ではな

くて回っております。特に基山中のソーシャルワーカーは非常に熱心で、今まで全く学校と

の接触を閉じられてしまっているところに粘り強くやっていただいて、福祉とも連携してい

ただいて、聞く姿勢を持っていただいて、そこから学校にまたつないでもらって、そしてい

ろいろなそういう施設とか機関を紹介したということができたケースも今年度ありました。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 児童のそういったかかわりを持つ方が担当の教諭であったり、それから保健室の教諭であ

ったりソーシャルワーカーだったりカウンセラーだと思うんですね。それと同時に、カウン

セラーとかソーシャルワーカーというのは保護者とかそういった方の対応もやっぱり、担任

の教諭と同じようにかかわらなきゃいけないと思うんですよね。両面見ていかないと、家庭

にいる時間にきちんと理解しない、またあせってしまうということで失敗した例も結構載っ

ていたんですよね。ですから、どうしても保護者としては一日でも早くという気持ちはわか

りますし、私も実際そうなんです。思うんですけれども、やはりその辺のところをきちんと

制御する。だからそれを第三者の目として、担任の教諭だってそういった親御さんに近い感

情が生まれてくると思うんで、やはりその辺のところが子供に対しての負荷が非常に大きく
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なって、保健室からまた家へ戻ってしまうという子供も出てくると思うんですね。ですから

保護者に対する対応ですね、いろいろな講習会を開くとか個別に相談されていると思うんで

すけれども、そういった保護者への対応は主として担任の教諭がされているのか、それとも

別の主任がいらっしゃるのか、ソーシャルワーカーかカウンセラーか、どういった体制で一

番保護者には対応されていますでしょう。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 第一線は学級担任でございますが、学級担任と物すごくこじれてしまうというケースも

多々あります。そのときには教育相談、いわゆるカウンセラーとつなぐ教育相談の担当、こ

の人が特に前面に出ていってコーディネートしていく。それから保護者と担任との間の信頼

関係がなくなっているという場合もありますので、その場合にも学校がチームを組んでやっ

ていくと。その場合、どの人が一番効果的かということは当然やっていきます。特に小学校

の場合は校長と非常にうまく関係がとれている子供とかおりまして、私も経験しましたが、

校長室にしょっちゅう来るんですね、朝、「おはようございます」と。そこで勉強したりと、

そういう一番強みのあるところでチームを組んでやっていると。だれが責任ということはご

ざいません。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 今の本当に各校に、小学校に１人、２人、３人といらっしゃる、中学校もいらっしゃると。

その子供たちは必ず学校に行きたいと思うんですよね。友達がいる、楽しい、いろいろな思

い出ができるわけですから、保護者もそう思っていらっしゃるんですね。ずっとお話を聞か

せていただくと、やはり第三者的な立場になる方が今言われたように校長室に来るとか、こ

の事例であると、パソコンが好きならパソコンのメールでやりとりしてそこからきっかけを

つくっていく。それから保健室に、保健室のカードとして全校生徒のカードがあって、何月

何日にだれが来たというふうになって、そのときに自分で一言書いてもらうと。その中から

不登校傾向の子供を探し出して早期に手を打ってそうならなかったという事例もあるんです

ね。 
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 ですから、一番最初お話があったようにケース・バイ・ケースで、非常に多々あるんです

ね。なぜかというと、前に言われた複合的なもので、本人も何が要因かわからないという、

状況が理解できないからそういうふうな症状として深いものが出てくるから、行きたくても

動けないと、お腹が痛くなる、頭が痛くなるとかというふうに別のところにあらわれてくる。

ですから私としてはそういったスクールカウンセラーとかソーシャルワーカー、この体制を

しっかりとれるような体制を早くとっていただきたいと思いますし、ここで御答弁は要りま

せんから、ぜひそういった人員の補強ができるような御判断をできればと思っております。 

 次、済みません、もう１つです。 

 それから、特別教室へ１人来ているということなんですけれども、そこは学校の中のどう

いったところなのか。保健室はよくわかるんですけれども、どういったところなのか。 

 それから、なぜこれを聞くかといいますと、適応指導教室というものがあるそうなので、

また、教育支援センターということで、教育委員会が管理できるとか、町が管理している建

物でそういうところを支援センターとして充てて、そこに相談室なりやって子供たちの対応

をするということもされているんですけれども、そういった形で特別教室に行っているのか。

相談室とかそういった子供たちがいれる、学校へ来ているんだという時間が持てるような教

室なのか。ただ特別教室で、例えば工作室とか図書室にいるとかという対応なのか。その辺

のところはどうでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 基山中の場合は空き教室をそういう子供たちの登校できるようなところにしておりますの

で、担任といいますか担当がついて、時には勉強を教えたり課題をやったり、べったりきっ

ちり勉強しているわけじゃありませんが、リラックスして過ごす部屋を用意しているという

ところでございます。 

 それから、適応指導教室の例が出ましたが、基山町は適応指導教室は持っておりません。

鳥栖市が今設置しておりますので、入る場合には鳥栖市にお願いをして許可いただいて入る

ということができますので、過去に基山の生徒であって鳥栖市の適応指導教室に通っていた

という子もおりました。 

○議長（後藤信八君） 
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 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 鳥栖にしかないというのもしようがないとは思うんですけれども、できれば町内につくっ

ていただきたいし、身近なところ、学校に段階的に行けるようなところですよね、そこが一

番望まれると思うんで、そんなところにも配慮いただければと思います。 

 中学３年生が非常に多いと私感じたんですけれども、卒業がもう間近ですよね。間近とい

うか、進路とかというものが非常に気にかかるところですし、本人が一番心配されていると

思うんですけれども、その行ったところについての状況について説明をお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 基山中は３年生の数が多うございますが、一般的には３年生になると少し減ってくるとい

うのが、これは受験とかそういうのも考えて、不登校であったけれども頑張って来るという

ケースが出てきております。 

 ただ、基山中の場合はそういう状況でしたが、それにしても将来のことをきちんと見据え

て将来に備えた指導をやっております。もう学校が終わったら終わりじゃなくて、今後とも

相談に乗るような体制もとっていると思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 ぜひですね、基山中学校を卒業されてもそういった後のフォローをしていただきたいんで

す。そういったケアをできるような状況に、高校でなくてもフリースクールとか、インター

ネットで授業を受ければ高校の資格は取れるとか、そういった学校とか教育機関があります

から、そういったメンテナンス、フォローを必ずしていただいて、その子が喜んでいただけ

るように、その家庭が少しでも喜んでいただけるような対応をぜひとっていただきたいと思

います。 

 では続いて、２番目の武道について質問をさせていただきます。 

 武道で剣道を必須科目とされるということですけれども、武道の時間ですね、生徒は何を

学ばなければならないのかというのが私非常に、特に女子生徒も剣道をされるんでしょうか
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ら、その辺のところで生徒は何を学ばなければならないのか。先生、教諭は何を学ばせなけ

ればいけないのか。基本的なものはどういうふうにお考えなのかお尋ねします。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 今度武道が必修科目となった背景には、教育基本法の改正の中に日本古来の伝統を重んじ

るとか日本古来のものをしっかり学んでいくということがあったと思うんですが、そのこと

に派生したもので武道ということが出てきております。 

 その中で何を学ぶかということですが、今、言ったように日本古来の武道である。礼節の

大切さ、競技であっても相手への敬う態度であるとか、そういうものを授業を通して子供た

ちに学ばせていくというところでございます。ただ単に勝負をする、勝った、負けたの話で

はないと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 そこのところは非常に難しいと思うんですね。ですから保健体育の授業で体育の分野とな

ると器械運動とか陸上競技、球技、水泳とかあると思うんですね。そういったものは技術の

習得とかいろいろなものあるんですけれども、今回の武道に関しては保健体育の授業である

んですけれども、そういった精神的なものですね、日本の伝統文化とか礼節を学ぶとかとい

うことがされるんですけれども、最終的に３年間ですね、大体105時間ぐらい１年間に保健

体育があると思うんですけれども、武道に充てられる時間というのは何時間を予定されてい

ますか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 基山中の場合は計画の中で１年生で10時間、２年生でも10時間でございます。 

 それと同じように、武道とダンスが必修になっております。男子もダンスをやるというこ

とが今度の新しい学習指導要領の中で出てきた活動でございます。 

○議長（後藤信八君） 
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 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 ダンスが入っているのがわからないんですよね。武道が入って、また新しくダンスという

のは。それは国の政策ですから、それでいいと思うんですけれども、20時間ですよね１年生、

２年生で。最終的には剣道の練習試合とか試合までいくと思うんですけれども、モデルケー

スでいろいろなところがされて、佐賀県でも１校されているんですけれども、基山中ではど

こまで習得。ですから剣道だと、構えから基本動作ですね。用具をつけるだけでも結構時間

が、正しくつけないと危険ですから、そういった指導もあるでしょうし、仕掛けのわざ、そ

れから応じわざですね、最終的に練習で試合をするということは、試合まで持っていくとい

うことにされるか。その場合にはやはりあらかたのわざですか、そういったものは習得させ

るのか、それともある程度わざの範囲を狭めてからするのか。その辺のところはどのように

されるんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 大体今おっしゃられたとおりやってまいります。返しわざ、基本のわざを教えて試合まで

持っていくと。その前に防具のつけ方とか、イメージされるとおかしいかもわかりませんが、

防具をつけてもジャージの上につけていますので、何か変な格好には見えますが、いわゆる

胴着を着ているような状態ではございません。柔道の場合はきちんとした胴着を着ておりま

すけれども、夏やるときは短パンの上にやっていますので、何か足軽みたいなんです。そう

いう足軽みたいになっておりますが、ただ、防具はきちっと着けておりますので、安全面に

ついては問題ないと思っております。畳み方等も指導もいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 今、皆さん笑ったようにやっぱり武道で精神を学ぶって格好ではないと思うんですよね、

ジャージや短パンというのは。やはりできれば姿形から入って、そこによって所作が生まれ

る。そこで習得しなきゃいけないものがある。だからジャージでできること、それからはか

まをはいて、剣道の防具でするとできないことってあると思うんですね。日本の伝統を学ぶ、
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教える授業ならば、やはりそういった所作から入っていく、姿形から入っていかなきゃなら

ないと思うんで、できればそういったところも用具として準備いただければと思うんですけ

れども、それはまたこちらのほうでしょうからお願いをしたいんですけれども。 

 それから、そこまでされると、あらかたするというと、指導の面で私ちょっと不安を思う

んですけれども、佐賀県で70％ぐらいが剣道を選択しているというのはなぜかというと、剣

道が盛んであるからということになると、指導者がたくさんいらっしゃると。基山にも剣道

の指導者がいっぱいいらっしゃるらしいんで、学校の何年か前の方針として、校外からいろ

いろな先生なりアドバイザーなりに入ってもらって学校の運営に携わってもらうという計画

をされていると思うんですけれども、ぜひ、いい機会ですから、剣道の指導もお一人ではな

かなか、竹刀といったって武器は武器ですからね。何があるかわかりませんし、ほかの競技

よりも危険性は非常に高い部分があると思うんですね。柔道を選ばなかったところが多いの

も、やはり剣道よりは柔道のほうが危険性があるということも一般的に言われているし、大

きく扱われているところもあると思うんですね。それといっても剣道ですからやはり危険性

はあると思うんで、万が一のことが起きないようにやはり少しでも、１人でも２人でも剣道

されている、また指導されている剣道連盟とかありますから、そうすると、指導者の目とし

て見える部分があるので、ぜひそういった校外的な対外的な町内の協力者をお願いしてスム

ーズに武道の授業ができるようにお願いしたいんですけれども、そこはいかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 先ほど御答弁でお話ししましたように、教員が有段者で、有段者と申しましてもどのくら

い強いかということは別としまして、一応一通りのことはやれるというところで、基山中の

教員がおりますので、当分の間は不都合のない程度には学校主体でやっていきたいというふ

うに思っています。 

 この後いろいろな問題が、生徒の欲求でありますとか教師の要求があったときには、おっ

しゃいましたように外部の指導者等についても検討していきたいと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 
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 せっかくの武道を入れた新しい取り組みですので、新しいやり方でいいと思いますし、い

ろいろなテストをされていいと思うんですね。ですから、ぜひそういった校外的な指導・協

力者をお願いをしていただきたいと思っています。 

 この項目の最後なんですけれども、安全管理の手引を準備されるということなんですけれ

ども、万が一、具体的にですけれども、事故が起きたというその後の経過ですね、手引を見

ればわかるんですけれども、説明いただける部分で結構ですからお願いしたいんですけれど

も。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 一般的に、病院に連れて行くまでが、それからあと連絡、通報というか、そこまでが学校

がとる対応だと思うんですが、万が一、後遺症などが起こった場合についてはそれなりの、

最初は日本体育学校健康センターというところで治療費等については補償はいたしますが、

その後の賠償についてはその後のことで教育委員会等が対応していかなければならないこと

だと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 はい、わかりました。ぜひ事故のないように、本当にできるならば、先ほど言いましたよ

うに指導者の面をもう少し大きく、担任だけの指導ではないような対応を、安全の面からも

ぜひお願いをしたいと思います。 

 ３つ目の体育施設の貸し出しについてお願いをいたします。 

 貸し出しをするときに、一番最初、申し込みをされると思うんですけれども、そのときに

説明ですね、万が一、器具とか施設を破損した場合どうなるかということの説明はされてい

るのか。それとも、もう規則でうたっているから、十分そのことは御承知の上でお見えいた

だいているというふうにお考えなのか、その辺の点はいかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 
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 体育館ができたときに、一番初めのころはそういったチラシを多分つくっていたというふ

うに思っています。ただ、現在はかなりの人が、そういう今体育館を使われている方がいろ

いろな部分では状況を把握されていますので、今のところ損害を与えたら弁償ですよという

ようなことを細々とは説明はしておりません。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 それから、施設の損害賠償を求める基準はどういうところに基準を決めていらっしゃるの

か。 

 それから、施設を破損した場合の調査、現場調査とかそういったことの一連の流れを教え

ていただきたいんですけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 損害の程度は小さなものから大きなものがあるというふうに思いますが、基本的にはすべ

て弁償をしていただくという形をとっております。したがいましてああいう、例えば体育館

の中にある消火器のカバーが何かのはずみで壊れたとかというのも弁償していただいた経緯

がございます。 

 それで、実際そういう報告は指定管理者からある場合もありますし、利用者から直接ある

場合もございます。そういうときには現場を見させていただきまして、いろいろな弁償が必

要ということであれば本人に指定管理者か、もしくは金額によりますけれども、教育委員会

から連絡を差し上げて弁償をしていただくというような手続になります。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 そういった賠償をしていただくときに、今までトラブルとか、何も説明なかったじゃない

かとか、いや、もともとだよとか、うちはそういうことをしていないよということでトラブ

ルがあった事例とかはありますでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 
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 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 以前、総合体育館の舞台の部分で、それを収納するときにマイクかなんかを巻き込んだと

いうような事故がありましたけれども、そのときにはいろいろやりとりはされております。

あとの部分につきましては特にはございません。 

 ただ、昨年、球場のほうでソフトボールの試合中に水道の蛇口を壊したというところで、

なぜ弁償しなければならないかというところで今、若干もめております。基本的にはそうい

った場合も弁償していただくということでこちらとしてはお話をしておりますけれども、今

のところの事例としてはその１件でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 その点について、以前あったようにそこまで詳しく書類なりで、文書なりで渡していくべ

きだと思うんですよね。やはり損害賠償もなかなか高額になってきますし、施設も高額な施

設がありますし、器具とかも高いと思うんですよね。であるならば、事前に貸し出しを許可

するならば、やはりそれに対する責任を明確にするためにもぜひ事前にそういった書類とか

をお渡しいただいて説明をしていただきますようにお願いをしたいと思います。 

 お尋ねしたところは、球場で野球をしてホームランを打って自動車のガラスを割ったとい

うときに、ネットの高さですね、ライト方面、あれは適切だと思っていらっしゃいますか。

区対抗スポーツでも、ちょうど当たりがよければソフトボールでも駐車場まで行ってしまい

ますし、実際に話があったのが、あのネットの高さはどうだろうねというのがあったんです

けれども、あの高さを高くするとかということはお考えになっていないんですか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 球場とその周りの施設の状況で、その高さがいろいろ変わるというふうに思いますので、

これといった基準はないというふうに思っています。ただ、町営球場の場合はちょうどライ

ト側に駐車場があるということで、今、議員御指摘のとおり車にボールが当たるということ

はちょくちょくあっているようです。ただ、最近はガラスが割れたとかということはないよ
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うですけれども、そのあたりはやはりネットが低いからということであると、改修は相当な

金額でしなければないというふうに思っていますけれども、今のところ直ちに改修というこ

とはできないというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 なぜこういうことを言うかというと、テニスコートもありますね、テニスをされています。

ホームベース側からはなかなかないと思うんですけれども、センター側からあそこでソフト

やっていて人に当たったという場合に、あそこのネットが低いからじゃないかという、設備

の不備ですね。これだけのことをしているのにあの設備が不備だから我々に責任はないとか、

そういうのがあるんじゃないかということがあった場合、いや、この条件は見てもらってい

つもされているから、この状況ですよと。それを当たり前に認知されてからやっているんで

しょうという話で終わるのか。いや不備があるからということであると思うんですけれども、

損害賠償の金額も高額になって、なかなか負担が、負担というよりもすごいものになると思

うんですけれども、そういったものの安全、事前にされておくべきだと思うんですけれども、

その点はいかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 確かにそういった大きな損害等があったというときにどうするかという細かいところまで

は決めておりません。協議を内部でしたことはあるかもしれませんけれども、私がこちらに

来てからはやっておりません。ただ、今言われていますけれども、賠償とかそういう部分に

ついては確かに一定の基準も必要かと思います。確かにどこまで個人に求められるかとか、

例えばソフトボール協会がされていたから、その中の一選手ではなくてソフトボール協会が

見るのかというようなことも出てくると思います。そこら辺の損害の基準等は今からちょっ

と研究をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 
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 ですから、町が直接貸し出しをする部分もありますし、指定管理者に貸している部分もあ

りますから、第三者が入ってきているわけですよね。そうなってくると話がややこしくなる

と思うんで、その辺の整理をぜひお願いしたいと思っております。 

 それから、貸し出しについてお尋ねしますけれども、以前、社交ダンスの方が申し込みに

行かれたら、まだ総合体育館が新しいから傷が入るから貸し出せませんよということでにべ

もなく断られていたことがあったんですよね。その方が、九州大会を開きたいと。ハイヒー

ルとかというものも傷がつかないようなメンテナンスをきちんとするからということで再度

行かれたんですけれども、そういった事例はないからということで２回目も断られたという

ことなんですね。そういった判断ですね、貸し出しは教育委員会がすると思うんですね。た

だ教育学習課の窓口で断られているんです。ですからそういった判断も教育委員会まで上げ

てされているのか。教育学習課で判断をしてされているのかですね。決まっているんでしょ

うか、どこで決めなさいと。課の中で話す、教育委員会の中で話すというふうに、事例によ

って段階は決まってくるわけですか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 基本的なところは指定管理者のほうで行うというふうに思っています。ただ、指定管理者

だけでどうしても判断できない部分はこちらのほうに相談がある場合がありますので、それ

は一緒に協議をするということになっています。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 １つお願いしたいのは、そういった協議とかいろいろな種目は、きのうも神前議員が言わ

れたんですけれども、フットサルとかあると思うし、また社交ダンスとか、実際に見るもの

とイメージとしているものは違うところがあるんですよね。だから私も実際にフットサルの

ボールを見せてもらったりしていたんですけれども、ああいったことが起きるのかなという

感じはあるんですよね。教育委員会としてきちっと文書を出されていますよね。それはきの

うの答弁では、中学校から早急にやめてほしいということで教育長の判断でされたとも思う

んですけれども、そういったことは教育委員会の中で、一回貸し出したものを中止すると。
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今まで貸していて、スポーツ振興しようということでされていて、それをとめるということ

はどの段階でされたのか。きのうも答弁あったんですけれども、どこでだれが判断して、そ

ういう文書を出すということをされたのか。教育委員会はほかに５名いらっしゃると思うん

ですけれども、その方たちの意思はどこに入っているのか、どられたのか、事後に通知をさ

れたのか、その辺のところの一連の流れを少し教えていただきたいんですけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 昨日も御答弁申し上げましたけれども、中学校のほうからですね…… 

○議長（後藤信八君） 

 少し大きい声でお願いします。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

 中学校のほうからフットサルの競技を中止してほしいということがございました。その辺

につきましては現地を見て、学校の先生方と現場で話をしながら、こういうところがフット

サルの原因だというような話を聞きながら、あとは教育委員会の中で内部検討をして、そし

てあの文書を出したということでございます。 

 ただ、教育委員さんのことを言われているんですね、５人というのは。につきましては、

ちょっと後になりました。これは報告いたしました。内容的には、そういう状況であるなら

ばやむを得ないという判断をいただいておりますので、教育委員さん方は事情をわかってあ

る。ただ、スポーツ振興の分では広く使っていただくというのも言われましたけれども、こ

ちらの判断をさせていただいたということでは納得していただいているものと思っておりま

す。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 納得されているのはどなたですか。フットサルの競技者なのか、教育委員会、教育委なの

か、どちらですか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 
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○教育学習課長（内山敏行君） 

 私が納得していただいているというふうに言ったのは、教育委員さん方で御説明したから

ということでございます。フットサルの競技者の方につきましては、多分納得されていない

というふうに思いますけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 あそこの中学校の体育施設を損傷させたということが原因であるというならば、先ほどの

あれですよ。何か壊したら、すべて損害賠償を求めるんだと。いや、今から求められても私

困るんですけれども、そういう事例になってくるんですよね。そこが、体育館をずっと使用

されて、先生が発見されたところはそこなのか、それ以前に破損されていたのかということ

もはっきりわからないですよね。ただ、その現場を見ただけですよね。経過も書いていない

でしょうし、ニシガワという、ずっと体育の先生ですよ、安全ですよと言って、何も損傷な

いですよとあって、突然壊れているということであればはっきりわかると思うんですけれど

も、その辺のところはどうも、使用をできないというふうに通知が来たところは、そういう

ところはいまいち気持ちに入ってこないというんですか。その辺のところは非常に、今、納

得されていないというふうに課長言われたように、そうなっていると思うんですよね。だか

ら自分たちの判断でされたと言われているとは思うんですけれども、やはり利用者の方もな

るたけ使っていただく、スポーツの振興というのが前提にあるならば、先ほど言った社交ダ

ンスもやはりもう少し協議されて、協議の内容まで詳しくされて、本当に傷がつくのかつか

ないのか、道具を見るなり実際に見てみるとか、ビデオだってあるわけですから、自分でイ

ンターネットで調べるとか、そこまでされているとはどうしても苦情が来たところから聞こ

えてこないんですよね。 

 ですから、社交ダンスがあったときは随分前ですから、体育館ができてすぐですから、き

れいだったからということもあるかもしれないんですけれども、10年たつでしょうし、以前、

基山小の子供が総合体育館ができたときに一番最初に見に行って、物すごく怒られたそうな

んですよ、「新しいから傷をつけるんじゃない」と。それが非常にショックで、その子供た

ちはもう行きたくないと。だからそれは施設ですから大事にしなきゃいけない、守らなきゃ

いけないとは思うんですけれども、使って何ぼですよね、使っていただいて何ぼですよね。
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だから、どんなに小さいサークルであれ、九州大会を開こうとか、佐賀県でもこんなに立派

な施設があるんだということで、全国に知らせたいということでやろうと思って意気込んで

いらっしゃったら、窓口でぱっと閉じられたというのはなかなか。お忙しいですけれども、

少し熟慮するとか、使っていただくという前向きの前提の話でそういったお話をぜひしてい

ただきたいと思っているんですけれども、これはもう要望で、ぜひお願いをしたいと思って

います。 

 最後ですけれども、子供に関する連携ということでありますけれども、青少年育成会議が

発表会というものを毎年されていらっしゃいますよね。私も運営委員会の中で、区民会の方

がこうやって子供たちが発表するのでぜひ来てくださいということなんですけれども、区民

会の方しか寄らないんですよね。横に子どもクラブがいらっしゃる、補導員がいらっしゃる、

区長さんがいらっしゃるんですけれども、そういう連携は区の運営委員会でもうまくいって

いないんですよね。だから区民会議の行事だからといってされていて、学校と２つの機関で

やって、多くの方にというのはなかなか。これ一つとっても、やっぱり子供を中心とした関

係の団体ですから、子供がいるから生まれた団体だと思うんですよね、子どもクラブ、ＰＴ

Ａとかというのは、青少年育成会議も。ならば、子供が中心にあるように、子供があるべき

姿であるようにやはり周りが連携して囲い込んで大事に育てていくとか、みんなで見守って

いるとかということが必要であると思うんです。だから防犯の面では非常に協力できまして、

みんなで一斉にこうやって住民がパトロールもされていますし、110番の家の表示板ですか、

ああいったものを子どもクラブがつくってやっていますね、ＰＴＡですか、連携してやられ

ていますよね。でも夏休みの巡回というのは補導員がされている、子どもクラブされている、

ＰＴＡがされている、同じところ３団体がぞろぞろっとされているんですよね。これはやは

り少し連携的に言うと矛盾があるんじゃないかと。すごいパワーをロスしているんじゃない

かと思うんですけれども、そういったものを集約するところの機関として教育委員会がある

と思うんで、ぜひ教育委員会に連携の中心となっていろいろなイベントとか、青少年育成会

議もそうですけれども、いろいろなところの団体のイベントに調整をとるとか、連携をとる

ような働きをしていただきたいんですけれども、こういう私の意見についていかがでしょう

か。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 
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○教育学習課長（内山敏行君） 

 確かに児童、子供さん方を中心としてそれぞれの団体があって、役員さん方も結構ダブっ

ておられる。ＰＴＡをしながらまた子どもクラブの役員をされている。そしてその役員さん

が会長さんとかであれば今度は育成会に入るというようなことで、役職としてはかなりダブ

って入られて、活動していただいているというところがございます、一体的にですね。ただ、

個々の団体が一緒に何かをやりましょうねというような活動までまだ至っておりません。し

かしこれは今から１つでも２つでもできていければと思いますけれども、品川議員さん言わ

れたような、今やっている見守りのパトロールなりそういったところでロスがあるというこ

とは確かにあると私も思っております。そのあたりで細かい連携を図るようなうちからの指

示なりいろいろな調整をしておりませんので、別々に動いている分もあるというふうに思っ

ていますので、そのあたりは今後連絡をとってみて、うまく調整等ができて、ロスがないよ

うにできればというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 品川議員。 

○10番（品川義則君） 

 そこでもう一つお願いなんですけれども、４月に区対抗のスポーツ大会ということで子ど

もクラブがやりますけれども、ああいうときに必ず問題になるのが少年野球とか中学校の部

活動が入って来れませんということで、特に中学生の参加が物すごく少ないんですよね。各

区でチームは組めないから、全体で集まってそれをチームで分けていこうというような団体

で行事をやっている状況なんですけれども、これは以前もどこかで私は言ったんですけれど

も、町の主催ということでやっているならば、ほかの少年スポーツとか中学校の部活動とい

うところもやはりそれに沿って、年に１度のことですから、協力してもらえるような体制を

ぜひお願いしたいと思うんですけれども、これは去年ですか、おととしですね、１つの子ど

もクラブがキックベースボールに保護者が熱心なもので行ったら、少年スポーツの予定が入

っていてだめですと言われて、少しトラブルがあったんですよね。そのときに両方親なんで

すよね。子どもクラブもＰＴＡも自分が保護者であって、少年スポーツも自分が保護者なん

ですよね。だから、さっき言われたように親の連携はとれているんですよ。ただ、団体の連

携が全然とれていないから、よそが何をやっているかわからないとか、だから九重に体験学

習からとか、憩いの家から通学をしているとかということも一部の方ではしていらっしゃる
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んですけれども、全体ではなかなか把握できていないんですよね。だから、すばらしい事業

をされているんですけれども、事業の連携、団体の連携をもう少ししていただきますように

強く要望して、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（後藤信八君） 

 以上で品川義則議員の一般質問を終わります。 

 ここで３時40分まで休憩します。 

～午後３時30分 休憩～ 

～午後３時40分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、木村照夫議員の一般質問を行います。木村照夫議員。 

○４番（木村照夫君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。傍聴席の皆さん、ありがとうございます。４番議員の木村照夫であり

ます。きょうは一般質問中３日目の中日で、一番最後でございまして、大変お疲れでしょう

が、居眠り等しないで真剣に70分、御拝聴のほどをよろしくお願いいたします。 

 質問通告書どおり通告しておりましたテーマは３点、用意しております。昨年の３月の大

震災以来、日本経済の円高、為替減、それとか全然国政も進まず、暗いニュースばかりでご

ざいます。きょうは明るい項目、本当に基山町があしたに向かって未来を託すテーマの選定

をしてまいりました。 

 １つは、町民の皆様が楽しみに待っておられます弥生が丘温浴施設の早期完成を。 

 ２番目は、公衆街路灯が少ないようで、防犯・安全上問題はないか。また、ランニングコ

スト低減できないかをテーマに、町内にあかりをともせというテーマを選定してまいりまし

た。 

 ３項目めに、小森町長、３期目の当選、まことにおめでとうございます。その中に明記さ

れております自然がたくさんきれいな町とは、これを具体的に問いたいと思います。 

 質問事項の１項目め、弥生が丘温浴施設の早期完成を。 

 要旨としまして、１つ、温浴の早期着工はできないのか。ボーリング掘削のみで、現地は

立入禁止の札が下がっております。具体的な開発計画はできているのか。イとしまして、施

設の完成図面はできているのか。ウ、建設業者は、隣接する商工業者や、地元園部地区の皆
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様と事前開始前の話し合いは終わっているのか。エとしまして、温浴施設のオープンに向け

て、基山町（官）と建設業者（民）とのかかわりはどうとり行うのか。 

 ２番目に、アクセス道路を建設せよ。園部地区の三ヶ敷集落方面から温浴施設のアクセス

道路は、拡張または建設はしないのか。第４次総合計画では、塚原・長谷川線の延長計画も

明記されているし、その延長線上でもあります。また、その集落内の生活道路も狭く、地権

者も協力されると思いますが、今が道路建設のチャンスではないか。 

 それから２項目め、町内にあかりをともせ。その要旨でございますが、町が管理している

公衆街路灯の設置状況を示してと。 

 (1)としまして、町内の公衆街路灯の設置数を示せ。各区内（１区～17区）及び公的公園

に何基設置しているのか。わかればタイプ別に明記してほしいと。20ワットの蛍光灯、40ワ

ットの蛍光灯、水銀灯、ＬＥＤとその他でございます。 

 それから、２番目に公衆街路灯の維持管理はどのように実施しているのか。 

 ３番目に、九州電力株式会社に年間支払う電気料金を示してください。 

 ４としまして、年間の維持管理費用（取りかえランプ、部品、修理交換費用）は幾らか。

それと、２番目に街路灯の新規取りつけの要望、陳情はあるのか。 

 １としまして、取りつけに関する設置基準の要綱はあるのか。その設置基準を示してほし

いと。それから現在、取りつけ要望の件数は何件出ているのか。１基当たりの取りつけ工事

費は幾らか。 

 ４番目に、街路灯の設置に当たり省エネ型のＬＥＤ化は進めているのか。これについてお

願いしたいと思います。 

 それから、３項目めに、自然がたくさんなきれいな町とは。小森町長のマニフェストに書

かれてありました自然がたくさんきれいな町とは、その具体的な施策を説明してほしいと。

１つは、基肄城整備で歴史文化と自然の香り。２つ目に大興善寺のつつじともみじでウォー

キングタウン。３番目に、産廃・公害阻止・防止。４番目、アダプトプログラム、まちづく

り基金の積極的な活用です。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 
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 それでは、木村照夫議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１項目め、弥生が丘温浴施設の早期完成をということでございます。 

 (1)としまして、温浴施設の早期着工はできないのかということです。 

 その中でアでは、温浴施設はまだボーリング掘削のみで、現地は立入禁止の札が下がって

いるが、具体的な開発計画はできているのかというお尋ねです。現在、開発行為は、許可が

おりており、隣接の企業との調整が行われているところでございます。 

 イの施設の完成図面はできているのかということです。アでも申しましたとおり、隣接企

業と調整中のようですので、完成図面はできていないものと考えております。 

 それから、ウの建設業者は、隣接する商工業者や地元園部地区皆様と事業開始前の話し合

いは完了したのかというお尋ねです。地元園部地区には一度説明会がなされております。ま

た、隣接の事業者については現在協議中だということです。 

 エの温浴施設のオープンに向けて、基山町と建設業者とのかかわりはどうとり行うのかと

いうことです。基本的には民間の事業ですので、民間で行われていくべきものだと考えてお

ります。しかし町有地の活用としての町有地を処分したこと、また、企業誘致との関係もあ

り、連絡調整を行っております。 

 (2)です。アクセス道路を建設せよ。園部地区の三ヶ敷集落方面から温浴施設のアクセス

道路は拡幅または建設はしないのかということです。 

 第４次総合計画では塚原・長谷川線の延長も明記されているし、その延長線上でもあると。

また、集落内の生活道路も狭く、地権者も協力されると思うが、今が道路建設のチャンスで

はないのかということでございます。 

 これにつきましては、塚原・長谷川線の延長は現時点では考えておりません。 

 ２項目めの町内にあかりをともせということで、(1)町が管理している公衆街路灯の設置

状況をということ。 

 アの町内の公衆街路灯の設置数を示せ。各区内（１区～17区）及び公的公園に何基設置し

ているのか。わかればタイプ別に分けて明記してほしいということでございます。全区で

1,100基設置しておりまして、その内訳は、蛍光灯が860基、水銀灯が140基、ＬＥＤが100基

でございます。 

 公衆街路灯の維持管理はどのようにやっているのかということです。イです。まず各区の

区長さんや、安全なまちづくり推進員さんから連絡がありまして、職員で対応できるものは
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取りかえなどを行い、できないものは事業者にお願いし、維持管理に努めております。 

 それから、ウの九州電力株式会社に年間支払う電気料を示せということです。平成21年度

は574万5,274円、平成22年度が531万4,777円、それから平成23年度、これは見込みでござい

ますが、500万円だということです。 

 それから、エの年間の維持管理費用（取りかえランプ、部品、修理交換費用）は幾らかと

いうことです。平成21年度、取りかえランプなどの消耗品として５万6,937円、修理費用で

62万1,771円。平成22年度、取りかえランプなどの消耗品として３万4,857円、修理費用で51

万747円でございます。平成23年度見込みでございますが、取りかえランプなどの消耗品と

して２万680円、それから修理費用で77万2,000円でございます。 

 (2)の街路灯の新規取りつけの要望・陳情はあるかということで、アの取りつけに関する

設置基準の要綱はあるのか、設置基準を示せということでございますが、明確な設置基準は

ありませんが、集落と集落の間を基本といたしております。 

 イの現在、取りつけ要望の件数は何件あるかということですが、現在、10基の新規要望が

あっております。 

 ウの１基当たりの取りつけ工事費はということ。電柱に添架するもので、１基当たり約２

万5,000円、ポールを新たに新設した場合は約６万3,000円かかります。 

 エの街路灯の設置に当たり省エネ型のＬＥＤ化は進めているのかというお尋ねですが、既

設の街路灯が悪くなり、機能しないものを随時ＬＥＤ化にいたしております。 

 ３項目め、自然がたくさんきれいな町とはということでございます。私のマニフェストに

掲げている「自然がたくさんきれいな町」とあるが、具体的な施策をということでございま

す。 

 (1)基肄城整備で歴史文化と自然の香りということです。基肄城整備は基山町の長年の懸

案事項であり、歴史文化の継承保存とあわせて大変重要な取り組みと考えており、現在、水

門石垣保存修理事業、町史編さん関係の資料整理に着手しております。このような文化遺産

と自然を活用したまちづくりを進めていきたいと考えておるということです。 

 それから(2)の大興善寺のつつじともみじでウォーキングタウンというようなことでござ

いますが、大興善寺のつつじともみじを主題にしたＪＲウォーキングや、町内に設定しまし

たウォーキングコースを活用し、ウォーキングを基山町の魅力の一つにしていきたいと考え

ております。 
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 (3)の産廃・公害を阻止・防止ということです。県境に今も産業廃棄物処分場が存在し、

地元関係者の協力のもとに監視並びに森林の保安林拡大をしていくことにより、基山町を自

然環境や開発及び不法投棄などから守っていきます。 

 (4)は、アダプトプログラム、まちづくり基金の積極的な活用ということで、アダプトプ

ログラムは56団体、613人の登録があっております。まちづくり基金については、これまで2

2団体に活用いただき、今年度の予定も含め約383万8,000円を補助しております。今後とも

積極的に活用していただき、町民の皆さんと協働で自然豊かな美しいまちづくりをしたいと

考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 それでは、２回目の質問です。弥生が丘の温浴施設の早期完成をでございますが、これは

町民の皆さんが温浴施設はいつ完成するのと。本当に心待ちにしていらっしゃいます。近く

の人も「木村さん、いつね」と。私も、はっきりまだわからないと、今度一般質問で聞いて

みるからと言っておりまして、現地に行ったところ、ボーリングの跡地ももうきれい、鉄板

のふたがされておりまして、チェーンで囲まれて立入禁止、昔の炭鉱の廃鉱みたいになって

おりました。それが実態でございまして、どうなっているのかと。町民の皆さんが唯一楽し

みにしている大きなテーマですものね。何でおくれているのか、また、完成時期はいつだっ

たのか。そこを町長、お願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 延びている留意点が、今、隣接の事業者と調整中でそれで延びているみたいです。それが

調整がつけば完成時期も明確に示せると思いますけれども、またその調整ぐあいによってそ

の辺が変わってくるようですので、現在のところいつ完成するというのは申し上げられませ

ん。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 



- 256 - 

○４番（木村照夫君） 

 いや、そこが小森町政の悪いところですものね。いつかわからん、納期がはっきりせん、

今までが。そこにきょう、やっぱり官が売った側だから、この日程でいきなさいとかそうい

うリーダーシップを小森町長にお願いしたわけですね。そういうことで前に行きます。 

 それで、どういう調整が隣接企業と温浴施設側にありますか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 隣接企業のほうは精密機械の事業者なもので、振動のほうを気にされているようです。そ

の辺については、隣接の企業といろいろな図面の見直しも含めて今調整をされている状況で

す。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 まず最初、この土地を基山町が売買するとき、あの地帯は何の地目やったか。また、雑種

地か、それとも市街化調整区域か、市街化地域か。金額とか、もしわかったら教えてくださ

い。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 土地については宅地です。範囲は市街化区域の範囲です。 

 価格というのはどういうことでしょう。 

○４番（木村照夫君） 

 売買した土地の金額。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 売買した土地の金額はちょっと今手元に記録ありませんので。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 
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 そのときどういう施設を使うか。はっきり温浴施設と契約書の中に明記されてありました

かね。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 契約書の中では、温浴施設で使用するということは明記されております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 納期は、いつまで施設をつくるかという。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ちょっと書類を持っていませんので、あれですけれども、その期限というものはなかった

んじゃないかと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 わかりました。今現状、ボーリングされて、した後、何メーター掘削して温泉放流、源泉、

何かが出たわけですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 温泉は出ているものと思いますけれども、1,500メートルほど掘っているそうです。実際

問題として、地温というのは100メーターで３度ぐらい上がっていくから、温度が何度かと

かは聞いておりませんけれども、理論的には45度ぐらいの温度が出ているんじゃないかと考

えられますけれども（「38度」と呼ぶ者あり）38度だそうです。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 
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○４番（木村照夫君） 

 温泉の定義って知っていますかね。温泉の定義を申し上げますと、温泉法、昭和23年７月

で、ここにありますけれども、地中から湧出する温水、また鉱水及び水蒸気、その他のガス。

次に挙げる温度または物質を有する。温泉源における水温が摂氏25度Ｃ以上、物質は９つほ

ど出ております。その中でもラジウム温泉とかラドンとか第一マンガンとかございますけれ

ども、そこんにきの確認はされましたか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 温泉の泉質の詳しい確認はしておりませんけれども、良好なものが出ているという話は聞

いております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 温浴施設でしょう。温浴施設というのは、昔、公衆ぶろ、村にありましたね、共同ぶろが

ね。あれも温浴施設ですね。それからいろいろなラジウム温泉もそういうんでしょうか。そ

れとか河内のあそこの温泉もあるし、アマンディもあるし、どのくらいの規模かなと思って、

大衆ぶろみたいなのもあるかもわからないわけですね。だから、そこに行くように面積に対

してどういう施設ができるのかなと。だから完成図面はありますかと聞いているんですね。

契約書で温浴施設をつくりますと。温浴施設だから本当ちょっとどのくらいの規模かわから

んとですものね。そこんにきば確認したいわけですたいね。わかりますかね。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 先ほど町長のほうが回答しましたとおり現在調整中ですので、完成図面というものはござ

いません。ただ、温浴施設と言われるとおり、共同ぶろとかそういうレベルのものではない

んじゃないかというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 
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○４番（木村照夫君） 

 そこにき、本当に基山町、甘いっちゃんね。逆にね、温浴施設つくらんで、今、交流施設

とか弥生が丘とか基山タウンとかつくってあそこの住宅地にすれば、そういう可能性もある

っちゃんね。だからなかなか温泉施設できけんですね、そういう皆さんも一部不安もあると

ですよ。ほんなことできっちゃろかと、本当にあそこに住宅にすればいい場所ですものね。

鳥栖も近いし。そこんにきはっきりやっぱりあの温浴施設をつくるということですね。 

○議長（後藤信八君） 

 町長。 

○町長（小森純一君） 

 木村議員おっしゃるように、町民の皆さんも私も心待ちにしておるということです。それ

から、それだけにどんなものだろうという関心も当然ございます。しかしそれはあくまでも

業者さん、そして近隣とのいろいろの調整というようなことでございますので、そこまで私

どもが入り込んで、ただ、さっきも言いますように、そこの場づくりとかそういう調整とい

うのはやっておりますけれども、実際の話し合いというのは、私どもが入り込んで、さあ、

やりなさいとか、いやだめですよとか、そんな話じゃございませんので、その辺、私のリー

ダーシップにまでかかわってきたようでございますけれども、その辺は余りかかわりないと

いうこと。ただ、状況の把握だけは常にやっていますし、温度も38度と、それから泉質もい

いというような確認というか話は聞いておるというところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 業者と話し合いって、いつごろできるかぐらいは、また４年先となると、町長おらんとき

できるかもわからんけんですね。やっぱり早目につくってもらって、そこんにきを発揮され

て町民に伝えてください。暗い中の唯一明るい話でございますから、よろしくお願いします。 

 次に行きます。２番目のアクセス道路を建設しようと。町長の答弁で、塚原・長谷川線の

延長は現時点では考えていないと答えられましたけれども、塚原・長谷川線の延長はいつさ

れようとも思っていますか。ずっと優先順位きのうから出ていますけれども、この塚原・長

谷川線は第４次総合計画に入っております。それで入っていないものが今度工事されますね、

測量設計が。神の浦の本桜・城ノ上線が先に設計委託料が上げられました。何で４次総合計
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画に入っていないこっちを優先するのか。またその優先順位がおかしいなと。町長、どうで

すかね。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 道路に限らず、その施設かれこれの優先順位というのはきのうからきょう、また私も言っ

ておるとおりで、やはり危険性とか安全性、それを最優先させなきゃいかんという、それか

ら必要性とかもそうですし、前からの本当に約束といいますか、総合計画にのっとる、それ

は一種の約束じゃないかとおっしゃるのかもわかりませんけれども、そういう意味じゃなく

て、やっぱりこれがこうなったときにはなというような、そういう約束事項もございますし、

もろもろ条件があるわけです。そういうことからして、城戸１号線をもう今取りかかってお

るということ。それから神の浦の本桜・城ノ上線ですか、あの辺も今ずっと手をかけておる

というような状況でございます。 

 きのうも申し上げましたように、道路を三つも四つも同時進行させるということはちょっ

といかがかと、無理だろうということで思いますので、いつ塚原・長谷川線をどうするのか

というようなことは、ちょっとまだここで明言はできません。頭の中にあるのは事実でござ

いますけれども、それをいつかと問われてもちょっと言えない状況でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 やっぱり道路の重要性ですね。合併にしろ単独で、さっき町長言われたスモールシティの

考えですね。あれにしろ、やっぱり道路は必要なんですね。鳥栖と合併すればまたあそこは

有効な幹線道路になるし、しなくても、あそこに道を通しておけばあそこの集落内、細い道

が有効に使われますし、また、あの土地の有効活用もできると思うわけですね。そういう時

点でやっぱり第４次総合計画に入れちゃっとるとでしょう。いつも優先順位と言われますけ

れども、何が優先順位かと。毎年毎年ころころ変わっていくものか。それが第４次、長期の

計画ですからね、なるべく早く、もう何年後かなんか町長言われんかもわかれんですけれど

も、そこに時期を、推定でございますから、入れてください。 

○議長（後藤信八君） 
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 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 あそこを通せば確かに利便性は上がるということは間違いないと思います。だけれども、

それと総合計画との関連でございますけれども、総合計画でも検討はするというような書き

方になっておろうかというふうに思っております。そういうことで、必ずしもあそこを早く

早くというような考えは今のところ私は持っていないということでさっきのような答弁をし

たわけでございます。 

 そしてまた、それじゃいつかと言われても、繰り返しになりますけれども、いつの時点で

どうということまではきょうは申し上げられないということです。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 町長が４年間過ぎる前によろしくお願いしたいと思います。この分はこれでいきましょう。

次にいきます。 

 それでは、町内にあかりをともせという提案をされました。町長、夜中、家を出るとき、

町長は懐中電灯を持って出ますか。まだ自分たちの田舎は、25日の集会とか寄りごとがござ

います。今、ちょうちんじゃなかばってんですね。懐中電灯を持って行っております。町長

は夜中、懐中電灯を持って出てまいりますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 懐中電灯は持っておりません。私も今はもう朝じゃなくて夜散歩をするようにしておりま

す。それは正応寺から小原のほうに向けてというような１つのコース、あるいはけやき台の

ほうに行くこともございます。しかし小原まで行っても私は懐中電灯が必要だと思ったこと

は余りございません。雨の降る日はどうかわかりませんけれども、そうじゃないときには懐

中電灯を私は持って出たことはございません。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 
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 自分たちの地域は、夜はもう懐中電灯を持っていかんと、街路灯、何もございません。町

道の横には水路が走っております。町道と水路にガードレールは１個もありません。そうい

う地域でしょう。もう経済的な地域間格差、下水道もなし、水道もなし、こういう地域なん

ですよね。そういう地域に、区長さんが要望した街路灯の設置ぐらいせめてつけてほしいと

思うんですね。そういうことを本当に願っております。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 何年前ですか、もう８年前かな、八年、七年前に私もやっぱり基山町内ちょっと暗いなと

いうようなことで、町長になってすぐ街路灯をふやそうというようなことでやりました。何

年かかかって500基ぐらいはたしか私ふやしたと思っております。そういうことからして、

それでそのときにも一応各地区から要望箇所というのは聞きまして、それで設置したと私は

思っております。要望を聞いた中では「うちの前につけてもらっちゃ明る過ぎて困る」とい

うようなことをおっしゃったこともあるようでございますし、ぜひつけてくれというような

こと、そういういろいろな要望を聞きながらたしか設置したと。そして500ばかりふやして

きたということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 確かに何年か前ですね。少しはふえております。 

 で、町内の街路灯の設置数ですね、回答で約1,100基、さっき言われました。その中でＬ

ＥＤの改善は何灯ぐらいございますかね。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 平成22年から23年度におきまして、佐賀県公共施設省エネ・グリーン化推進事業で、水銀

灯を町内に102基設置しております。この事業につきまして、今年度23年度で終了というこ

とになっております。（「ＬＥＤ」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 
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 水銀灯をＬＥＤにでしょう。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 失礼しました。ＬＥＤの水銀灯を102基設置しております。 

○議長（後藤信八君） 

 確認しますか。木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 あれでしょう、水銀灯だけは102基。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今の水銀灯をＬＥＤに、支柱はかえなくて、頭のほうだけをＬＥＤにかえております。

（「102基」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 それで、1,100基の維持管理ですね、これなんですけれども、ランプ取りかえなんかは職

員さんがやっておられますね。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 当然、１個かえるのではかなりの修繕費等がかかりますので、職員等ではしごを持って取

りかえる、ないしは当然無理があるところであれば業者のほうに取りかえていただくという

ことで、今の修繕等につきましては、先ほど町長も説明されたと思いますけれども、修理に

ついてはほとんどＬＥＤに変えていくという方向を考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 それで、職員さんがランプ取りかえ、交換するときですね、軽トラックで見えて、すぐ対

応早いんですけれども、ランプは２メーター以上あって、脚立も水路の上につけたり、２メ
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ーター以上、高所作業でしょうが、安全ヘルメットをつけたり命綱ばしてもらうごと注意は

されていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今御指摘のとおり、そこまでの安全対策はしていない状態ですけれども、当然うちの係員

もそれに関して実際やせた人じゃないとはしごに乗られないという、大きい人は当然無理が

ありますから、そういうことで今対処しているという状況です。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 これは一番大事な安全指導なんですものね、部下に対する。電柱、丸い円周でしょうか、

脚立だとすべるんですものね。そして軽トラックからとめて、側溝の上から斜めに、角度も

60度とありますものね。あそこんにき、落っこちて大きなけがをしたらだれが責任とるか。

また町長とらなきゃいかんけんですね。すいませんち言われたらいかんけんですね。だから

ちゃんとその安全指導をお願いしたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今おっしゃるように、町でできる範囲については財源上、町でするということで、今議員

おっしゃったとおり安全対策面については不備がないようにしたいというふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 次は、九州電力株式会社に鳥栖の営業所に年間支払う電気料金ですね。21年度は574万

5,000円、22年度は530万円、23年度は500万円以上かかるだろうと、こういう街路保安灯を

安くする方法は何かないですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 
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○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 当然ＬＥＤ化にすると金額が下がってくるかというふうに考えます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 １点はＬＥＤ化ですね。もう１点は、九州電力も株式会社ですね、事業者。年間500万円、

街路灯だけで払っているなら営業所に行って基山町役場との単価の交渉、あれもやってくだ

さい。いかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 ＬＥＤ化にすると当然基本料金等が下がるというふうに聞いておりますので、今議員おっ

しゃるとおり九州電力に行って、その辺について金額が下がるかどうかを聞いていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 現状の500万円の金額でも、ＬＥＤ工事のなかなか進まんやったらね、大口需要家で交渉

は話し合って、でも向こうも法人ですからね、そこんにきもお願いしたいと思います。 

 なるべくＬＥＤ化ですね、あれを早く達成してください。県の予算、国の予算はあります

か。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 先ほども答弁させていただきましたけれども、今、補助事業につきましては平成23年度で

終了ということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 
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 町長、ＬＥＤ化に改善しますと500万円やったら６割、0.6で約200万円の低減になるわけ

ですね。電気使用料だけですよ。そうするとＬＥＤは長寿命で約１万時間。蛍光管で1,000

時間、10倍の長寿命ですたいね。電力の使用料も約、器具で違いますけれども４割、６割の

低減になりますものね。そういう効果があるわけです。だからさっき言った国に県の補助は

ないと。だから町としても補正予算を組んでそっちに回すとか、そういう計画は町長、どう

思いますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 確かに、ＬＥＤにすると電気料も安くなるらしいと。現実的に私は幾らどうこうというと

ころまでの数字は知りませんけれども、かなり安くなるというような話も聞いております。

それと、本当に今、800なり幾らかある街路灯を一気にかえてしまって、その辺のどっちが

どうなのかというようなことも私ははっきりわかりかねるということです。 

 したがいまして、先ほどお答えしますように、交換しなきゃいかん部分はＬＥＤ化を進め

ていくというような、それだけはまずとにかくやりたいと、やらなきゃいかんというふうに

思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 こういう技術的にランニングコスト節減ですね。この電力使用料というのは、世界、日本

の永遠のテーマ、原発も廃止していく。維持管理費、ランプ交換なんかも10分の１になって

きますものね。そういうメリットを生かして計算上、なっておりますから、やるものはやる

と、効果のあるものはやらなきゃいかんと。これは民間会社、そうでしょうが。もう無駄な

ことはせんとやけん。民間会社といいますと利益の追求で、行政は住民サービスを利益を返

還するわけなんですけれども、そういう考えも行政もあってしかるべき。計算上できるもの

ならやらにゃいかんとですものね。もう日本国の憲法内にせにゃあかんし、こういう試算、

出ておりますから、200万円投資したって効果があるんですから。また課長としてもそうい

うことを具申されて、こういうメリットがありますよと。ランニングコストの低減、いつも

庁舎の問題でも言いましたけれども、前担当者が「あそこまでしたからでけんですよ」じゃ
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ないんですものね。何をすれば効果を上げるか。イニシャルコストだけ使って、今からラン

ニングコストが一番重要なんですもんね。これを忘れとる。日本人は。物づくりはうまいで

すね、きれいな建物をつくります。維持管理はどうするかという問題ですね。そういう面に

取り組んでもらいたいと思います。町長、いかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 おっしゃるとおりだと思います。とにかくいかに経費を少なくするかというようなこと、

これはもう常に考えていかなきゃいかんことだということでございます。そういう意味で本

当に職員も「ちょっとお前、そこまでは」というようなことも外部から言われることもある

んですけれども、昼休みは電気をすべて消して、私の部屋も昼休みは消して弁当を食べてお

ります。そういうことで一生懸命やっておるということが１つと。 

 それから、ＬＥＤ化を疑うわけではございませんけれども、本当にその辺のランニングコ

ストなりなんなりの計算もしまして、そして現に今進めてきておりますから、その辺の実績

等も見て、本当にやらなきゃいかんというふうには思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 ＬＥＤ化は県の補助をもらって、この庁舎も、もう何割ぐらい終わりました。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 役場につきましては、１階、２階、３階、４階、照明施設260基をＬＥＤ化に設置してお

ります。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 役場の庁舎でどういう効果があったかですね。庁舎は空調機とか大きな機械がございます

から、でも少しは効果、３割か４割か出ると思いますけれども、期待しております。 
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○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 私今、１階、２階、３階、４階と言いましたけれども、全部屋ということじゃなくて、あ

くまでも職員の事務室ということで御理解をお願いいたしたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 わかりました。次にいきます。 

 街路灯の新規取りつけですね。今までは既設のあれやったけれども、取りつけに関する明

確な設置基準、要綱はありますかということなんですけれども、いかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今現在、設置要綱等はございません。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 もう今の時代はつくるべきじゃないですかね。よう優先順位とか言われるでしょうが。ど

んな優先順位をつけておられますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 基本的には受け付け順ということで考えております。しかしながら、当然現場調査して、

必要あれば順番が上がるかと思いますけれども、今のところ順番に受け付けて、ことし入っ

た分についてはちょっと待っていただくというふうな格好で今やっている状況です。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 
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 現在、10基ありますと言われましたけれども、この10基、優先順、順番でみんなつけられ

ますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 新規の予算――予算のことを言うとだめだと思いますけれども、大体年間22万円ぐらいの

工事費しか計上しておりませんので、ここに先ほど説明しましたように、新設ポールにする

と６万3,000円ということになると、新規であればせいぜい年間３基というぐらいのもので

ございます。ここに修繕費ではかなり金額と書いておりますけれども、修繕につきましては

あくまでも既設のやつを取りかえるというので、今、議員御指摘のとおり新規であれば年間

３基ぐらいということで、優先順位というのも、10基でどれが一番ということでなくて、先

ほど申しましたとおり受け付けで待っていただくというのが今の状況でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 私の地区も四、五年前出していますけれども、順番がなかなか回ってこんからどうかなと。

取りつけ要綱とかつくられて優先順位、こうだからこうしましたということは事前評価、い

わっしゃるごとね、ちゃんとつけてください。 

 それで、自分たちの地域もどうしても役場がつけてくれないということで、先月の運営会

議ですかね、皆さんで話し合ってどうしようかと。なかなかつけてくれないなら、さっき言

ったごと、転落防止とか安全上問題があるんだと。区費からね、つけようかという話は出た

んですけれども、町長、どぎゃんですか。そういう、少しは応援してくれますか。（発言す

る者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 どういう意味でしょうかね。一部補助なりなんなりというような考え方なんでしょうか。

それだったらまた予算とのいろいろもございますから、そういう考え方もできようかという

ふうには思っております。それは実際、具体的にはもう担当課のほうでどういう配分するか
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というような、そういうことも必要かなと思います。（発言する者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 鳥飼議員、木村議員の一般質問ですから、余り私語を多くしないように。 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 そういうことで、安全第一、住みよい基山町。確かに小森町長が言っておられますのでそ

ういう田舎、地域間格差をなくしてやっぱりしてもらいたいと思っております。これが実態

でございます。 

 それで、ＬＥＤの一番効果があるのは何と思いますか、水銀灯と蛍光灯ございますよ。ど

っちが効果があると思いますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 私、そこまでの電気に対する認識はございません。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 ＬＥＤはワット数の約４分の１から６分の１ですもんね。100というのは50から40の電力

消費量なんですもんね。だから公園の水銀灯の300ワット、400ワットなんですものね。だか

ら大きいほどよく半分になりますから、400ワットなら200ワットという効果があります。40

ワットだったら24ワットかそのくらいですね。大きな容量ほど効果はあるということになっ

ております。 

 それと、町内には商工会の設置された街路灯もございますね。商工会としては町のほうで

管理をしてくれとかそういう要望があっていますけれども、課長、いかがですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、議員御指摘のとおり、商工会のほうからうちのほうに今の水銀灯をとってくださいと

いう意見が来ております。これにつきましては商工会との協議中ということでございます。 
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○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 商工会の灯数というのは何灯ぐらいございますかね。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 そこまでの数値・数量については今のところ把握しておりません。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 いっぱい虫が来るでしょう、普通の蛍光灯・水銀灯はですね。ＬＥＤは紫外線が出ないか

ら虫が寄ってこないんですものね。器具のメーカーの宣伝じゃなかばってんですね。そうい

うメリットはございますから、早くＬＥＤに切りかえてください。 

 次にいきます。自然がたくさんきれいな町とは。小森町長、マニフェストに上げています

けれども、町長、自然とは何ですかね。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 短絡的に――短絡的にというのか、言えば、山であり、田んぼであり、野原であり、緑だ

というようなとらえ方ができるかというふうに思います。 

 しかし、本当に自然といえばもっと幅広いものだと。空気もそうでしょうし、そういうふ

うな考え方があろうかというふうに思います。もちろん川もそうですし、そういう環境、自

然というふうなことかと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 自然がいっぱいありまして、私も自然とは何かなと思いました。自然、山、石、空気、水、

ありますけれども、山林なんかも自然。何も手を入れんとが自然かなと。原生林かなと。田
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んぼも何も手を入れんで、いっぱい草が生えるのが自然かなと。私もどっちが自然かなと思

いましたけれども、山は山の目的、杉・ヒノキ、林、人工林があるんですね。雑木もある。

やっぱり人の手入れをしたのが自然かなと。何も手を入れんではげ山になったり谷川が崩れ

てしまったり、自然と原生林と何が違うのかなと思って、どんどん田舎も荒廃して、昔の山

に戻っていけばそれが自然かなと。やっぱり自然というのは、人が手を入れてやっていくの

が自然かなと思っております。 

 その中で、ＪＲウォーキングがございますね。やはりあの地域の方、コースの周辺の方、

町道を歩いていかれますね。やっぱり町道にはのり面があって雑草が繁ります。そこにも周

囲の方が草刈り、手入れしたり、そういうことをやって、やはりもてなしの気持ち、地元の

方も皆さん来らっしゃるからきれいにしておこう、そういう気持ちでＪＲの歩行ラリーのお

客さんを迎えているんですね。 

 大興善寺の参道、あの周辺、お客さんにとっても大変でしょうが、やっぱり横の水路の掃

除をしたり道路を清掃、掃いたりしていらっしゃいます。こういうことが皆さんの地域のお

世話があるから、皆さん気持ちよく歩行ラリーに参加して「ああ、よかった」とお客さんに

言ってもらっているわけなんですけれども、基山町として歩行ラリーに応援体制とかもてな

しの気持ちがあれば町の職員も対応すべきと思いますけれども、いかがですか、町長。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私も当然そう思います。まず、協働協働と言っていますけれども、それはやっぱり役場の

職員からしっかり認識して、それを発信して、町内の皆さん方にも町内にも広めていくと。

それでお互い「よしっ、ほかもやっておるな、なら」ということで町民の皆さん方も清掃な

りなんなりもやってもらうと。それが協働だというふうに思っております。そういう意味で

基山町、比較的といいますか、こじんまりと本当にそれができているところじゃないかなと

いうふうには私は感じております。まだまだそれが足りないということかもわかりませんけ

れども、考え方としてはそういうことでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 
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 そうお思いなら、考えるならば、前回言いました水車の件も工事現場の黄色いひもでくく

って、いかにもこれは回りませんという感じですものね。あそこまでもてなす心を持っとん

ならね、基山町は気のある整備をしないかんちゃん、形あるものは。さっき言ったでしょう。

人が手入れをしなきゃいかんと、自然自然と言っても、ようらしとったら、もう、そこんに

き町長、いかがなものでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私も決して水車をほったらかしているのが自然だとは思っておりません。自然とはほうり

出すものじゃないと。やはりちゃんとした手入れをしないといかんということでございます。 

 水車に関しましては、本当に２基800万円ですか、900万円ですか、もてなしの心と言えば

それまでですけれども、そこまで本当にやるのかなというようなことで、ちょっとどうしよ

うかと。むしろもう取り壊すべきなのかどうなのかなと、その辺も今考えておるところでご

ざいます。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 いやね、近くの人が自分たちが無料で修理しようかとか、いっぱいいらっしゃるんですも

のね。ある団体の方が自分たちが直しましょうかとか、そういう気持ちはいらっしゃるから、

町としても本当に朝倉の三連水車とか基山の二連水車とか売り込んで、観光施設の少ない町

でしょうが。思い切って町長はしたらどうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 思い切ってとおっしゃいますけれども、本当にそこまでかけて、費用対効果じゃないです

けれども、観光客をそれで呼べるというようなことなのかどうか。あれはそもそも観光とい

うよりも農業のことで最初はやったと、造成をやろうということ、その辺の関連もあったと

いうことでございますけれども、その辺は真剣にどうするかということは考えなきゃいかん

ということと。 
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 それから、我々で修理しようかという話、それは全然、完全にサービスで、ただでという

ことでもないでしょうから、その辺のところは本当に材料代だけでよかよと、安してよかよ

ということであれば、それはまた考え方も違ってくるかなというふうには思います。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

 いやね、基山町の観光、町内でどこありますか。やっぱり大興善寺周辺ですものね。基山

もございましょうが、お客さんの数とかいいますとやっぱりいい場所やなと思うし。 

 自分は、水車を修理するか小さい水車に直して、水車に発電機を抱かせて、そういうあれ

をやって、だから鋼板製とか樹脂製でいいと、どうせ水あかで汚れますからね。こっちのう

すなんかは外してもいいかなと。そういうことをお願いして、何とか観光のシンボルでござ

いますからね、もったいないなと思っております。 

 日曜日の消防訓練もあの地域でございまして、いい場所かなと。さっき言ったのが自然と。

自然でも人の手を加えなきゃいかんと。加えなかったら原生林になると、そういうあれです

から、ある程度予算の踏ん張りをして、基山町、収支なら五十一億、二億ですからね、百万、

二百万、有効に末端まで使ってほしい。町長としてはもう使っていると思いますけれどもね、

そういうふうによろしくお願いします。 

 それと、町長のマニフェスト、自然と活力、財政力を生かしたこんなまちづくりがしたい

とちゃんと書いてあります。町長も畑を耕して種まいて、芽が発芽しょる、そして草枯らし

ば撒いたら枯れますけんね、それがないように種まいて、花が咲きます。今度、実ばつける

と大変ですものね。受粉ばしないけん、そういうことをしてやっぱり実をつけてもらいたい。

やっぱりハード面の完成をですね。 

 もう小森町長、基山町のまちづくり条例とか、ソフト面はいっぱい充実されました。次は

実行、スピード感を持って。小森町長は人がいいから、あとは率先垂範、リーダーシップ、

町長が言われておりましたね。自己評価60点、また４年後も60点、それけね、そこに60点を

４年後も、８年たったらいや70点になりましたと、そういう心構えですね。 

 小森町長、自分たちも一緒に頑張っていきますから、よりよい基山町を今度３期目にはリ

ーダーシップを発揮してもらいたいと思います。 

 以上で終わります。 
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○議長（後藤信八君） 

 以上で木村照夫議員の一般質問を終わります。 

 本日は以上をもちまして延会といたします。 

～午後４時50分 延会～ 

 


